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（午前９時５８分 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから、総務建

設常任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、光好委員

を指名します。 

 先日に引き続き、議案第１号所管分及び

議案第９号所管分の審査を行います。 

 質疑に入ります。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 おはようございます。 

 予算概要を中心にお聞きしていきたい

と思います。令和４年度もコロナ禍と、そ

れから未曽有の物価高騰で市民生活が非

常に困難を極めて不安にさらされる中で、

令和５年度に向けて、摂津市の住民に寄り

添った在り方の議論ができればと思って

おります。私からは１６項目ほどお聞きす

る予定にしております。 

 最初に、市民税課にお聞きします。予算

概要の３２ページにございます課税事務

事業の市税業務委託料、それから、予算書

の８ページにもありますが、こちらは令和

６年度から５年間の市税業務委託事業の

債務負担行為が計上されていることにつ

いてであります。 

 最初に基本的な考え方といいますか、数

字の見方についてお聞きします。令和５年

度の予算は、市税業務委託料が４，７５０

万１，０００円となっています。これは令

和２年度に債務負担行為が設定されて３

年間で１億３，３０７万４，０００円の債

務負担行為が組まれた最終年度でありま

す。令和３年度と令和４年度の委託料の実

績から債務負担行為上限額を引きますと、

残り３，４４０万６，０００円しか残って

いないと。ただ、予算は４，７００万円で

上回っていることについて、超過されてい

る部分についてです。少しご説明をいただ

きたいと思います。 

 次に、２番目です。防災危機管理課にお

聞きしたいと思います。予算概要の２４ペ

ージになります。 

 こちらも新たに債務負担行為が予算書

８ページで示されています。今年度の予算

を含めて、先日も防犯カメラについての質

問があったかと思います。防犯カメラの設

置の目的としてこれまで説明いただいて

きたのは、やはり犯罪の抑制だったと思い

ます。今回新たに２０台を追加し、５台を

買い取りから更新によってリースに切り

替えるとご説明もいただいてきました。犯

罪抑止のために有効に効率的に防犯カメ

ラの管理が行われるべきだと思います。同

時にこの防犯カメラは市民の皆さんのプ

ライバシーにも関わっていく問題だと思

います。摂津市は防犯カメラの運用につい

てはガイドラインや、それから規定を設け

ておられます。どんどん増えてくる防犯カ

メラ、それから防犯カメラの機能も内部の

記憶装置が更新されていく。Ｗｉ－Ｆｉ等

で情報が取れる機器になっているという

ことでありますが、プライバシーの保護の

観点からガイドラインや規則にのっとっ

た運用がどのようにされているのか、その

点をお聞きします。 

 続いて３番目、同じく防災危機管理課に

お聞きいたします。 

 予算概要１０２ページにあります防災

対策事業、主要事業では地震発生時の応急

対応マニュアル、つまりＢＣＰです。それ

から、市民向けの避難所運営マニュアルや

マンホールトイレなどの整備が進められ

ている点で評価できる取組だと思います。

お聞きしたいのは、自宅療養者支援委託料

についてです。４，９２０万３，０００円

が当初予算で組まれました。ただ、この予
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算書が出た後に、令和４年１月からスター

トさせた自宅療養者食糧支援パックにつ

いて、業者との関係もありまして今年の３

月末で終了するとご報告をいただいてお

ります。自宅療養者支援パックは、コロナ

に感染された方が、本来であれば病院など

療養施設に入所して隔離をされて感染防

止を図る必要があるにもかかわらず、入所

施設が整備されていないので自宅療養を

余儀なくされる。そういった方々が食料な

ど生活必需品などの買い物で外に出るこ

とがないよう支援をするために始まって、

非常に効果を発揮した制度だったと理解

しております。 

 それで、１回目にお聞きしておきたいの

は、令和４年１月からスタートしたこの自

宅療養者食糧支援パックについての実績

と効果、役割についてどのように認識し、

分析されているのか、お聞きします。 

 ４点目です。防災マニュアル、市民向け

の避難所運営マニュアルなどが整備され

ていくということであります。これに直接

関わることだと思いますけども、この防災

訓練などを行ったり、もしくは避難所の運

営訓練を行ったり、または避難情報や防災

の情報をいかに市民の皆さんに的確にお

伝えをして、いざというときに対応できる

かということを行うのが非常に大事なこ

とだと思っています。その点に立ってお聞

きしておきたいのは、昨今外国人の住民の

方が非常に増えてきています。数年前には

外国人技能実習センターの設置を巡って

いろいろな議論が交わされましたが、地域

の中では外国籍の住民の方も増えてきて

います。言葉がなかなか通じないというこ

と、それから、生活様式の違いなどもあっ

て、コミュニケーションが図られないなど

によることで無用な摩擦なども起きてい

ます。この点については民生常任委員会で

議論をしていただいているかと思います。

災害時、外国から来られている住民の方の

生活様式が違う、言葉が通じない中で、避

難であるとか防災情報についてどのよう

に伝えていくのかは非常に問われている

のではないかと思います。先般、ＮＨＫで、

防災の報道をされている中で、岡山県総社

市の例を出されていて、南米をルーツにさ

れている方が日本国籍を取っておられる

けども、自らの体験から日本におられる日

本語を得意とされない外国住民の方々と

一緒に防災訓練を行ったり、それから防災

マニュアルを整備されたりという報道が

あって、これは本当に大事なことだと思い

ました。その点も、今回のマニュアルづく

りなどにこういった情報弱者の方々に対

する配慮は、取られるべきだと思います。

その辺の対応をお考えなのかどうなのか、

お聞きします。 

 続いて、同じく防災危機管理課です。５

番目になります。これも予算概要１０２ペ

ージで、情報収集伝達体制整備事業です。 

 こちらの中の防災無線についてでござ

います。保守委託料は令和５年度３７５万

１，０００円計上され、昨年度と比べて大

幅に減額となっています。その点の理由を

お聞かせいただきたいと同時に、この防災

行政無線の大事な役割はいち早く住民の

皆さんに防災情報、避難情報をお知らせす

ることだと思います。しかし、この間Ｊア

ラートの訓練であるとか、国からの情報提

供の訓練で学校の屋上にある防災無線か

ら情報が流されてはいるものの、声が届き

にくい。音は聞こえているけれども、何を

言っているのか、耳をすまさないと分から

ないという声が相次いでいます。その点の

ご認識についてお聞かせください。 
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 次に、情報政策課にお聞きいたします。

６番目の質問になります。 

 予算概要２２ページ、ＤＸ推進事業、主

要事業表の事業内容を見ますと、基幹シス

テムの標準化に向け、標準システムと現行

システムの相違点を調査するとあります。

現行システムとの相違点とはどんなもの

なのか、その点をお聞かせください。 

 また、同じくＤＸ推進事業で、質問番号

としましては７番です。業務調査委託料が

組まれています。これはこの現行システム

との相違点などを調査・分析をして対応を

取るということの意味でいう業務調査と

いうことではないかと思います。この調査

をした後のシステム改修委託先との関係

です。現行のシステムを動かしている事業

者、それから調査をされる事業者、今後改

修をしていくことをお願いする事業者、そ

の辺の関係をお聞かせいただきたい。併せ

て、選定方法についてもお答えください。 

 それから、８番目になります。 

 令和４年度にＤＸ推進事業が始まって、

その目的として行政のオンライン化であ

るとかペーパーレス化、それからスマホや

タブレットを活用した窓口対応、スマート

窓口等々を実施していくということでご

ざいました。今回もＡＩ自動文字起こしツ

ールなどを導入されるとご説明をいただ

いております。この際、この１年間のＤＸ

推進事業で、今申し上げた内容のことを併

せて新年度の対応を継続的にどう進めて

いくのか、今後の方向性、目指すべきとこ

ろにどの辺まで今来ているのかについて

お聞かせください。 

 次に移ります。道路交通課にお聞きいた

します。質問は９番になります。予算概要

８２ページ、交通安全啓発事業についてで

す。 

 自動車運転免許証の自主返納の高齢者

に対する支給品に、これまでのジャンパー

に加えて希望者にヘルメットを追加する

ということでございます。これは高齢者の

自動車運転で事故が多発している。高齢化

社会を迎える中で自動車の自主返納を促

していくインセンティブ効果が期待され

て行われるものだと一定理解をしている

わけでございます。この自主返納のインセ

ンティブとして自転車のヘルメットはど

のように期待できるのか。どういうお考え

をされておられるのか、お聞きします。 

 続いて、１０番目の質問です。予算概要

８２ページの同じく交通安全推進事業が

５２０万円となっております。予算概要の

備考欄では、路面標示や交差点改良工事と

記載されております。前年度に比べますと

半分以下に減ってしまっています。そのこ

とについてご説明ください。 

 関連するかと思いますが、質問１１番目

として、予算概要８６ページの交通安全対

策事業についてお聞きします。 

 こちらは、同じように道路の改良である

とか自転車通行レーンのための矢羽根式

の路面表示を引いたり、グリーンベルト設

置とのご説明だったと思います。３３．

６％増加されているのはそういったもの

が主な原因であるかと思います。交通安全

対策工事でそれぞれの内訳はどのように

なっているのか、お聞かせください。 

 続いて、同じく道路交通課に対して、予

算概要８４ページにありますが、公共交通

確保維持事業、摂津市地域公共交通計画に

ついてお聞きします。 

 地域公共交通計画については、我が党の

野口議員からも代表質問で聞きましたし、

各会派からも市民の足の確保という点で

は、議会全体の思い、ひいては多数の市民
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の足の確保を期待する声の表れを受けて、

こういった計画が検討されていくと理解

しております。 

 １２番目の質問になります。お聞きした

いのは、この計画策定に向けていろいろと

公共交通の庁内の在り方検討会であると

かアンケートなどが行われて、幾度となく

庁内の会議が開かれてきたと思います。令

和５年度の地域公共交通計画策定に向け

て現段階での到達状況です。これまで取り

組んでこられた到達点、どんなことが議論

されてきたのか。どのぐらいの会議を行っ

てきたのか。それから計画案ができるまで

のスケジュール感はどうなるのかについ

てお聞きします。 

 併せて、この過程で議論の情報を市民の

皆さんにどのようにお知らせし、それから

やはり市民の足の確保という市民が非常

に期待している計画の議論でありますの

で、市民参加の機会も保障されなければな

らないと思います。どこでどのようにこう

いった機会が保障されようとしているの

か、お聞きします。 

 １２番の質問でお聞きすることが多い

のですけれども、協議会です。今後開かれ

る協議会の位置づけ、役割についてもお聞

かせください。 

 続いて、水みどり課にお聞きします。予

算概要８８ページ、排水路ポンプ場管理事

業について、これも先般の本委員会の審査

でも質疑応答がなされていました。水位計

の設置、それから、そこの監視装置が今年

度も５か年の計画の中の４年目で今回の

予算が組まれております。設置数の到達と、

それから現段階での効果、それから令和６

年度、つまり最終年度計画完了に向けた取

組やその完成状況で見える水位計、監視装

置による内水の監視の状況がどうなるの

か。市民にとってどのような安全を担保す

るものになるのか、お聞かせください。 

 それから、水みどり課に対して、続いて

１４番目の質問になります。公園について

幾つかお聞きしたいと思います。 

 もう既にご説明もいただき、質疑も多く

行われております。環境センター跡地に新

公園がつくられる計画が発表されました。

公園ができるまでに５年間ございます。そ

の間に公園構想で住民意見聴取なども予

定されていると聞いております。令和５年

度はまさにその最初の年となります。調査

委託料として１００万円計上されていま

すが、この調査委託の内容です。５年間の

計画なのか、その辺の具体的な中身につい

てお聞かせいただきたい。それと、環境セ

ンターの跡地の整備等や住民説明との関

係もありますが、当初の協議会でのご説明

では令和１０年度、令和１１年度の実施設

計に向けて進められていくという予定を

言われています。改めて住民への情報周知、

意見交換など、それから構想とか実施計画

などのスケジュールについてお聞かせく

ださい。 

 それから、公園の維持管理についてでご

ざいます。 

 市内には都市公園が４２か所あると。ち

びっこ広場が９７か所。緑地・緑道３４か

所。その他１か所などがあって、その維持

管理は５５自治会５団体にお願いできる

ところについてはお願いをしているとの

ことであります。この間の議論の中で高齢

化によってその自治会なり公園維持管理

を委託している団体の高齢化、担い手不足

によって非常に難しくなっているとご説

明もいただいています。そんな中で、今な

お地域で公園の維持管理に努めていただ

いている団体には心より敬意を表したい
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と思います。 

 ここでお聞きしたいのは、摂津市のいい

ところでもあると思いますが、集会所が各

地域にある。それから、大小いろいろあり

ますけども、都市公園と合わせてちびっこ

広場が９７か所もあると。非常にこれはい

いこと、強みだと思います。このちびっこ

広場、都市公園もそうですけれども、やは

り市民の財産でもあり、その運用について

は誰もが安全に快適に利用できるように

することが重要だと思います。その点の管

理運用を委託している際の委託先の皆さ

んへのご説明であるとか、それからちびっ

こ広場、都市公園のあるべき姿について見

解をお聞かせください。誰でも自由に出入

りができ、自由に利用ができる。もちろん

利用規約に反する、もしくは反社会的な活

動に使ってはいけませんけれども、基本的

には高齢者から子どもまで誰でも自由に

できるのが原則だと思います。その点のご

認識をお聞かせください。 

 続いて、これも公園の日常遊具補修など

に関わってでございます。同じく予算概要

の９２ページから９４ページの中にあり

ますが、遊具の日常点検もしていただいて

います。かつてのちびっこ広場、都市公園

等の遊具が放置されていて危険な状況に

あった時代がありました。その頃のことを

思いますと、今は非常に遊具の点検もされ

ていて、また随時新しい遊具なども財政の

制約がある中で頑張って設置いただいて

います。ちびっこ広場に幼児用のセッピィ

の遊具などもありまして、子どもたちも喜

んでいるかと思います。そういった遊具の

安全点検に、これは情報政策課に関わるこ

とでしょうけども、ＬｏＧｏフォームを活

用して危険な遊具であるとか、故障したり

修繕が必要なものについては市民の皆さ

んから情報をいただくようなことが始ま

っているかと思います。市民の皆さんから

お寄せいただいたＬｏＧｏフォームによ

る破損情報の提供状況と、それからその対

応についてどのようにしているのか、お聞

きします。 

 最後の質問になります。 

 これは予算概要の項目としては具体的

に申し上げにくいものですけども、消費税

のインボイス登録についてでございます。

今年１０月に迫ったインボイス制度につ

いてでありますが、この導入を巡っては幅

広い業界から反対の声が上がっていたり、

中止・延期を求める地方議会の意見書採択

も広がっていて、摂津市議会でも１２月議

会で賛成多数で延期を求める意見書を採

択しています。非常に矛盾の多い中小零細

業者を苦しめる制度であります。しかし、

それでも自治体として準備をしていかな

ければならないと思っています。地方自治

体がインボイスに登録するのかどうなの

か。その対応次第で摂津市との取引をして

いる事業者に不利益を生じさせることが

あってはならないと思っています。 

 その上でお聞きしたいのは、摂津市が売

り手になるケースにおいてです。例えば体

育施設の使用料をいただいて、サービスを

提供しているものに係ることについてで

ございます。基本的に地方自治体一般会計

は消費税法上、消費税の申告義務がないと

いうことは理解しております。しかし、イ

ンボイス制度が始まりますと、課税仕入れ

を行っている事業者が摂津市に消費税を

含んだ使用料等を払った際に、摂津市がイ

ンボイス登録をしていないと、そこに取引

された事業者は仕入れ課税控除ができな

いということで、ひいては事業者に対して

消費税の負担を増やしてしまうことにな
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ってしまいます。こういった問題の把握を

受けて、２０２２年６月２０日に総務省が

地方自治体一般会計でもインボイスの登

録に対応するようにと通達が出されてい

ます。摂津市の対応についてお聞かせをい

ただきたいと思います。 

 もう１点は、買い手となるケースです。

小規模事業者登録制度で市内の中小零細

業者の皆さんであるとか、摂津市の様々な

備品の購入であったり工事を行う際、入札

を行う際の事業者選定をする際に、その事

業者にインボイスの登録をされていない

事業者は参加資格から外す動きが一定の

自治体であったそうです。基本的には企業

会計ですので、水道や下水道の所管してい

る文教上下水道常任委員会等でも議論し

ておられるかと思います。市のインボイス

の取組で、こちらでもお聞きしておきたい

と思いますが、総務省から、適格請求書発

行事業者、インボイスを登録していないこ

とを理由に競争入札を参加するところか

ら排除するようなことは適当でないと通

達がなされております。摂津市が売り手に

なるケース、摂津市が買い手になるケース、

インボイスの対応、摂津市の一般会計、企

業会計、特別会計でどうなるか、お答えく

ださい。 

 質問は以上、１６点でございます。 

○三好義治委員長 市民税課、妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 市民税課に係ります

ご質問についてご答弁申し上げます。 

 質問番号１番、予算概要３２ページの市

税業務委託の予算額につきまして、予算書

の２２４ページの市税業務委託事業で上

がっております令和５年度以降の支出予

定額の金額より、令和５年度の予算が上回

っていることについてのご質問と、併せて

予算書８ページの令和６年度から令和１

０年度の市税業務委託事業に係る債務負

担行為との関係のご質問にお答えをいた

します。 

 まず、令和５年度の予算といたしまして

４，７５０万１，０００円計上しておりま

す。現在契約している市税業務委託事業に

つきましては、契約期間が令和３年１月か

ら令和５年１２月となっております。先ほ

ど現状の債務負担行為の令和５年度の支

出予定額が３，４４０万６，０００円しか

ないというお話につきましては、令和５年

１２月までというところでございます。債

務負担行為はこの金額ですが、実際契約金

額といたしまして、令和５年４月から１２

月までの予算といたしまして３，１６５万

４，７００円を計上いたしております。４，

７５０万１，０００円の計上から３，１６

５万４，７００円を引いた残りの１，５８

４万５，０００円ほどにつきまして、予算

書８ページ、令和６年度から令和１０年度

の債務負担行為を市税業務委託事業とし

て上げさせていただきます。現在契約して

いるものの更新を令和６年１月から令和

１０年１２月までの５年間ということで

考えております。令和６年１月から令和６

年３月までは令和５年度に当たりますの

で、そこの部分は先ほど申し上げました予

算概要のところで予算額として上げてお

りまして、令和６年４月から令和１０年１

２月までの部分に関しまして、債務負担行

為として２億６，２３１万円で上げており

ます。分かりにくくなっているところは申

し訳ございませんが、４月から３月といっ

た契約期間でない部分もございますので、

現状と更新分を分けて計上させていただ

いた結果、予算額がそのようになっており

ます。 

 以上でございます。 
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○三好義治委員長 防災危機管理課、竹下

課長。 

○竹下防災危機管理課長 ２番目の防犯

カメラについて、ご答弁いたします。 

 先ほども委員がおっしゃっていました

ように、防犯カメラの設置及び管理につい

ては、管理規定と、そして設置規定が設け

られておりまして、これについてはプライ

バシーの保護を図るための規定でござい

ます。先ほどもおっしゃっていた防犯カメ

ラについては、カメラ本体やカメラを共架

している支柱、こちらに防犯カメラの作動

中の看板を設置しており、不正行為による

犯罪の抑制効果を図るために設置してお

ります。防犯カメラの画像データにつきま

しては、撮影時のまま保管し、おおむね１

０日間の経過で上書きされるため、ＤＶＤ

等の媒体によって保管して持ち出すこと

はできないとなっております。しかし、摂

津警察署から犯罪捜査の協力として、画像

データの提供を求められた場合には摂津

警察署等の防犯カメラの運用規定に関す

る協定書を結んでおりまして、摂津警察か

らの画像データ利用照会書を出していた

だいて提供してございます。画像データの

管理責任者である摂津警察副署長の下、市

の専用パソコンからダウンロードを行っ

ていただいて、情報が漏えいしないように

厳重にデータの取扱いをしていただいて

おります。 

 それから、２点目、質問番号３番の自宅

療養者支援委託料の効果と役割について

の問いだったと思います。 

 まず、支援パックにつきましては、何度

かご答弁させてもらっているかも分かり

ませんけれども、５日分のパンや麺類、そ

れから白米やレトルト食品、飲料、お菓子

などをはじめとした食料品です。あと、お

宅で感染防止対策をしてもらうためのマ

スクや手指消毒液を自宅療養者のお宅へ

配達してございます。令和４年１月２８日

から支援パックは支給開始をしておりま

して、今年度ですけれども、４月からの実

績については７月、８月にかけて感染が急

増しておることと合わせて支援パックの

需要も高まっております。あと、２月末の

足元の状況でいきましたら、トータル１万

１１１件の支援パックをご利用いただい

ており、効果は高いと考えてございます。 

 それから、災害時の日本語が分からない

外国人への対応でございます。災害対策に

おいて、要配慮者である外国人の皆さんに

ついては、災害時の避難誘導など多言語に

よりお示しする支援は必要であると我々

認識してございますが、現在対応できてい

ない状況でございます。ただ、大阪府では、

災害時の日本語が分からない外国人観光

客に対してＯｓａｋａ Ｓａｆｅ Ｔｒ

ａｖｅｌｓをホームページに立ち上げて

おりまして、災害発生情報や避難場所、鉄

道の運行状況などの情報サービスについ

てベトナム語を含め１２言語で一元的に

対応しており、この情報を市のホームペー

ジにも掲載していく準備を進めていると

ころでございます。また、本市においても、

今後災害時の避難方法などの情報を外国

人向けに広報できるように検討してまい

りたいと考えてございます。 

 それから、防災行政無線についてでござ

います。 

 まず、令和５年度の予算と令和４年度予

算を比較しての減額の理由でございます。

先日の本委員会でも答弁させてもらいま

したが、市内に１７か所スピーカーを設置

してあります。そのうち１６か所を令和４

年度で集中した更新による減額でござい
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ます。 

 あと、防災無線が聞こえづらい件でござ

います。こういったことについてはＪアラ

ート放送訓練の関係で、聞こえにくいとご

指摘を受けることもございます。放送確認

用電話番号のご案内ですとか、あとその現

場調査を我々職員が行って、直接耳で確認

するなどの対応を行っている状況でござ

います。また防災行政無線の放送について

は、実際には気象状況や周囲の建物の状況、

騒音による影響により聞こえにくいこと

がございまして、正確に放送内容をお伝え

することについてはやはり限界があるか

と感じておるところでございます。災害時

において、住民の災害情報など、確実に伝

達するためには、複数の伝達手段を組み合

わせることが重要でございますので、現状

としては最適な方法の見当はございませ

んが、引き続き情報伝達の多様化、多重化

について研究をしてまいります。 

 以上です。 

○三好義治委員長 情報政策課、下郡課長。 

○下郡情報政策課長 質問番号６番、標準

化に向けた調査と、相違点はどのようなも

のがあるかについてのご質問にお答えい

たします。 

 まず、標準化についてでございます。自

治体の基幹業務２０業務を令和７年度末

までにデジタル庁が調達をいたしますガ

バメントクラウドを活用して標準準拠シ

ステムを利用できるようにするものでご

ざいます。また、国によりますと、地方公

共団体の基幹業務システムが抱える課題

といたしまして三つ挙げられております。

一つ目が維持管理や制度改正時の改修等

において、地方公共団体は個別対応を余儀

なくされ、負担が大きいこと。二つ目が情

報システムの差異の調整が負担となり、ク

ラウド利用が円滑に進まないこと。三つ目

が住民サービスを向上させる最適な取組

を迅速に全国へ普及させることが難しい

こととされております。このような状況か

ら、令和３年５月には地方公共団体に対し

まして、標準準拠システムの利用を義務づ

ける標準化法が成立をいたしております。

これらを受けまして、令和５年度の取組と

いたしましては、標準システムと現行シス

テムの相違点の調査を行ってまいります。

この調査につきましては、これから調査・

分析を進めていくものですが、相違点とし

ましては、幾つかパターンが出てくるのか

と考えております。例えば、摂津市の独自

カスタマイズを施している部分につきま

しては、標準仕様では実装すべき機能では

ないものとして相違点として上がってく

る可能性があると考えております。こうい

った場合は標準システムではカスタマイ

ズをすることはできないとされておりま

すので、標準仕様に合わせまして業務の見

直しであったり、代替手段としてＲＰＡ等

を検討することになってまいると考えて

おります。 

 また逆に、標準仕様では実装すべき機能

とされているものが現行システムには機

能として存在しないといった場合も想定

されます。こういった場合は標準システム

に合わせていくものになりますので、影響

を確認しながら対応を検討していくこと

になります。 

 続きましては、質問番号７番、標準シス

テムの調査とその後の改修等の委託先の

関係についてでございます。 

 まず、相違点の調査につきましては、そ

れぞれ各現行システムを構築しましたベ

ンダーに委託を行います。また、その後の

改修や移行につきまして、どういったベン
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ダーになるかということですが、これから

選定をしていくことになってまいります。

ただ、大きな考え方といいますか方向性と

いたしましては、やはり大規模な移行とな

ってまいりますので、市民にご迷惑をかけ

るのは避けなければなりません。ですので、

安定的に業務の継続ができることが大前

提であると考えております。また、システ

ムベンダーでは開発であったりテストで

あったり、ピークが、令和７年度に向けて

やってまいります。聞いておりますのは、

ＳＥの人材も不足している。また、現行ユ

ーザーを標準システムに移行させること

が精いっぱいであって、なかなか新規ユー

ザーを受け入れることが難しいといった

お声も聞いております。それらの状況を勘

案いたしまして、安全・安心な方法でシス

テムが移行できるような形でベンダーは

検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号８番、ＤＸがどの

ように進んでおるかでございます。 

 ここ数年間、様々取組をしてまいりまし

た。令和２年度にはＲＰＡを導入いたしま

した。定例的な業務における処理時間の削

減を目指しまして、処理の自動化によりま

して、時間削減とかミス防止といった効果

が出ております。今後も先ほど申しました

基幹システムの標準化に向けた対応など

で活用してまいりたいと考えております。

また、令和３年度には汎用電子申請システ

ムを導入いたしました。こちらは専門的な

スキルがなくてもオンライン申請用の画

面設計ができるシステムでございます。こ

ちらにつきましても、優先順位の高いもの

や件数の多いものなどのオンライン化を

拡大いたしまして、市民の利便性向上に取

り組んでまいりたいと考えております。ま

た、今年度は、自治体専用チャットツール

を全職員に導入いたしております。こちら

はＬＧＷＡＮ環境でも使用できるチャッ

トツールでございまして、情報共有の迅速

化やペーパーレス化を図るものでござい

ます。庁内での利用はもちろんですが、例

えば警報が発令したときのような避難所

間での連絡であったり、外部職場や出先で

の利用に加えまして、他自治体ともメッセ

ージやファイルの送受信ができるものと

なっております。これまでの電話とかメー

ルとか対面とか、そういったコミュニケー

ションと競い合うものではなくて、場面に

応じて使い分けることでより効果的に利

用できるものだと考えております。 

 また、来年度の予定といたしましては、

先ほどご紹介いただきましたように、ＡＩ

の音声認識技術を活用した会議録の自動

文字起こしツールを導入いたしまして、会

議録の作成に係る時間の短縮等を目指し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 道路交通課、寺田部参

事。 

○寺田建設部参事 ９番目の高齢者の運

転免許証自主返納の際に自転車用ヘルメ

ットを支給する部分に係るインセンティ

ブ効果というお問いであったかと思いま

す。 

 こちらにつきましては、今年４月から改

正道路交通法が施行されますことから、こ

れまで子どもだけに限定されていたヘル

メット着用の努力義務が全年齢に及ぶと

ころでございます。ただ、高齢者の方の自

転車事故は、他の年代に比べまして高くな

っており、ヘルメットを装着していない場

合の頭部の損傷によります致死率も高く

なっておるところでございます。これを受

けまして、本市といたしましては交通安全
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の様々な運動の機会、交通安全教室、また

街頭などで啓発活動を行ってまいるのと

合わせまして、高齢者の運転免許証自主返

納に際しまして、従来反射材付のジャンパ

ー支給をさせていただいておりました。合

わせて自転車用のヘルメットの支給を希

望者の方に個数限定とはなりますが、支給

をしてまいりたいと考えております。お車

に乗られている方が運転免許証を返納さ

れた際に、外出していただく機会を創出す

る意味でも、徒歩であったり自転車での移

動が期待されますことから、この事業、位

置づけをさせていただいておるところで

ございます。 

 続きまして、１０番目の交通安全推進事

業に関わります昨年度との事業の予算の

大幅減の状況のお問いであったかと思い

ます。 

 こちらにつきましては、令和４年度、市

道鶴野５４号線の一部区間で道路改良工

事を行わせていただいております。その部

分が今年度は政策経費で落ちております

ので、通常の経常経費のみに戻っているた

め、大幅減になっております。 

 続きまして、１１番目の交通安全対策事

業でございます。詳細とのお問いであった

かと思います。 

 こちらにつきましては、生活道路の交通

安全対策を主にさせていただいておりま

す。この中に含まれる内容といたしまして、

保育園であったり認定こども園の児童が

移動する未就学児移動経路の対策工事が

ございます。今年度の当初予算の中では、

８４０万円の交通安全対策工事とさせて

いただいております。 

 続きまして、自転車通行空間の路面表示

の整備工事でございます。令和５年度は２，

３１８万８，０００円で計上させていただ

いております。 

 続きまして、ハンプです。淀川の堤防沿

いの南別府鳥飼上線で行わせていただい

ておりますが、令和５年度につきましては

４９５万円を計上させていただいており

ます。 

 続きまして、通学路の緊急対策として工

事をさせていただきますのが、令和５年度

６０３万６，０００円で計上しております。

あと、歩道の段差改良の部分でバリアフリ

ー対策といたしまして６６０万円を計上

させていただいております。 

 続きまして、１２番目の公共交通でのお

問いであったかと思います。 

 まず、庁内在り方検討会の到達点に関し

てのお問いであったかと思います。令和４

年４月に地域全体の公共交通の確保・維持、

市民の交通利便性の向上を図ることを目

的といたしまして、庁内の職員を中心とし

た公共交通在り方検討会を設置いたして

おります。こちらについては大阪大学の土

井教授など、学識経験者のご助言もいただ

きながら、日常における移動アンケートの

結果の分析や将来の見通しを想定して、将

来の道路インフラ、公共交通の在り方や持

続可能性のある交通サービス分担の設定

等について議論を進めておるところでご

ざいます。参加している職員が我が事とし

て捉まえて本市のあるべき姿、なりたい姿

を考え、その中で地域公共交通がどのよう

な役割を担うべきかなどの検討を進めて

いるところでございます。 

 最終的には、庁内の職員で考えさせてい

ただいている内容でございますので、摂津

市らしい考え方、公共交通だけではなく、

福祉や教育の視点も加味した内容で道路

インフラや公共交通の在り方、今後将来を

見据えた道路交通の在り方として取りま
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とめていきたいと考えております。 

 さらに、この議論を深めていく中で、今

後市の持続可能な地域公共交通計画の具

体化を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 ２点目で、計画案ができるまでのスケジ

ュール感とのお問いであったかと思いま

す。 

 これは令和５年度から地域公共交通計

画の策定の委託料を予算計上させていた

だいております。債務負担行為も２か年で

計上させていただいておりますので、令和

５年度から令和６年度にかけて、まずは協

議会を立ち上げていくことを令和５年度

の下半期から予定をさせていただいてお

ります。それまでに、協議会を立ち上げる

までの交通事業者や関係行政機関へ行っ

て準備をしていきたいと考えております。

令和６年度にかけまして、具体的な計画策

定の内容に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 ３点目でございます。市民参加への考え

方ということのお問いであったかと思い

ます。 

 今年度在り方検討会につきましては、庁

内でさせていただいておりますが、来年度

法定協議会の設立に向けてさせていただ

く中で、当然ながら市民の参加で地域ごと、

また特性によってご意見もあろうかと思

いますので、そのあたりについては、聞き

取りをしながら進めてまいる所存でござ

います。 

 最後に４点目、協議会の位置づけとのお

問いであったかと思います。 

 法定協議会につきましては、地域公共交

通の活性化及び再生に関する法律、俗に活

性化再生法というところでございます。こ

の中で法定協議会につきましては摂津市、

大阪府、あと近畿運輸局、交通事業者、道

路管理者、交通管理者、住民の利用者等で

構成するような位置づけで考えさせてい

ただいております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 水みどり課、宮城課長。 

○宮城水みどり課長 水みどり課に関し

ますご質問にお答えします。 

 まず、１３番目のご質問、水位計設置の

スケジュールと令和５年度の取組並びに

期待する効果についてお答えいたします。 

 水位計設置は令和２年度から令和６年

度までの５年間で水位の遠隔監視が必要

な浸水防除施設２３か所に設置してまい

ります。設置経過としましては、令和２年

度には三ツ樋ポンプ場を含む５か所、令和

３年度には味生排水機場を含む５か所、令

和４年度には番頭面水路取水口を含む６

か所の計１６か所が設置済みであります。

令和５年度につきましては、鳥飼南水路ゲ

ートに２か所、黒前水路ゲートに１か所の

計３か所に水位計と監視装置の設置を予

定しております。残り４か所につきまして

は、令和６年度の設置予定としております。 

 効果につきましては、遠隔で水位監視を

行うことができるようになり、また市内各

所の水位データを記録・蓄積し事象ごとの

水位変動を検証することにより、防災にお

けるより迅速かつ適切な大雨時の判断の

対応を行えることで、浸水等の被害を未然

に防ぐことが可能となってまいります。 

 続きまして、公園維持管理に関する三つ

のご質問にお答えいたします。 

 まず、一つ目の環境センター跡地に整備

される公園整備までのスケジュール、令和

５年度の事業内容、公園整備着手までの取

組についてお答えいたします。 

 まず、スケジュールでありますが、令和
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５年度より環境センター敷地内において

土壌汚染調査などが行われ、その調査結果

を踏まえ、令和９年度末に建物の解体が完

了する予定であり、公園の整備につきまし

ては環境センタ―建屋の解体後となるこ

とから、令和１０年度以降の着手予定とな

っております。 

 続きまして、令和５年度の事業内容でご

ざいます。環境センター敷地の高低差や施

設の沿革、既存樹木の調査等を行い、その

結果により図面などを作成する予定とし

ております。公園着手までの取組でありま

すが、令和５年度は調査業務を行い、令和

６年度以降は調査結果や図面などを基に

市民アンケート調査や地元住民、関係団体

等との意見交換、ワークショップなどの準

備を行い、令和９年度頃には実施設計委託

を発注し、ワークショップ開催並びに設計

書の作成を行う予定としております。 

 続きまして、２点目であります。都市公

園、ちびっこ広場に関する管理と、管理実

態、対応についてお答えいたします。 

 まず、都市公園です。都市公園の維持管

理につきましては、シルバー人材センター

における日常パトロールや清掃業務を行

っていただいておりますが、一部の公園に

つきましては地元の自治会やボランティ

アの方々の協力を得ながら維持管理を行

っている公園もございます。ちびっこ広場

につきましては、地元の自治会、老人クラ

ブ、こども会といった団体やマンションの

管理組合などにちびっこ広場の補助金を

拠出することで維持管理を行っていただ

いております。都市公園並びにちびっこ広

場は誰もがいつでも自由に出入りし、憩え

る場所でなくてはならないことは承知の

上でございますが、一部の広場などにつき

ましては、本来とは違った方法で維持管理

をされているところがあることは認識し

ております。実際にそのような場所の管理

をされているところにつきましては、正し

い維持管理の方法について幾度となく協

議をさせていただき、是正をお願いしてい

るところであります。まだ一部是正されて

いないところにつきましては、引き続き協

議をしていきながら、是正に向けて協力を

お願いしてまいりたいと思います。 

 続きまして、３点目のＬｏＧｏフォーム

の現状と対応状況についてお答えいたし

ます。 

 ＬｏＧｏフォームは、令和３年１１月よ

り運用を開始し、公園施設の損傷などの発

見・通報に活用しており、また、夜間や休

日など、開庁時間外での連絡方法としても

活用しております。 

 現状としましては、運用開始の令和３年

度は約５か月間ではありますが２４件、令

和４年度は、現時点におきまして２６件の

情報が寄せられており、その主な内容とし

ましては、照明灯の不点灯、樹木の枝折れ、

遊具やトイレの破損が多くございます。 

 その対応状況としましては、情報内容を

精査の上、職員が現地確認を行い、即時対

応可能なものから進めております。ただ、

修繕等で業者発注が必要で、期間を要する

内容につきましては、施設の一部使用停止

や閉鎖等の対応をさせていただいており

ます。 

 運用による成果につきましては、公園や

ちびっこ広場の利用者からの幅の広い目

線により寄せられた情報と市で行ってい

る日常パトロールの情報を合わせること

で、事故を未然に防ぐ効果がより高まって

おります。引き続きＬｏＧｏフォームの情

報を適切・迅速に処理することで、利用者

へ安全・安心を提供できるよう努めてまい
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ります。 

 以上です。 

○三好義治委員長 財政課、森川課長。 

○森川財政課長 インボイス登録につい

て、一般会計に関しましてお答えをさせて

いただきます。 

 制度開始時にインボイス発行事業者と

なるためには、原則として令和５年３月末

までに登録申請が必要でございます。買い

手の求めに応じてインボイスを交付する

必要がございますことから、一般会計に関

しましては、インボイス発行事業者へ向け

まして現在、税務署へ適格請求書発行事業

者としての登録申請を行っている状況で

ございます。 

 買い手となるケースでの対応でござい

ますが、委員のお話にもございますように、

一般会計につきましては、消費税法第６０

条第６項により、売上げと仕入れの消費税

額を同額とみなす特例がございますこと

から、消費税の申告義務が免除されており

ます。インボイスに対応した後につきまし

ても、取扱いに変更はございませんことか

ら、消費税の申告義務はこれまでと同様免

除されることとなります。 

 消費税の申告義務が免除されている一

般会計につきましては、適格請求書発行事

業者の登録を事業者に要請する必要はな

いと考えておりますことから、一般会計側

から事業者に対してインボイス登録の申

請を行うよう要請するようなことは考え

ておりません。 

○三好義治委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ２回目の質問をしてまい

ります。 

 最初に、市税業務の委託についてでござ

います。 

 会計の年度が４月から３月まで、一方で

税業務については１月から１２月までで、

そこに差があるので非常に分かりにくい

状況になっております。財政上、その契約

の事務等を見たときに、もう少し分かりや

すい何か表記の仕方を工夫していただけ

ないものかと思います。その点は、また改

善できるようであれば工夫をお願いした

いと思います。 

 それで２回目の質問で、令和３年度から

令和５年度の３年契約から令和６年度以

降の５年計画として長くなっていますが、

計画の中身の変更にはどんなことがある

のか、お聞かせください。 

 そもそも市税業務の委託については、平

成３０年でしたか、市税の過誤納還付金の

問題等があって、市民税課の業務そのもの

が非常に人手不足になっていた。さらには、

非常に専門性が問われる事業でありなが

ら、繁忙期が一時期に集中しているという

問題、従来の市税等政策を立てる上での業

務を確保するために、委託を選択されたと

認識しています。 

 その際にも議論をしたかと思いますけ

れども、市税という、非常に個人のプライ

バシーの根幹に関わる業務ということで、

同じフロアのところにほかの事業者の方

が入って業務をやっていることについて

は、業務請負の問題、偽装請負の問題等も

注意をしながらやっていかなければなら

ないことだと思います。この３年間の効果

について確認をさせていただきながら、今

後５年間の契約額が単価としてどうなっ

たのか。単純に月数で割りますと、当初の

令和２年度からの分と令和６年度からの

分で見ると、やはり単価といいますか、契

約月ごとに合わしましたらアップしてい

ます。そのアップの理由は何なのか。物価

高騰であったり、人件費の高騰であったり
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ということもあるかと思いますけれども、

業務が拡大されているのではないかなど、

委託の内容についてお聞かせください。 

 次に、防犯カメラの運用についてでござ

います。 

 今、ご説明いただきました。これまでも

何度か決算・予算でもご質問いただいて、

マニュアルについての適正な運用をとい

うことで求めてきたところであります。防

犯カメラが市中にどんどん増えてきてい

る、他市と比べるとまだ人口比では少ない

という議論も先般あったかと思います。市

街化区域であり人口密集地域でもありま

すから、住民の皆さんの不安に応えられる

ような防犯カメラの設置も警察と議論し

ていただきたい。それと同時に、プライバ

シーの保護については、例え犯罪捜査であ

ろうとも、その運用状況は、もちろん警察

とのやり取りがあるかと思いますけれど

も、厳正なマニュアルや規則に沿って行っ

ていただくように要望しておきたいと思

います。 

 続いて、防災対策の中で、自宅療養者支

援についてであります。 

 コロナが拡大し、何度も何度も波が訪れ

ました。当初は、自宅療養されている方が

社会から孤立してしまっている状況が

多々ありました。私どものところにも、全

く何も連絡がもらえない、保健所からも病

院からも連絡ができない、外に出られない

し、買い物に行けないという悲痛な叫びも

届いていた中で、食料が届けられる、ほか

の自治体では買い物支援など、今は他の団

体がそういう支援事業もやっておられま

す。コロナに感染したときに社会とつなが

っている、それから行政が、自分がここに

いて感染していることを分かってくれて

いると感じられるのは、もちろん物質的な

支援と同時に、心理的にも非常に大事な支

援だと思います。これは、まさに一番市民

に身近な自治体がやるべき支援策である

と思います。 

 今回、３月末までとのことでございます

が、当初予算で４，７００万円ほど組んで

おられます。５類への移行等々、お話はあ

りますけれども、基本コロナの感染力は強

い、特効薬がない中で、感染防止を身近な

自治体でやる立場に立って、食料支援とい

いますか、自宅療養者支援をぜひ工夫して

いただいて、何らかの措置を考えていくべ

きだと思います。もう３月末で終わるので、

当初予算を組んだものを直ちに減額して

しまうということはせずに、きちんとした

議論をして適切な支援を行うべきだと思

いますけど、その点のお考えをお聞かせく

ださい。 

 それから、四つ目です。ご説明いただい

たように、コロナの時期に外国の方の国内

への流出入が非常に制限されていた時期

でございます。この１年から２年で市内の

外国籍の住民の方が増えていらっしゃい

ます。平成３１年３月と平成５年３月を比

較しますと、約２割外国籍の住民の方が増

えておられます、１，６９２人。その中で

国籍別にいきますと、かつては韓国籍、中

国籍の方がトップでありましたけれども、

今やベトナム国籍の方が急増してトップ

になっております。 

 いろいろな情報提供の場があるとご説

明もいただいたんですけれども、日常的な

生活の中で防災を意識していただくとい

う点では、様々な情報伝達や情報周知とい

うことが必要になってくると思います。こ

れはぜひマニュアルづくり、それから、地

域防災計画の避難計画の中で、言語の問題

も議論していただきたいと思います。 
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 通常の生活の中でも言葉が通じない、ま

たは生活習慣の違いなどによって、ごみの

出し方一つで地域と不要な摩擦が起きて

しまいます。これが災害時であったり、ま

たは避難所の生活の中でそういったこと

を起こしてしまえば、日常生活の不要な摩

擦は、よりもっと大きなものになってしま

いかねません。情報弱者の皆さんへのしっ

かりとした伝達や、それから訓練から参加

してもらえるような取組を、国際交流協会

も含めていろいろな日本語教室もやって

おられますので、そこの中で情報を出して

いただきたい。 

 それから、技能実習生の方々は、基本そ

こで雇用されている事業者の方が生活と

か住居の責任を負ってもらう必要があり

ます。市内に転入されてきた際に、市民課

の窓口でそういった防災のことをお伝え

するような資料やガイドライン等をお渡

しする。それで、安心して日本で働いて生

活ができる状況をつくっていくためにも、

防災のマニュアルづくりに取り組んでい

ただくことを求めておきたいと思います。 

 それから、情報伝達で防災無線について

です。 

 竹下課長がおっしゃったように、情報伝

達の手段は複数で補っていくのは本当に

大事なことだと思います。やはり防災無線

だけでは、災害時に避難情報を流すときに

暴風が吹き荒れている、または大雨が降っ

ている状況であれば、ほとんど何も聞き取

れない状況になるかと思います。早めの避

難指示等であれば威力を発揮するかもし

れませんが、そういう点では、二重、三重

の対応を取る必要があると思います。 

 東京方面の自治体で、災害があったとき

に、被災された方々からのアンケートで、

防災無線が聞こえなかったという声が多

発したそうです。そこの自治体では、スマ

ホアプリで防災無線の情報を確認できる

ようです。電話で確認できると先ほどお話

がありましたけれども、電話であったり、

スマホアプリで聞ける、または、高齢者の

方々でスマホ等の利用が難しいというよ

うな方向けに、防災ラジオを希望者に無償

で貸与されている。昔は各家庭に有線があ

りまして、町内の情報が流れてきました。

今思えば非常にありがたい情報伝達だっ

たと思うんですけれども、そういう防災ラ

ジオでそういった情報を聞けるようなこ

とをぜひ検討していただきたいと思いま

す。その防災無線に代わる情報伝達として

の具体的な検討を、防災ラジオを含めてぜ

ひ考えてほしいんですけど、見解をお聞き

しておきたいと思います。 

 次に、情報政策のＤＸ事業等々でござい

ます。 

 基幹システムと現行システムの差異を

調査されると。もちろん自治体が進める電

子化、オンライン化の中で、自治体が困っ

ている困難な事案を解消する点で、標準化

は一定の効果はあるものだと思います。同 

時に、今ご説明いただいたように独自カス

タマイズが認められない。ですから、それ

に合わせて業務の見直しが必要になって

きたり、ＲＰＡで対応しなきゃいけないと

いうことであります。 

 地方自治体は、何も国の下請け機関では

なく、地域の皆さんと直接接して、地方自

治が保障されて、仕事をしていただいてい

るものであります。それぞれの地域性によ

って業務の中身、住民サービスの内容も異

なってくるのは当然だと思います。カスタ

マイズが認められないことで、標準化に合

わせることによって、摂津市が今までやっ

てきたカスタマイズで利用してきたもの
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で、障害になるものは具体的にどんなもの

があるのか、お聞かせください。基本的に

は、システムが合わないからできませんと

いうのは、私はあってはならないことだと

思いますので、その点のお考え方をお聞か

せください。 

 それと、調査については、今利用してい

るベンダーにお願いし、その調査の結果の

委託先についても、非常に大規模な改修で

あり、しかも、それができる技術であると

かを持ち合わせている事業者も非常に少

なく、業務も集中してくるという点で言う

と、令和７年度までにオンライン化、標準

化等を進めていく上では、業者の取り合い

になっていくことも当然想定されるわけ

です。 

 しかし、これは非常に行政の根幹に関わ

るような重要な中身をやっていただく、し

かも多額の契約になりますので、同時に透

明性と公平性がきちんと担保されないと

いけないと思います。その点のバランスと

いいますか、どのように確保していこうと

されているのか、その認識をお聞かせくだ

さい。 

 それと、ＤＸ推進事業で様々な取組をご

紹介いただきました。職員の業務が効率化

されたり、市民の利便性が高まるのは非常

に良いことだと思います。技術革新と併せ

て、工夫して進めていっていただきたいと

思いますが、やはりここでどうしても気に

なるのが、デジタルから取り残される方が

いないようにどうするのか。その具体的な

取組は、いろいろ研修をやられるというこ

とであります。住民の皆さんへの対応、職

員への対応、デジタルが使える方はどんど

ん便利になって、使えない方は不便さが残

ってしまうということのないようにして

いただきたいです。その辺の情報、デジタ

ルディバイド、つまり情報格差への対応策

を今年度はどのようにされるのか、聞いて

おきたいと思います。 

 次に、道路交通課です。 

 ヘルメットについてです。もちろん高齢

者の運転免許証の自主返納を促すのと併

せて、ご説明いただいたように、道路交通

法の改正によって全年齢にヘルメット着

用の努力義務ができたと。しかも高齢者の

自転車事故、しかもノーヘルでは死亡の確

率が高まるということで言えば、ヘルメッ

ト着用のために行政がこういったインセ

ンティブとして配布するのは、非常に良い

ことだと思います。 

 そういう意味では、ヘルメット着用の問

題を自主返納の対象者に限定せずに、もっ

と幅広くやっていく必要があるのではな

いか。とりわけ、生活困窮者の方々が、自

転車に乗られる方々に対してつけてくだ

さいという意味合いでは、そういった幅広

く生活困窮の方々に対してもヘルメット

を供給していく、配布していく、もしくは

補助をしていくような手だてをやってい

くことが、自転車の事故死を防ぐ手だてだ

と思います。その点は今後検討していただ

きたいと思いますので、要望だけにしてお

きます。 

 １０番目、これは理由が分かりました。 

 一方で、市内の道路、幹線道路、大阪府

が管理している道路、摂津市が管理してい

る道路、今各地で路面標示が非常に薄くな

ってしまっています。先般も村上委員から、

停止線が消えかかっている問題を指摘さ

れておりました。非常に通行量の多い道路

で横断歩道がほぼ見えなくなっていると、

要望してもなかなか、規制のための路面標

示は警察ということでありますから、警察

にも要望を出していただいているという
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ことであります。各地で薄くなってしまっ

て、ゼブラゾーンが見えない、横断歩道が

見えない、停止線が見えなくなっている、

センターラインが消えかかっているとい

う状況が散見されております。即対応する

ような態勢や予算組みする必要があると

思います。大阪府警、摂津警察への要望や

改善を求めていただく必要があるかと思

いますが、その点のお考えをお聞かせくだ

さい。 

 １１番目でございます。交通安全対策工

事で、いろいろと幾つか内訳をご紹介いた

だきました。 

 未就学児の対策、それから、通学路対策

については、かつての痛ましい事故を受け

て全国でもつくられていますが、摂津市で

も教育委員会が通学路等交通安全プログ

ラムを出されています。それに基づいて警

察や摂津市、道路交通、道路管理等々で対

応しておられるかと思います。その点の、

通学路等交通安全プログラムに係っての

確認依頼箇所についての状況、修繕状況に

ついてはどうなっているのか。今後、令和

５年度についての取組について聞かせて

ください。 

 あと、ハンプが鳥飼和道でもまた増設さ

れるということです。これも先般、いろい

ろ議論がありました。交通事故が起きるの

は主に生活道路であるということです。生

活道路の中で交通量の流入を抑制したり、

スピードを出させないというためにいろ

いろな取組がされていて、警察等ではゾー

ン３０という地域での規制をかけるもの、

それから、道路管理者からすると、ハンプ

のような物理的ディバイドを造っていく

ということだと理解をしているところで

あります。 

 ハンプについては、段差をつけるもので

ありますので、非常に音が鳴ったり、振動

によって近隣の住宅への影響が出やすい

ことがあります。速度抑制や流入抑制をし

たいと思っている地域の生活道路でも、ハ

ンプを設置するには非常に困難なところ

もたくさんあるのではないかと思います。

その物理的ディバイドであるハンプに代

わるものについてどんなものがあるのか、

それについての対応を今年度は検討され

ないのか、地域の要望にどう応えていくの

か、お聞かせください。 

 それから、公共交通についてでございま

す。 

 ご説明をいただきました。それでお聞き

したいのは、この在り方検討会でもデータ

として活用されている、令和３年度に実施

された日常の移動に関するアンケート、約

３，０００人の市民の方に配布されて回収

されたということであります。この内容に

ついてはまだ明らかにされていないので、

まとまり次第早急に本委員会にも示して

いただきたいことを要望しておきたいと

思います。 

 その上で、現在で分かる範囲での配布回

収状況、それから、回答者の方の地域性で

あったり、年齢であったり、どのように幅

広く回答を得られているのか、属性の問題

などについて、あと、アンケートの結果で

今お答えできる内容について、ご説明いた

だきたいと思います。 

 それから、地域公共交通をこれから議論

していく上で、私が非常に大事だと思うこ

とは、交通とは何だという理念をきちんと

共有して議論することだと思います。代表

質問で野口議員からもありましたけれど

も、交通は人権であるという交通権の考え

方。人は誰でもどこにでも自由に移動する

ことができるという、憲法でも保障された
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国民の基本的な人権であります。いろいろ

な制約がありながらも、まずそれを保障し

ていく。障害を持っておられる方も買い物

に行きたい、高齢者の方々も大阪市内まで、

もしくは摂津市のどこどこのお店で買い

物がしたい、そういった当たり前の生活の

期待に応えていく、それが地域公共交通だ

という理念を共有して議論を進めていた

だきたいと思います。その辺の交通に対す

る理念について議論されているのか、そう

いった共通認識に立っておられるのか、お

聞かせいただきたいと思います。 

 それと、自治体によって公共交通は非常

に重要であることから、地域公共交通の基

本条例をつくったり、基本計画等を立てて、

それに基づいてまちづくりを進めていく

ような自治体があります。 

 今、私の手元にあるのは東京都北区の条

例で、そもそも公共交通とは何ぞやという

ところから、行政の義務であったり、事業

者の義務であったり、住民の方々の役割で

あったり、そういったことを大きな理念と

して掲げた条例に基づいて公共交通基本

計画等を立てていっていると聞いており

ます。そういった条例も検討してもいいん

のではないかと思います。今すぐどうする

かは答えられないかもしれませんが、考え

方についてお聞かせください。 

 それから、水みどり課への質問です。 

 水位計監視装置については、ご説明いた

だいてよく分かりました。ありがとうござ

います。先般の議論とも重なってしまって、

申し訳ありませんでした。 

 やはり摂津市は今、防災ステーションな

ど、外水から市民の財産、命を守るという

ことでの議論は非常によくされています。

浸水で最も大きな要因とされているのは

内水氾濫だと思います。とりわけ、鳥飼地

域であれば、雨水の排除は農業水路に依存

しているということです。かんがい期であ

れば水路が上がっている中で、ちょっとし

た雨で土地の低い地域に浸水してしまう。

直ちに命に関わることはないけれども、生

活していく上で非常に不便を感じたり、も

しくは、一定の下、床上浸水等が起こり得

るということで、対象となっている地域の

方々は非常に不安に感じておられると思

います。 

 そういう点では、水位計監視装置、それ

から先般からも議論がありましたように、

内水氾濫の解析事業を進めていただいて、

摂津市の公共下水、雨水管の整備であった

り、上流域の自治体への働きかけであった

り、科学的な監視に基づいて住民の安全を

図っていただくために前進させていただ

きたいと思いますので、これはエールを込

めて要望としておきます。 

 もう一つ、公園についてでございます。 

 意見聴収等々で、ぜひあらゆる場面で保

障していただきたいと思いますので、これ

もお願いしておきます。 

 それから、公園の維持管理についてです。

高齢化が進む中で、本当に地域で一生懸命

安全に利用できるように、公園の掃除であ

るとか、草抜きなどを頑張っていただいて

いることは本当にありがたいと思います。 

 同時に、委託されている方によっては、

安全をあまりにも重視するばかりに、少し

行き過ぎた管理方法をしておられる地域

もあると聞いております。基本的には、先

ほど宮城課長がおっしゃったように、公

園・ちびっこ広場は誰でも自由に利用でき

ると、そのための安全管理は市が責任を持

つ。ただ、維持・清掃等についてのご協力

をいただくための基本的なスタンスにつ

いては、しっかりと丁寧に説明をしていた
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だいて、貴重な地域の空間であり、子ども

たちの居場所であり、お年寄りの憩いの場

であるちびっこ広場、都市公園が、もっと

有効に活用できるようにしていただきた

いと思います。これも要望しておきたいと

思います。 

 それで公園に関して、もう一つ聞いてお

きたいのは、交通の面でも条例の話をさせ

ていただきました。摂津市には都市公園、

ちびっこ広場がたくさんあって、その空間

についても随時、明和池公園、三号街区公

園、鶴野の新しい公園と、また遊具なども

もっと早くしてほしいけれども、一歩一歩

いろいろ改善が図られております。たくさ

んの都市公園があります。使われていない

都市公園もあります。利用しづらいとの声

もたくさん聞いています。 

 公園は、地域の魅力を高める大事な社会

資本でもありますので、公園を基にしたま

ちづくりという点では、公園を中心にした

ガイドライン、まちづくりの基本計画も、

これもいろいろな自治体で取り組んでお

られます。公園によって子どもがボール遊

びができる、ここは小さいお子さんが保護

者の方と一緒にのんびり安全に遊べる、ま

たは、若者がスケートボードをやったり、

バスケットボールの３ＯＮ３をやれると

か、騒音にも対応できるような公園にする

と、いろいろな特徴をつけながら、面とし

て公園をどう整備していくのか。その整備

の中でその地域のまちづくりを進めてい

く考え方で、計画やグランドデザインを立

てておられる自治体があります。その点の

認識と情報を収集していただいて、摂津市

としてもそういう考え方に立っていくべ

きではないかと思いますが、見解を聞いて

おきます。 

 最後にインボイスについてです。 

 ご説明いただいて分かりました。今年１

０月にスタートでありますが、あらゆる分

野で矛盾が広がっております。これは引き

続きまた延期・中止を私どもは求めていき

たいと思います。とはいえ、自治体の対応

によって事業者へのマイナスになること

はあってはならないことですので、そうい

った対応をしていただきたい。 

 それから、適格事業者登録をしたからと

いって、摂津市一般会計が課税事業者にな

って、いろいろな使用料などが消費税へ転

嫁することにならないことが確認できま

した。そういった立場で、また、企業会計

についても事業者を排除することがない

ように、市としての方針をきっちりとして

いただきたいと思いますので、これは理解

しましたので答弁は結構です。 

 以上です。 

○三好義治委員長 答弁を求めていきま

す。 

 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 市税業務委託に係り

ます２回目のご質問にご答弁申し上げま

す。 

 業務委託の今回更新する中身の変更が

あるのかということと、今までの３年間の

効果、また、委託額がアップしていると思

われるけれども、その理由はということの

ご質問でございました。 

 まず、現状の委託の成果と考えているこ

とからお答えいたします。 

 個人市民税の当初課税事務など、一定期

間膨大な課税資料の整理、データ入力、そ

の照合などといった業務につきまして、ピ

ーク時に合わせて必要な人員配置を行う

ことができております。その点、委託をす

ることによって、今まで応援職員であると

か、会計年度任用職員の任用など、そうい
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った事務や指導に当たっていた職員の時

間が削減され、業務に集中することができ

たことは、一番大きかったと考えておりま

す。 

 導入効果といたしまして、導入前と比較

して、当初課税事務関係で令和３年１月か

ら６月について前の年の時間外勤務の時

間と比較しましたところ、約７００時間は

削減の効果が出てございます。 

 こうした成果を踏まえまして、委託の更

新を行いたいと考えておるところですが、

業務の内容につきましては特段、今のとこ

ろ変更は考えておりません。 

 また、委託額のアップの理由といたしま

しては、やはり人件費は、毎年毎年賃金の

アップが出てまいりますので、その部分を

考慮し、そのほかの部分についてはあまり

考慮をしていない状況でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 ２回目のご質

問にお答えいたします。 

 まず、支援パックを継続していく議論に

ついて、必要ではないかというお問いだっ

たと思います。 

 少し時系列でご説明させてもらいます

と、本市の自宅療養者支援事業については、

新型コロナウイルス感染症の位置づけが

５類に移行する５月８日まで、事業を継続

する方針で検討を進めておりました。ただ、

２月１６日に委託業者から、鳥インフルエ

ンザの影響により鳥・チキンエキス・卵を

使用している商品の入荷が非常に困難に

なっているとの連絡が入りまして、代替品

も含めまして来年度の事業実施が困難で

あると連絡を受けております。 

 また、他の業者で支援パックの継続がで

きないかと模索はしております。他市で委

託している業者にも確認をしております

が、やはり一定量の在庫を抱えないといけ

ないことや、１日の配送可能数に制限があ

ること、それから、新年度に新たな業者へ

委託をするも、契約手続にやはり年度初め

から１週間程度は最低かかってくると見

込まれることから、安定した配食サービス

への懸念や継続した自宅療養者支援事業

に問題が生じることから、市の新型コロナ

ウイルス対策本部会議で協議した結果、今

年度末で自宅療養者支援事業を終了する

ことを決定したものでございます。 

 それから、次に、防災行政無線と併せた

情報伝達の方法について、どういう見解を

持っているかというお問いでございます。 

 他市も大雨や台風の中で聞こえづらい

という問題を抱えている自治体がやはり

多いところで、私も調べてみました。埼玉

県東北部の加須市の事例がございまして、

利根川の水位が上昇して、人口１１万人の

うち９，５００人しか避難できなかった、

これは防災行政無線がうまく伝わらなか

ったことが理由のようです。そこで対策と

して先ほど、委員もおっしゃっていた防災

情報を集約したスマートフォンのアプリ

や、ホームページ上や電話の自動音声応答

サービスでも確認できるようにしており

ます。先ほどおっしゃっていた防災ラジオ

の無償貸与も始めておられるところでし

て、我々も防災ラジオについては、やはり

平時の利用も考えていかなければならな

いんですが、こういった他市の取組につい

て参考にしながら、より良い情報伝達につ

いて研究してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 下郡課長。 

○下郡情報政策課長 質問番号６番の２
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回目のご質問にお答えいたします。 

 標準システムに合わせることで障害と

なるようなことはどのようなものがある

かというお問いでございます。 

 相違点につきましては、今後の調査分析

ということで、具体的にどのようなものが

出てくるかによります。実際に相違点が出

てきてどのように検討して、どのような対

応をするかに関わってくるかと思います。 

 ベンダーから聞いておる範囲では、カス

タマイズといいますと帳票類が多いと聞

いております。例えば、レイアウトの並べ

かえであったり、発送しやすい順番に出力

するといったものになってまいります。そ

ういったもの以外にも市民サービスに著

しい低下があって、許容できないものがも

しあるのであれば、その場合は何か別の代

替策を考えていく必要があると考えてお

ります。例えば、今までボタン一つででき

ていたものであっても、一手間二手間増や

しながら、一旦システムからデータを吐き

出して加工する、今までの表示に近い形に

持っていくといった検討も必要になって

まいると思います。そういった過程で、先

ほど申しましたＲＰＡを使っていくこと

になろうかと考えております。 

 続きまして、質問番号７番です。 

 移行における透明性・公平性の確保の部

分でございます。 

 １回目、市民サービスの維持で、安定稼

働が大前提と申しました。その一方で、や

はり妥当性、そのベンダーが本当に最適な

のかといった部分も確認していく必要が

あると考えております。ですので、現行ベ

ンダー以外のベンダーに対して、見積りの

徴取であったりとか、令和７年度までに本

市の規模で移行が可能なのかといった情

報の提供を求めてまいりたいと考えてお

ります。 

 続きまして、質問番号８番、デジタルデ

ィバイドへの対応でございます。 

 令和３年１月の内閣府の世論調査によ

りますと、６０歳代の２５．７％、７０歳

代以上の５７．８％がスマートフォンなど

の情報通信機器を利用できていないとい

う結果が出ておりました。年齢が上がるに

つれまして、スマートフォンなどの情報通

信機器が利用できていない状況がうかが

えます。 

 本市におきましても、各所管課でスマー

トフォンやパソコン講座などを開催いた

しまして、基本的な入力操作であったり、

ＬＩＮＥといったアプリの操作などを学

ばれており、これらは今後も必要な取組で

あると認識いたしております。 

 一方で市民の利便性向上のために、行政

手続のオンライン化についても進めてお

るところでございます。その際には、窓口

や郵送等、従来の手続も残しながら、例え

ばマイナポイントの申請手続の支援を窓

口でも行っておりますように、スマートフ

ォンやパソコンなどを使用しない方への

配慮も必要であると考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 寺田部参事。 

○寺田建設部参事 １０番目のご質問に

お答えいたします。 

 路面標示の消えかかっている箇所への

対応の考え方に係るお問いであったかと

思います。 

 市内道路は、市道だけではなく、府道も

ございます。あと、交通規制に関わる標示

も当然ながらございます。そういった中で

市民から、ないしはパトロールによりまし

て路面標示の消えかかっている内容でご

連絡をいただきましたら、道路交通課で受
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付けをさせていただく中で、速やかに市の

担当職員が現地を確認いたしております。

なおかつ、本市の市道に関わる部分でござ

いますと、交通安全推進事業の修繕料をも

ちまして、年２回程度で実施をさせていた

だいているところでございます。 

 なお、府道に関しましては大阪府茨木土

木事務所、交通規制の標示に関しましては

摂津警察署に、復旧をご依頼申し上げてい

る状況でございます。 

 続きまして、１１番目の一つ目のお問い

で、通学路等交通安全プログラムの令和５

年度の取組というお問いであったかと思

います。 

 令和３年６月に千葉県八街市で児童の

死傷事故がございまして、通学路の合同点

検で教育委員会、並びに摂津警察署、道路

管理者も入って行わせていただいており

ます。 

 その対策メニューの中で、通学路の路面

標示であったり、電柱幕の設置、警察によ

る取締り強化といった内容については、速

やかに実施させていただいているところ

でございます。ただ、道路整備で必要な対

策につきましては、令和４年度から令和６

年度にかけまして、グリーンベルトの設置

を通学路に実施させていただいていると

ころでございます。令和５年度の取組とい

たしましては、８１０メートルの施工を予

定いたしております。 

 二つ目の、ハンプに代わる措置というお

問いであったかと思います。 

 ハンプ以外の速度抑制に関する内容で

いきますと、ハンプが垂直方向での速度抑

制緩和策でございますが、水平方向にジグ

ザグというような形であったり、狭く見せ

るというようなことでの速度抑制という

方策がございます。本市の市道では、鳥飼

和道１丁目の淀川の堤防からカネカの正

門にかけての道路で一部、クランクのよう

な形の施工事例はございます。そういうも

のも併せて、引き続き検討してまいりたい

と考えております。 

 続いて、１２番目の２回目のお問いでご

ざいます。アンケートの実施の内容のお問

いであったかと思います。 

 昨年、令和４年３月１日から３月３１日

にかけまして、３，０００人を無作為に抽

出の上、実施いたしております。有効回収

数といたしましては９９２件で、回収率と

しては３３％でございます。属性といたし

ましては、性別は女性の回答率が高かった

ということと、７０歳代以上の方が最も多

いと。ただ、１０ある小学校区別でいきま

すと、大きな偏りはなく満遍なく回答いた

だいているところでございます。 

 アンケートの回答の主な内容で見ます

と、日常の生活、地域住民の方が外へ出ら

れる際の不便に感じられる状況、あと、通

勤通学であったり、買い物であったり、通

院先をアンケートで調査させていただい

ております。どのような目的で移動されて

いるのか、どのような交通手段を利用され

て移動されているかということを、地域別

に整理していく取りまとめをさせていた

だいております。 

 続きまして、公共交通の理念的なものと

いうお問いであったかと思います。 

 委員がご指摘のとおり、交通とはそもそ

もどのような位置づけなのかの話になっ

てこようかと思います。都市生活を送る中

では、移動が常に何らかの日常生活を送っ

ていく上では必要不可欠な要素であると

認識いたしております。 

 地域における移動手段と申しますのが

徒歩であったり、自転車、これは摂津市の
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地域特性としては多いです。これはやはり

地理的な特性で平坦な地域柄というとこ

ろがございます。通勤・通学に伴いまして、

やはり鉄道であったり、路線バスといった

ところの交通手段を使われるケースが非

常に多いかと思います。 

 ただ、日中の移動の部分で、やはり戦後

の高度成長期以降、モータリゼーションと

言われますけれども、車に依存した社会構

成になっており、駅前に中心市街地があっ

たものが、幹線道路沿いに商業店舗であっ

たり、飲食の店舗が立地するという社会情

勢もございます。そういう部分をバックボ

ーンに捉えた形で、市としては今後の在り

方として都市の将来像を、３０年先、５０

年先を見据え、庁内の職員で共有しながら

協議をしております。地域公共交通として

のサービスの在り方については、学識経験

者、専門家の方のご助言もいただきながら

議論を進めさせていただいているところ

でございます。委員がおっしゃっていただ

いている東京での事例等も、先進事例とい

うところでは、また今後調査研究してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 宮城課長。 

○宮城水みどり課長 １４番目のご質問

の２回目、特徴ある公園づくりの考え方に

ついてお答えいたします。 

 市内都市公園の特徴としましては、面積

が１ヘクタール未満の比較的コンパクト

な形状のものが多いことから、地域の方々

が気軽に憩える、地域に密着した空間とな

っております。各公園は、立地や地域の状

況、また、遊具などの施設により変わりま

すが、既に大小様々な特色を有し、地域の

方々にご利用いただいております。 

 しかしながら、近年の加速する少子高齢

化の進行や共働きなど、社会状況や人々の

ライフスタイルも、公園開園時とは大きく

変わってきております。市民の公園に対す

るニーズも、これまでの憩いや安らぎだけ

ではなく、防災・減災や健康増進、子育て

支援など多様化してきている現状もござ

います。 

 このようなことから、今後は目的に応じ

て機能を特化させた公園の役割分担につ

いても検討していく必要があると考えて

おります。 

 しかしながら、課題もございます。課題

の一つとしましては、地域の理解を得るこ

とが重要であり、住宅地、工場や倉庫など、

その沿革での生活環境と調和が図られる

よう、周辺住民や企業などの声を聴いてい

く必要がございます。委員がご提案の公園

整備計画の策定については今後、他市の事

例など情報を収集しながら、公園のにぎわ

い創出と市民サービスの向上、公園の利便

性、快適性、安全性の向上を目指し、引き

続き様々な検討や取組を進めてまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５２分 休憩） 

（午後 ０時４７分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 ２回目まで丁寧にご答弁

を頂いております。ありがとうございます。 

 ３回目の質問、要望等に入りたいと思い

ます。 

 市税業務委託についてでございます。 

 債務負担行為に新たな業務の変更はな

いけれども、一定人件費等の増大があると

いうことでの設定でございました。業務の

効率化と、人手不足を補う点での委託であ
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って、時間外勤務そのものが減ってきてい

る点では効果があるというご説明であり

ました。 

 基本的には、市民税という大事な基幹業

務について、職員が直接やるべきものであ

って、本来であればそういう手だてを取る

べきものだと思います。季節的な多忙化で

あるとか、それから職員の配置の問題等が

あってのことだと思います。今度の業者選

定においては、安心・安定的に業務ができ

るところ、さらにはその選定方法について

は妥当性・公平性を保っていただいて選定

をしていただくようにお願いをしておき

ます。 

 市税の業務委託については、以上です。 

 次に、３番目の防災対策で、自宅療養者

支援業務でございます。 

 今回、請け負ってくれている事業者から

鳥インフルエンザ等々で業務が継続でき

ないと申出があったことはよく理解をし

ています。今までと同じような支援は今の

ところ困難だということではあります。や

はり感染防止策として市としてできるこ

と、とりわけ５類への移行後、自宅療養で

あるとかその辺のコロナへの対応が変化

してくるかとは思います。しかし、市民が

感染を防止していく上では、何らかの支援

はどうしても必要になってくるかと思い

ます。感染者数が減ってきているときだか

らこそ、感染拡大をした際に、市民の皆さ

んが社会から、または行政から孤立しない

ように、また感染防止策、国や大阪府の制

度に足りない部分、一番身近な支援できる

自治体としての対応を検討して、今こそや

っていくべきだと申しておきます。 

 当初予算額は、食料支援パックの予算で

はありますけども、委託料になっておりま

すのでその業務かもしれませんが、自宅療

養者、またはコロナ対策へ活用してもらう

ような検討をしっかりやっていただきた

いと思います。 

 答弁は結構ですので、これは要望してお

きたいと思います。 

 防災無線です。 

 課長からもお話がありましたが、加須市

の事例について、私もホームページでも確

認をしたところです。複合的に情報をいち

早く正確に届けるという意味で、防災無線

をさらに聞こえやすくする改善を図ると

ともに、手元で聞こえる防災ラジオなど、

新しい対策も具体的に検討していただき

たいと求めておきます。 

 情報政策についてです。 

 標準化システム等、現行のシステムとの

差の部分については、今後調査を待たなけ

ればならないということでした。カスタマ

イズができないことによって、国の制度に

はない、これが当てはまるかどうか分かり

ませんけども、子ども医療費の助成制度等

については自治体によって対象年齢が違

っていたり、それから自己負担額が違って

いたり、違いがあるかと思います。 

 そういったところが仮に標準化システ

ムとの関係で、差分があるのでできなくな

るとか、そのためにＲＰＡなどを活用する

ことになれば、業務の大きな後退になって

しまいますので、その点は考慮していただ

きたいです。また、標準化によって地方自

治そのものがゆがめられることがないよ

うに、これは自治体全体の問題として注視

をしていただき、問題があれば市長会等を

通して、国へ働きかけをしていただきたい

ということを申しておきます。 

 帳票類とかのレイアウト等々、変更でき

なくなるとのお話です。これも自治体の施

策によってもより使いやすいように、また
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はその帳票類がどんなものか具体的には

分からないんですけれども、例えば市民の

皆さんにお出しする帳票、税金の納付書な

どです。よく私が気になっていつも要望し

ているのは、生活保護の利用者に対する保

護費の決定通知であったり更生決定通知

について、非常に分かりにくい、担当者も

資料を見合わせながらじゃないと分から

ないような通知書が届けられていて、自立

を促すはずの生活保護の業務が、分からな

い書類でやり取りされている。これはまさ

に自立を促すような業務になっていない

と思います。 

 一つはシステム上の問題があって、なか

なかそれが改変できないというお話を聞

いています。これが標準化になればなおさ

らになってきますので、実際に市民の皆さ

んのサービスに関わっている自治体の業

務として、問題があれば、標準化の部分に

ついての改善を求めるということをやっ

ていかないと、自治体独自の施策というの

は一切できなくなる。個人情報保護法でも

そうですけども、自治体独自の判断が取れ

なくなって、全て国に統一されていくよう

なことではおかしなことになると思いま

す。その点はぜひ注意をしていただきなが

ら、対応を検討していただきたい。 

 また、その検討結果については、いち早

くまた議会にお知らせをいただきたいこ

とを要望しておきます。 

 それから、システム改修先については先

ほど申し上げましたように、妥当性をしっ

かり担保して選定をしていただくことを

お願いしておきます。 

 道路交通でございます。 

 路面標示等について、本当に交通規制に

関わる問題は安全に関わってきます。一方

で、摂津市独自でやっている通学路の対策

で、グリーンベルトなどの安全対策をやら

れている一方で、基本となるような交通規

制ラインが薄い状態が半年近くも放置さ

れていることは、交通安全の面からも大き

なマイナスになると思います。先ほどのＬ

ｏＧｏフォームの話がありましたけども、

道路の改修の分野でもＬｏＧｏフォーム

で市民の皆さんから情報をいただいてい

るかと思います。 

 そういった情報や市のパトロール等で、

危険な箇所についてはいち早く整備をし

ていただく。これは警察であったり、大阪

府であったり、摂津市であったり、交通安

全対策のキャンペーンまでやっている行

政としては、当然やらなければいけないこ

ととして強く要請もしていただきたいと

思います。そのことは求めておきます。 

 ハンプに代わるものについても、もちろ

ん地域の皆さんの要望であるとか地域の

状況に応じた上ではあるかと思います。視

認性を高めていただいて、交通対策を、安

全対策を進めていただきたい。 

 それから、通学路の問題についてもお答

えいただきました。ホームページでもどん

な内容が出されているのかプログラムの

中身、それに対する対応が公開されていま

す。私も見せていただいたんですが、せっ

かく各学校区で、または園で要望を出して

いただいているもので、ホームページだけ

でなくきちんと情報を知らせていただき

たい。 

 併せて、昨年度に出ていたけど、対応が

できないまま翌年度になったらなくなっ

ているものがあります。継続的に通学路や

未就学児の散歩の道であるとか、生活の道

の安全対策については留意していただき

たいと思います。お願いします。 

 公共交通についてでございます。 
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 在り方検討会の議論があって、先ほどア

ンケートの概要をご説明いただきました。

それも参考にしながら協議会につなげて

いると。市民の参加、情報公開や市民意見

は、アンケートで一定取られておりますけ

ど、１，０００人足らずの方々であります。

住民の切なる願いである公共交通であり

ますので、どのような形を取っていくのか、

新しいまちづくりという観点からも、住民

の声なき声をぜひ聴取する努力をしてい

ただき、あらゆる場面でやっていただきた

いと思います。 

 それから先進事例、各自治体でやってい

る公共交通によるまちづくり条例等もぜ

ひ参考にしていただきたいと思います。 

 山間部で公共交通機関が廃線になった

り、廃止になっていくことの代替施設であ

ったりとか、日常生活を補うために路線バ

スに代わるバスの運行という考え方もあ

る一方で、都市部における高齢化社会の中

で、やはり生活様式も変わってきている、

高齢化が進んでいる、その中で生活の質を

落とさせないことが交通の大事な役割で

もあると思います。 

 モータリゼーションの進展によってこ

ういったまちづくりが進んできましたが、

また新たな社会が作られていく中で、それ

に合わせて公共交通の考え方をアップデ

ートしていただくと、それが公的な施策で

あるという立場に立っていただきたいと

思っております。 

 それを、今後また議論していきたいと思

いますので、今日はこのぐらいにしておき

ます。 

 公園についても同様です。ＬｏＧｏフォ

ーム、いろいろ要望があって、これもホー

ムページで対応されております。先ほどの

自宅療養者支援パックもそうですけども、

住民の方と行政との関わりという点で言

うと大事なツールであります。行政がそれ

に対してきちんと答えを出していく、本当

に何かあったときに行政とつながってい

る、または聞いてくれることが、そこのま

ちに住む人たちの安心感を生んでいくこ

とになります。いろいろな問題が生じたと

きに協力を求めていく上でも、非常にこの

双方向でのやり取りは大事だと思います。

ＬｏＧｏフォームを活用したいろいろな

情報については丁寧に対応していただき、

個別に対応しないということが書いてあ

りますが、いろんなところで回答なり返事

をフィードバックしていただきたいと思

います。 

 それから、これも交通と同じですけども、

先進市の事例研究していただいて、公園の

特色を生かしながら、面でまちづくりの核

として公園を考えていただきたいことを

お願いしておきます。 

 全部要望でございまして、以上で終わり

ます。 

○三好義治委員長 安藤委員の質問が終

わりました。 

 次に、野口委員。 

○野口博委員 そうしましたら、幾つか質

問させていただきます。 

 最初に、財政全般について、令和５年度

当初と、今回補正が出ていますので、令和

４年度の決算見込みを含めて、財政全般に

ついて最初に質問したいと思っています。 

 それで、この間いろんな角度から今の財

政状況をどう見るかで議論をされてきて

います。本会議での私の財政状況に係る質

問に対して、単年度収支で赤字になること

が続くだろうとありました。大規模事業も

本格稼働することで、財政は厳しいけれど

も、その中でもポイントを絞りながら取組
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を進めてまいりますという話であります。 

 今日はそういう財政認識について、いろ

いろ議論したいと思っています。最初に、

今回地方交付税が増えています。令和４年

度の補正予算でも、当初予算でも１０億円

を超えております。もともと地方自治体は

３割自治と言われるように、国民が納める

国税５税の約３割を、その財源として９

４％普通交付税、足らんものについては臨

時財政対策債を絡めて、半分は地方が借金

を持つ形で、地方財政計画があります。そ

ういう点では地方自治体は３割自治とい

う限界はあるにしても、その中で摂津市の

財政がどうかということをきちっと見定

めて物事を進めていただきたい。まずその

一つとして、この間毎年税制改正があって、

市民への影響が出ていますけど、過去税制

改正があって、今年適用されるものがあれ

ば、それをまず聞かせてください。 

 それで、少し申し上げますと、大阪府下、

大阪市と堺市を除いて３１の市がありま

す。そこで財政比較で見ますと、大阪府の

何でも市町村ランキング、令和２年度しか

ないですが、それを見ますと、法人市民税

と固定資産税、財政力指数は吹田市と同じ

になり、１番です。個人市民税は真ん中ぐ

らいの１３位になりますけれども、この三

つで大阪府下１番の財政指標が示されて

います。 

 特に、財政力指数は豊かかどうかを示す

指数ですので、１に近いほど豊かになりま

すけども、ずっと１番で来ておりますので、

これは一つとしてあります。 

 もう一つ、基金であります。森山市長に

なられて、今５期目の後半に入っています。

平成１６年度、５０億円の基金でありまし

て、今も令和３年度決算で１６６億円であ

りますので、３倍以上になっています。今

回の当初予算と令和４年度補正を見ます

と、令和４年度の当初予算見込みでは３月

には１０２億９，５００万円で想定したけ

ども、結果は１２１億６，７００万円にな

っています。ということは、約２０億円近

く差が今生じております。これに、土地開

発基金の１０億円を足しますと、１３６億

円の基金残高になります。これが一つあり

ます。 

 それと、市債についても、平成１６年度

に比べて、４８％に減っております。ちな

みに当時は、森山市長になられて、翌年の

平成１７年度は三宅小学校の統廃合問題

などがありました。第２の夕張市にならな

いことを前提として物事が進んだ時期で

ありました。それに比べれば、基金残高に

しても、市債の減少にしても、今の財政指

標にしても、大変優良企業だと言えます。

そういうことを一応述べておきますけど

も、最初にそんな状況を含めて、今財政状

況についてどうなっているのか、お尋ねし

ておきます。 

 ２番目に、ＦＭと市立集会所の件であり

ます。 

 予算概要の１８ページと２０ページに、

それぞれ予算が１，０３８万５，０００円

と４４６万９，０００円があります。まず

ＦＭの問題であります。 

 令和３年３月に、１０年間の予定で取り

組まれておりまして、第１期が後半に入っ

ています。記憶では、令和３年度に三宅柳

田小学校のコンクリート調査を実施した

と。それを受けて、令和４年度の様々な事

業内容が取り組まれてきました。この計画

の中で、第１期の最終年度は２０２６年度

であります。４年後でありますけども、こ

の第１期目のところで、現在２０２３年度

に入ろうとしておりますけれども、その取
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組状況について、分かりやすく説明をいた

だきたいです。 

 現在、なかなか物事が分からない部分も

ありますけども、現実に公共施設の中で老

朽化して、具体的にこの第１期目の中で、

再編方向へ検討しているという例があれ

ば、それも教えていただきたいです。 

 公共施設という立場からの質問であり

ます。いつも言われていますけども、最も

身近な公共施設で多くの方々が利用され

ています。何かあれば集会所に行こうとい

うことで、合言葉になって日頃から使われ

ております。そういう場所で、もうほとん

どが耐用年数を過ぎておりますけども、や

っぱり木造からきちっと耐震補強してい

ただいて、身近な公共施設から市の姿勢を

示すという点では、きちっとほかの施設が

新しく活用の仕方が決まった時点で考え

ますでなくて、計画的に集会所についての

耐震補強工事、建替えを含めて、きちっと

考えていただきたいと思いますけども、い

かがでしょうか。 

 ３点目は、市営住宅と住宅マスタープラ

ンであります。 

 住宅マスタープランについては、予算概

要の９０ページ、４９０万６，０００円で

出ております。今回３月にこの市営住宅の

長寿命化計画改定案が一応まとめられよ

うとしております。読んでみますと、住宅

マスタープランとの整合を図りながら、市

営住宅の維持管理保守、期間は１０年間で

取り組もうとしております。市営住宅の長

寿命化計画の改定版と住宅マスタープラ

ンの整合性、関係性について、まずお尋ね

します。 

 同時に、今分析されておりますけども、

市営住宅、今２１０戸あります。長寿命化

計画の中では、例えば鳥飼八町１６戸につ

いて、建替えとの方向を出そうとしており

ます。やっぱり今の時代、安価で環境のい

い公営住宅を提供することは大きな課題

でもあります。平成２５年時点の借家率が

３４．１％でありまして、鳥飼八町団地は

平家で過ごしやすいとお聞きします。協議

が前提でありますけども、やっぱり中高層

を視野にして公営住宅を増やしてほしい

という市民の要望にこたえる意味でも、き

ちっと中高層の建替えを検討すべきじゃ

ないかと思いますけれども、その点いかが

でしょうか。 

 もう一つ、住宅マスタープランの概要で、

今回は約４９０万円の予算で走っていき

ますけども、目的や内容を含めてお示しを

いただきたいと思います。 

 ４点目です。特定空家対策についてであ

ります。 

 国では平成２７年に空家対策の法律が

施行されて、本市が平成３１年３月に計画

を策定いたしました。 

 いろいろ分析された表を見ております

けども、今回予算で空家所有者等調査委託

料１２６万円、空家解体補助金８０万円と

予算概要９０ページに出ております。例え

ば空き家とか特定空家とか、いろんなその

中身について書かれておりますけども、平

成２５年の調査に基づいて、平成３１年に

本市が空き家対策を策定いたしました。 

 この間いろんな取組を行ってきました

けども、この空家対策の特徴など、どんな

成果があったのか、記憶では特定空家とし

てお金を使って、解体したら幾らと聞いて

おります。その辺のこの５年間の取組状況

なども教えていただいて、その中で摂津市

の現状を見た場合に、法的整備が必要なも

のも当然あるかと思います。その辺の問題

意識も含めてお聞かせください。 
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 ５点目、多世代同居・近居支援事業です。 

 先日の質疑を聞いていまして、人気があ

りますので早めに予算が執行されて、足ら

なくなると、いろんな理由もおっしゃって

おりました。市としては、人を呼び込んで

いくことの一つの大きな目玉として、これ

は大々的に打ち上げられた、そういう経過

もあります。予算で見たときに、同じ予算

でいいのかということが素朴に疑問であ

りますので、この点については部長から予

算上は同じ金額でいくとおっしゃってい

ましたけども、それでいいのかと思います

ので、予算枠についてご答弁ください。 

 次、６点目、道路交通関係です。 

予算概要の８６ページで、千里丘駅の東

口の関連については、これまでもいろいろ

申してきましたので、大体中身はお分かり

だと思います。令和８年度末に西口の再開

発が完成します。この間いろいろ修理もで

きる範囲でやってきました。東口側もちゃ

んと西口のオープン時には、全て修理され

て、迎えるのが一番ベターだと思いますけ

ども、それの問題についてお答えいただき

たい。 

 千里丘三島線の千里丘東２丁目のとこ

ろであります。同じく８６ページでありま

す。今もう１件、土地の所有関係について、

最後の詰めの作業を行っている状況だと

思います。これまで関わってきたこともあ

りますので、改めてお尋ねします。令和５

年度の最終形はどうなるのか。信号機に近

い場所については、もし協議がまとまらな

かったら、駅から向かって手前までで工事

をするのか、信号はやるのか、その辺の判

断も含めて、当初予定どおりに信号まで拡

幅整備することや見通しも含めて、お尋ね

しておきます。 

 三島３丁目の問題については、ようやく

という感じで、月日は一応聞かせていただ

きましたので、早めにやっていただきたい

と改めて言うときます。 

 正雀駅前の問題です。拡幅にプラスして

駅前広場を造るとのことで今動いており

ます。都市計画審議会を延期されました。 

 少しお尋ねしたいのは、この都市計画に

対する意見書を出されておりますので、そ

の関係も含めて確認の意味でお尋ねしま

す。 

 当初であれば、もうすぐにスムーズに都

市計画審議会をやられてから動いていく

ことだと思います。なぜこうなったのかと

いうことで、単純な疑問もあるんですが、

当該計画については令和４年１月から地

権者等を中心に説明を行ってきましたと。

今もう令和５年で、１年過ぎております。

その辺の１年間説明したのであれば、今の

ような状況ではないだろうと思うんです

けども、その辺の受け止めも含めてご説明

いただきたい。 

 この駅前広場の計画案に対する中で、地

域の方々の意見書見ますと、通学・通勤で

利用されますけども、やっぱり身近に駐車

場、駐輪場があってほしいというのが一番

の願いでありますので、市としての駐輪場

の変更場所についての動きなども併せて

教えていただきたい。 

 もう一つは、予算にはありませんけれど

も、サンドライビングスクール横の大正川

土手の道路改良問題です。 

 先日課長も来ていただいて現地を見て

いただきました。教習所の前の信号機につ

いて、大正川橋東詰について、二十何年間

の取組の中でようやく数年前に信号がで

きました 

 桜町１４番地のお子さんたちは、教習所

の配慮を含めて、そこを通っていただいて、
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より安全に現状では通学、下校していると

いうこともあります。いろんな改善方法が

ありますので、ぜひこの前一緒に現地を見

ていただきましたので、早めに具体的に改

善方向を出すように努力をしていただき

たいということで要望しておきます。 

 続いて、災害対策であります。 

 先日、ＮＨＫで大地震のことを放送して

いまして、今後３０年間を見たときに、７

０％から８０％の確率で南海トラフが発

生することが改めて言われていました。 

 そこで、少し確認したいことがあります。

令和５年度の当初予算審査でありますけ

ども、いろいろ人的な体制問題を含めて、

なかなか予定どおりに進まない点もあろ

うかと思います。まずは令和４年度の事業

内容について、１年間かかっておりますけ

ども、いわゆる避難所運営訓練、フォロー

アップ講座とか、避難困難者の個別避難計

画だとか、防災協力農地の看板設置だとか、

行政タイムライン作成とか、これに地域防

災計画の見直しも入っていたと思います

が、その辺の到達がどうなのかが一つです。 

 二つ目には、令和５年度の取組、予算の

内訳は分かりますけども、その意図すると

ころは何なのかを改めてお聞きします。 

 予算概要の１０２ページに、地震時業務

マニュアル作成、市民用避難所運営マニュ

アル作成、マンホールトイレ設置、自宅療

養者支援などあります。その内容、意図す

るところです。 

 三つ目には、耐震化の取組の現状です。 

 本市は平成２８年に１０年間の予定で

耐震改修促進計画をつくっています。２０

２５年が最終年度でありますので、あと３

年であります。 

 そこでお尋ねしますけども、民間住宅の

耐震促進率を当時の８１％から９５％に

するという目標でありました。今どういう

状況なのか、お尋ねいたします。 

 もう一つは、安威川ダムの問題でありま

す。 

 この前の続きの話になりますけども、こ

の前、流域治水の問題を質問したときに、

安威川流域は全てもう対応しております

という発言をされたと思います。淀川が１，

０００年確率で１日３６０ミリ、安威川が

２００年確率で１日２７２ミリ、大正川、

正雀川、境川、山田川が１時間９２ミリ、

１日２８１ミリで災害想定をされていま

す。例えば今、線状降水帯的な大雨が続き

ますと、１時間８０ミリを超えたら安威川

ダムは放水しますという話もされており

ますので、流域治水ということで、総合的

にたくさんの雨が降ったとしても対応で

きるように物事を進めてほしいと要望い

たしました。その問題について、お聞きし

ます。 

 あと、最後に体制の問題について。 

 ＮＨＫの放送を見て、やっぱり体制をち

ゃんとしてほしいと思っています。それの

問題を含めて災害対策としてお答えいた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 答弁を求めていきま

す。 

 市民税課、妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 質問番号１番、財政全

般についての中で、税制改正で、今年度か

ら市民に影響があるものがあるのかとい

うご質問にご答弁申し上げます。 

 個人市民税の部分で申し上げますと、令

和４年度の税制改正で、これは所得税にお

きまして住宅ローン控除の特例の延長と

いう措置が講じられました。 

 これにつきまして、当該措置の対象者に
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ついて、所得税から控除し切れなかった額

を控除限度額の範囲内において個人住民

税から控除する措置を講ずるものとなっ

ております。 

 こちらの対象になりますのが、今まで居

住年が令和３年までとなっておりました

ものを、令和４年から令和７年までに居住

した者を対象とするとする、控除対象の入

居年の延長という見直しがされておりま

す。 

 個人住民税につきましては、令和５年度

から適用となるものでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 固定資産税課、藤原課

長。 

○藤原固定資産税課長 １番目の質問、財

政全般の中で、税制改正によって影響のあ

るものについてのご質問にお答えをいた

します。 

 市民税と同様に令和４年度の地方税制

の改正におきまして、固定資産税におきま

しても景気回復に万全を期するために、土

地にかかる固定資産税の負担調整措置に

ついて、激変緩和の観点から令和４年度に

限りまして商業地等、一般的に住宅に使わ

れないような土地に関する課税標準額の

上昇幅を評価額の２．５％、現状は５％が

上限ですけども、それを２．５％に据え置

く措置が取られておりました。令和５年度

におきましては、その措置が撤廃されまし

て、通常どおりの負担調整措置となってお

ります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 財政課、森川課長。 

○森川財政課長 財政状況の認識につい

てでございます。市町村なんでもランキン

グの話であったり、地方債残高、基金残高

などの話がございました。この市町村なん

でもランキングの中に、地方債残高や基金

残高の数値もございます。 

 令和２年度決算での状況になりますけ

れども、住民一人当たりの地方債残高は都

市平均が２９万４，０４１円に対し、本市

は２０万４，２３５円でございます。 

 住民一人当たりの財政調整基金の残高

につきましては、都市平均が３万１，３７

２円に対し、本市は６万９，９７１円でご

ざいます。 

 標準財政規模に対する割合もございま

して、標準財政規模に対する地方債残高で

は都市平均が１３８．９％に対し、本市は

９０．４％でございます。 

 また、標準財政規模に対する財政調整基

金残高は都市平均が１４．８％に対し、本

市は３１．０％となっております。 

 これまでお答えさせていただいており

ますが、令和２年度までは元金償還金以内

の市債発行に努めておりましたことなど

から、財政状況は改善し、令和２年度や令

和３年度の決算を見ますと、それぞれの財

政状況を判断する各指標においても、大阪

府下の各市に比べるとよい数値になって

いると捉えております。 

 しかしながら、今後におきましては歳出

では社会保障関連経費、こちらが引き続き

増大しております。また、老朽化した施設

への対応、大規模事業の実施などがござい

ます。歳入におきましても、人口減少が確

実視されておりますことから、市税の増収

については期待ができないと考えており

ます。 

 このことから、財政状況は非常に厳しい

ものになると見ておりまして、将来的な状

況を見据えた中で、財政課としましては今

の時点から危機意識を持った対応が必要

であると考えております。 
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○三好義治委員長 資産活用課、森﨑課長。 

○森﨑資産活用課長 質問番号２番のＦ

Ｍ推進事業と集会所に関するご質問にご

答弁申し上げます。 

 まず、ＦＭ推進事業についてでございま

すが、委員がご指摘のとおり、令和３年度

に関しましては躯体調査をいたしまして、

ハード面での検証を行いました。令和４年

度につきましては、ソフト面の検証を行う

ための運用フローについての策定、検証を

行い、また並行して既存の公共施設の施設

点検とその修繕・改修に努めてまいりまし

た。令和５年度におきましては、そのソフ

ト面の検証をするために、第１期の施設の

再編検討に当たっております１１施設１

４棟を対象にヒアリングを行い、具体的な

検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、市立集会所の件でございま

す。市立集会所は市内に４９か所点在して

おり、それぞれが地域性を持ちながら活用

がなされている状況でございます。 

 委員がご指摘のとおりに、確かに老朽化

も進んでおり、それらを施設点検で日々メ

ンテナンスをしながら使用しているとこ

ろではございますが、耐震化も含めて今後

の検討課題として認識しております。 

 続きまして、質問番号３番、現在策定途

中でございます摂津市営住宅長寿命化計

画に関してのご質問でございます。 

 こちらにつきましては、四つの市営住宅

のうち、鳥飼八町団地を除く三つの市営住

宅につきましては、長寿命化の方向で方針

を予定しております。 

 また、鳥飼八町団地につきましては、建

替えを前提として今後５年間で検討して

いく方針で現在案となっております。 

 その当該計画と摂津市住宅マスタープ

ランとの整合性についてのお問いでござ

います。こちらにつきましては、住宅マス

タープランにおける住宅確保要配慮者へ

の支援に公営住宅として寄与できる部分、

するべきという観点を持って公営住宅等

の今後の需要と将来のストックの見通し

という部分で関連、整合性を図って計画を

策定している状況でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 建設課、江草部参事。 

○江草建設部参事 質問番号３番、住宅マ

スタープランについてのご質問にお答え

させていただきます。 

 先ほどの市営住宅長寿命化計画との整

合であります。この計画の情報につきまし

ては、今年度、資産活用課から策定状況を

逐次報告いただいておる状況で、令和５年

度以降作成する中でも十分整合を図って

まいりたいと考えております。 

 令和５年度に策定に着手いたします摂

津市住宅マスタープランの改定でありま

すが、国の住生活基本計画の改定及び大阪

府の住まうビジョン・大阪の改定が令和３

年度にございまして、それを受けた改定と

なってまいります。 

 住宅マスタープランにつきましては、大

きく基本方針を変えるものではなく、新た

に策定されました住生活基本計画の目標、

環境、環境の変化等を見込んだ形の新たな

目標なりが国の計画等で示されておりま

す。その中の考え、バリアフリーや脱炭素

などについては当初から入っておったん

ですけど、より細かく入ってきております

ので、考慮した形での改定ができないか、

改定作業を進めていく考えをしておりま

す。 

 続きまして、４番目の特定空き家につい

てのご質問にお答えします。 
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 ５年間の成果ということであります。先

ほど委員がおっしゃられたように、取り壊

しについては意見がございました。成果的

には指導によりまして、取り壊されたとい

う実績が１件ございます。あと２件、民間

の不動産業者を紹介する制度がございま

して、それを活用されて、転売等された実

績が２件。あと、これまでもお話しさせて

いただいておりました空き家とか住まい

の相談窓口を紹介させていただきまして、

相談の中で１件売買につながったという

案件がございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 建設部長、武井部長。 

○武井建設部長 多世代同居・近居支援事

業について、令和３年度、令和４年度、年

度途中で限度額になったのになぜ同額要

求かというご質問についてお答えさせて

いただきます。 

 この件につきましては、先日の本委員会

で三好俊範委員からもご質問いただきま

して、担当部参事からもお答えさせていた

だきました。この制度自身が令和元年度か

ら始まっておりまして、令和元年度、令和

２年度は限度額以内で収まっておりまし

た。それが令和３年度途中で限度額に達し、

令和４年度も限度額に達しております。 

 令和４年度の予算要求時点ではまだ途

中でしたので、令和４年度の最終の段階、

限度額に達するかが分からなかったこと

もあったので、コロナ禍もあり、令和３年

度、令和４年度の状況がこのまま続くのか

も見極めたいということで、令和５年度に

ついては同額の要求をさせていただいて

おります。 

 この事業の趣旨も踏まえまして、ぜひ進

めていきたいと考えておりますので、今年

度も、昨年度から待っていただいている方

と、それからこれから増えていく部分を注

視しまして、必要であれば年度途中に補正

なり、また来年度予算を財政課とも協議さ

せてもらいながら、予算措置ができるか検

討してまいりたいと考えております。 

○三好義治委員長 道路管理課、西課長。 

○西道路管理課長 質問番号６番、予算概

要８４ページ、駅前広場管理事業におけま

す千里丘駅前広場の管理と、西口の再開発

事業に合わせた修繕に関するご質問にお

答えさせていただきます。 

 千里丘駅前広場管理委託では、ＪＲ千里

丘駅前広場の日常清掃や、ペディストリア

ンデッキの雨水排水管及び排水溝の清掃、

照明施設の清掃管理、樹木の剪定、エスカ

レーター及びエレベーターの設備保守点

検、植栽への散水及び除草など、様々な日

常管理の管理全般を行うものであり、安全

で快適な駅前空間を創出するため、日々良

好な駅前広場の環境維持に努めているも

のでございます。 

 駅前広場は市の玄関口であり、交通結節

点であることから、市外からも多くの方が

利用されるため、安全かつ安心して利用で

きるよう、当課では一般的な道路に比べ、

日々の清掃や各施設が機能不全を起こさ

ないよう、定期的な点検や修繕を実施する

など、その管理水準は比較的高いものとし

ております。 

 令和４年度では、主に令和３年度の西口

エスカレーターの更新に引き続き、東口エ

スカレーターの更新を行っており、そのほ

か、令和４年度内に千里丘駅側の屋根の漏

水修繕であったり、部分的にひび割れたタ

イルの修繕、インターロッキングのブロッ

クの修繕を予定しております。 

 令和５年度以降の修繕についてですが、

これまでと同様、軽微な損傷が確認された



- 36 - 

 

場合は当課と委託業者の職員とで連携し

て対応し、また職員での対応が困難な損傷

等については、当課で修繕業者へ発注し、

修繕を実施して対応してまいりたいと考

えております。 

 ご指摘のタイルの剥がれなどの損傷に

つきまして、根本的な解消は、令和８年度

の完成に向け、現在進められております千

里丘西地区市街地再開発事業に合わせた

改修について、関係課等と調整を進め、西

口の完成と合わせた整備ができるよう目

指してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 道路交通課、寺田部参

事。 

○寺田建設部参事 引き続きまして千里

丘三島線の千里丘駅南交差点から阪急の

踏切に向けての道路改良事業のお問いで

あったかと思います。 

 令和５年度の完成形でのお問いであっ

たかと思います。現在用地取得については、

約９割５分取得をさせていただいており

ます。先般、委員会の議論の中でもござい

ましたように、残りの地権者様と筆界特定

制度、法務局の制度がございますので、そ

ちらをご提案させていただく中で問題解

決に当たっていきたいと考えております。

ですので、令和５年度、道路改良工事させ

ていただく部分については、そちらの区間

を除いた部分での完成形を目指していく

ところでございます。 

 続きまして、三島３丁目の道路の基本設

計の部分でのお問いであったかと思いま

す。こちらは、三島まちかど広場から十三

高槻線との交差にかかります三島２丁目

交差点の付近まで、西側の歩道敷が１メー

トルぐらいで狭小でございます。その歩道

拡幅に向けまして、まず基本設計でござい

ますので、道路拡幅用地がどこまでかかっ

ていくのか、土地の形状を調査・検討して

まいる形でございます。 

 続きまして、正雀駅前でのお問いであっ

たかと思います。 

 こちらにつきましては、先ほど委員から

公聴会の公述意見での市の考え方という

お問いもあったかと思います。令和４年１

月から、地権者様には、残地取得を含めて

ご説明に上がらせていただいているよう

な状況でございます。 

 正雀駅東口広場という都市計画の手続

を打つに当たりまして、一定地権者様から、

残地の取得に関するいろいろなご意見を

賜っている状況もしっかりと認識させて

いただきながら、我々といたしましては、

本市としてこの正雀駅前のにぎわい・活性

化であったり、駅前の憩いの空間というよ

うなところの必要性について、丁寧に地権

者様のほうのご理解を求めながら、引き続

き行ってまいりたいと考えております。 

 なお、都市計画手続に関しましては、２

月１７日から３月３日までの間に縦覧手

続を、公聴会の後にさせていただいており

ます。１９名の方からご意見を頂戴してい

る状況でもございます。 

 あと、駐輪場などの移転というお話がご

ざいます。当該区域に関しましては、正雀

駅南第３自転車駐車場がございます。そち

らの移転に関しましては、現在運営されて

おります自転車駐車場整備センターとの

協定の期限もございます。もちろん現在の

駐輪の状況、稼働台数、周辺の駐輪の状況

の部分も含めまして、同センターと協議を

させていただいて、再編に向けた検討を進

めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 防災危機管理課、竹下
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課長。 

○竹下防災危機管理課長 ７番目の令和

４年度と令和５年度の防災対策について

ご答弁申し上げます 

 まず、令和４年度の事業につきましては、

防災サポーターとして現在１０４名の方

に就任していただいております。防災サポ

ーターの皆様にお願いする役割としまし

て、発災時には第一にご自身の安全を確保

した上で、地域の方の避難誘導、必要に応

じて避難所の開設運営支援をお願いした

いと考えております。 

 また、平常時においては防災に関する知

識や技能の習得に努めていただきまして、

各地域において防災の重要性を普及して

いただきたいと考えております。今年度、

令和４年度につきましては、地域の皆様の

安全確保に大変重要になるマイタイムラ

インの作成説明会について、８月と１０月

に３回開催しているところでございます。 

 また、避難所運営訓練についてでござい

ます。三宅地区の自主防災訓練において東

南海地震の発生を予想した訓練で避難所

開設時の受入れ体制訓練や、プライバシー

保護テント、ダンボールベッドの組立てな

どの訓練を実施されております。 

 これには地区の防災サポーターも参加

しており、自主防災組織との連携した訓練

については、今後避難所運営を市民の皆様

に関わっていただくための大きな布石で

あったと考えております。 

 防災農地につきましては、地震などの大

規模な災害が発生したときに、農地を避難

空間や災害復旧用資材置き場などとして

利用させていただくため、農家の皆さんの

ご協力によりあらかじめ登録していただ

き、災害時の市民の安全確保や円滑な復旧

活動に役立てる用地を確保していくこと

を目的として、災害時に対象農地が分かる

ように２７か所の看板を設置してまいり

ます。 

 個別避難計画でございます。茨木保健所

と連携を図り、市内在住の難病者６名のう

ち、１名の方と作成に向けて進めていると

ころでございます。 

 また、避難行動要支援者の避難に関して

研究されている大阪大学と連携し、避難所

の在り方について福祉団体からのご意見

も頂戴しているところでございます。 

 最後に、地域防災計画の改訂でございま

すが、現在改定作業を進めており、今年度

は計画素案を固めてまいりたいと考えて

おり、防災会議の開催を次年度に予定して

いる状況でございます。 

 続きまして、令和５年度の取組について

です。先ほど委員もおっしゃいました南海

トラフ地震では非常に高い確率で発生す

ると言われており、地震時の備えについて

は喫緊の課題でございます。 

 大規模な災害が発生しますと、市は全庁

挙げて応急対策に取り組みますが、市役所

の力だけでは十分な市民の皆様への対応

が難しいと考えてございます。そのため、

防災サポーターにご参加いただいたワー

クショップを開催して、避難所におけるそ

れぞれの役割や手順などを明らかにして、

これを整理して避難所運営マニュアルを

整備してまいります。 

 また、地震時の応急対策マニュアルにつ

きましては、業務継続計画ＢＣＰの策定に

おいて、市として実施すべき非常時優先業

務の整理と、必要な人員の配置を行うとこ

ろでございます。業務継続計画が確実に実

行されるためには、各班で発災後に誰がど

のような手順で応急対策業務を進めてい

くかをマニュアルにして、職員体制の整備
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を進めてまいります。 

 ハード対策でございますが、避難生活に

おけるトイレは大変重要な施設でござい

ます。発災時に直ちに使用できるマンホー

ルトイレを、令和５年度から令和９年度ま

で５か年計画で１５か所の避難所に合計

１５０基を設置する計画を進めておりま

す。このように、地震災害への事前の備え

として自助・共助・公助が一体となって防

災対策を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 建築課、江草部参事。 

○江草建設部参事 防災に関わる、建築課

に関する質問にお答えさせていただきま

す。 

 委員がおっしゃられたとおり、摂津市住

宅建築物耐震改修促進計画の中では、当初

策定時８１％の住宅耐震化率を令和７年

度目標９５％と定めた計画としておりま

す。それを上げるべく、先ほどお話があり

ました耐震診断補助金、耐震改修補助金を

創設いたしまして、耐震化がされていない

住宅の危険性の判定及びその判定結果に

よって、改修するための補助金を創設して、

目標達成に向けておる状況でございます。 

 この目標ですけど、当初８１％であった

ものが、推計でありますけど、令和４年１

２月時点で８７％まで来ておる状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 建築部、武井部長。 

○武井建設部長 安威川、淀川の関係です。

安威川ダムができる中で、浸水想定が、淀

川が１，０００分の１とか安威川が２００

分の１という話と、それから安威川ダムが

１００分の１でできているという計画の

関係の話、それから今の大阪府の動きとい

うことのご質問についてお答えさせてい

ただきます。 

 まず、淀川の１，０００分の１とか安威

川の２００分の１は、平成２７年に水防法

が改正されまして、想定し得る最大規模で

浸水想定区域を設定せよということで、想

定し得る最大の規模を設定しております。

大河川の淀川につきましては１，０００分

の１、中小に当たる安威川、大正川等につ

きましては２００分の１で設定しており

ます。 

 その中で、今河川計画、河川管理者が責

任を持って整備をする河道であったりダ

ムであったり、それは先ほどの想定最大の

内数になります。河川改修など河川管理者

の整備だけでは、これからの温暖化であっ

たり、激甚化する災害の中で全ては防ぎき

れません。河川管理者でできる部分と、そ

してそれ以外のところ、いろんな下水であ

ったり都市であったり農業であったり、そ

れから一般の方とか、そういう方も全員、

関係する方が連携して、想定する部分を対

応しようという考え方、これが流域治水と

いう考え方になります。その中の河川管理

者が対応するところが、先ほど言いました、

淀川で２００分の１、それから安威川、大

正川については１００分の１、つまり１０

０年に１回というレベルで、安威川と上に

ある安威川ダムも含めまして、１００年に

１回という計画で改修をしております。 

 現状を言いますと、これまでもご説明さ

せていただきました安威川ダムが今試験

湛水の状況に入ってまして、今年６月ぐら

いには、試験湛水を終えるだろうと。あと

手続を踏めば、台風期までには供用が開始

できる状況まで来ていると聞いています。 

 そうなりますと、安威川本川と安威川ダ

ムで１００年に１回の確率なので、対応す
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ることになります。ただ、先ほど言いまし

たように、想定される最大となりますと、

この流域では２００分の１になります。そ

の部分につきましては、下水であったり、

それ以外にまた逃げていただく対応とな

りますので、そういう状況で進めていくこ

とになります。 

 もう一点、改修は安威川ダムで、安威川

はもう終わりますけれど、河川は上から土

も一緒に流れてきます。河川の中で堆積土

砂が出てまいります。そうなると、やっぱ

り今河道をつくった分がまた埋まってく

る状況になりますので、これは維持管理と

いうことで、必要な時期にやはり土を取っ

ていくことが必要になってくるかと思っ

ています。 

 そういうことを総合的にやりながら、治

水安全の確保していくことをやっていく

状況になろうかと思います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 防災危機管理課、竹下

課長。 

○竹下防災危機管理課長 組織の体制に

つきましては、先ほどご答弁申しましたよ

うに、ＢＣＰの策定していく中でマニュア

ル化を図り、職員体制を整備し災害時に対

応できるように体制づくりを進めていき

たいと思っております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 ２回目、できれば要望にし

たいと思います。 

 財政問題について、一通り課長からもご

答弁をいただいたわけであります。いつも

申しているんで、またかという気持ちもあ

るかも分かりませんけども、いろんな財政

指標を見た場合、摂津市は優良企業という

状態にあることは間違いないわけであり

ます。過去には歳入面でいろんな動きがあ

りましたので、その点は摂津市にとって、

プラス面に動いてきたことも含めて、今の

財政状況に至っております。 

 時代的にこれから大規模工事を控えて

おりますので、その点の心配はあるかも分

かりませんけども、きちっとした長期計画

を持てば、十分やっていけると思います。 

 そこで少し、注文ですけどいつも議論し

ている中期財政見通しについて、なかなか

信頼性という点では改めてしんどいと思

っています。令和３年度の中期財政見通し

では、令和４年度歳入歳出普通会計ベース

でマイナス２６億１，６００万という数字

であります。結果、令和４年度決算、基金

も使い込んで残ったのが残高として１１

４億円とであります。先ほど申し上げたよ

うに、今時点で土地開発基金を含めますと、

１３６億円になります。昨年の当初予算時

点で、この３月末の見込みは１０２億円の

基金になりますと言ったのが、１３６億円

になるわけです。 

 そういうことも含めて、改めてこの中期

財政見通しについて、仕方がないってこと

じゃなくて、もう少し信頼性を持てる内容

でまとめていただければ僕らも議論がし

やすいと。毎回毎回、何年度にはいわゆる

早期健全化団体になりますと。何年か先に

は、財政再生団体になりますと、ずっとこ

ういう数字が出ているわけです。しかし、

毎年の中期財政見通しでは、何らそういう

状態にならないと。今回は昨年の決算を受

けては早期健全化団体、１２．５５％です

ので、令和１１年度に早期健全化団体に転

落しますと。翌年の令和１２年度に、６８

億円の収支不足が発生して財政再生団体

になりますという数字を示しているわけ

であります。毎回毎回この中期財政見通し
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はこんな具合で来ておりますので、改めて

もう少し信頼性を持てる内容でまとめて

いただきたいことは改めて申しておきま

す。 

 そこで、先日も申し上げましたように、

やっぱり地方自治体として、暮らしの実態

をちゃんとつかんでいただいて、そこに摂

津市として何ができるかを常に考えてい

ただく。一方で、大型事業も控えておりま

すけども、市民の暮らしを守る立場での財

政運営をどうすべきかという視点は、ぜひ

持っていただきたいと、改めて申しておき

ます。 

 財政状況はどこでも厳しいです。もとも

と３割自治ですから。他国みたいに７割、

６割地方自治体にお金が回るという国で

あればまた違いますけど、日本は納めてい

る国税の３割しか地方自治体に配分され

ないという問題も当然背景にあるわけで、

そういう点としてはしんどいけども、しか

し、各地方自治体を比べても摂津市はまあ

まあいいほうだと、後は工夫次第だと思い

ますので、そういう立場で頑張っていただ

きたいことは申し上げておきます。 

 ＦＭであります。 

 第１期の１０年間で残り、この１４棟に

ついて具体化を図っていくという話であ

りました。このロードマップに、例えば７

項目あります。ＦＭ推進会議、基本のＰＤ

ＣＡ、再編対策施設の仕分け、再編案の検

討、再編対象施設の仕分け、再編案の検討、

計画の確定と７項目が左側にありまして、

今作業を進めておりますけれども、今おっ

しゃった１４棟について具体化を図って

いく。その中身はこの７項目の中で具体的

に見える形になるのかどうか、それを分か

りやすく説明をいただきたいと思います。 

 集会所についてはもうおっしゃったと

おりなので、避難所としては現状では市と

して認められない施設になります。しかし、

住んでいる方々はそこに大体集まります

ので、そういう施設が公共施設であるわけ

で、そういう点も加味していただいて、ち

ゃんと集会所のバランスの取れた耐震化

工事を進めていただきたいと、改めて強調

しておきます。 

 市営住宅と住宅マスタープランであり

ます。 

 この長寿命化計画の中で、いわゆる２０

４５年を目標にして５８７が不足します

という数字があります。いろんな計算をさ

れて、試算したら５８７戸足りませんとい

う数字を出した上で、それに対しては、不

足するから公共施設は減少させる必要が

ないと、相反する結論を出しております。 

 また、鳥飼八町についても維持管理して

いくことがその対象になりますけれども、

耐用年数が経過していることから、事業手

法を建替えとする。先ほど申し上げたよう

に、多くの皆さんがまだまだ公営住宅を希

望されています。それに応えていくという

点では、やっぱり土地代は要りませんから、

建て替えていく。話し合っていただいて、

摂津市としてこれだけ足らないとおっし

ゃっている。たまたま鳥飼八町団地があり

ます。中高層にできる条件もあります。条

件をちゃんと整理いただいて、そういう方

向で建て替えて、戸数を増やしていく方針

を固めていただく。いろんな関係者と協議

をしながら進めていただきたいと思いま

すけれども、その点での考え方について、

ご答弁いただけませんか。 

 特定空き家の問題であります。 

 一定の努力はされていると思います。な

かなか僕らから見れば、目に見えないとい

うのがあります。どんどん高齢化もありま
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すし、空き家の状態も変化してきておりま

すので、早急に進めていただきたい。 

 いわゆる特定空家としてまだ指定でき

ないけども、やばいところはたくさんある

わけです。そこに対してどう自治体として

今時点で手を打っていくのかが、僕は大事

だと思っています。その辺の認識を含めて、

１回お答えいただければと思います。 

 多世代同居・近居支援事業であります。 

 これはもうおっしゃるとおりで、補正を

組んでいくこともあるということで、それ

でいいと思います。転居補助金５万円、リ

フォーム補助金２５万円、住宅取得補助金

４０万円で、３種類の補助金があります。

住宅取得が多いのか、リフォームが多いの

か分かりませんので、傾向を述べていただ

くのと、今部長おっしゃったように、途中

で、補正組んでいただいて対応できるよう

していただきたいと。これは財政当局の山

口部長にご答弁いただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 西口の再開発です。課長がおっしゃった

ように、少なくとも諸課題については全部

整備していただいて、西口と一緒に同じ状

態でオープンすることを目指して頑張っ

ていただきたいと思います。 

 千里丘三島線は、分かりました。 

 正雀駅前の件ですけども、なかなかその

辺が意見書だとか陳情書を見ていますと、

今のような都市計画審議会を延期せざる

を得ない状態になったのかという点が、な

かなか僕は理解できない。いろんなことが

当然あるかも分かりませんけども、一般的

にはいろんな公的な計画に対して、意見書

はそう数はないわけで、しかし１９件もあ

ります。 

 しかもその中で、関係権利者が意見を出

していると。本計画に関わる部分について

意見を述べているというのも何なのかと

思いますけれども、おっしゃったようにぜ

ひ合意を得る努力をしていただいて、進め

ていただきたい。 

 それで、駐輪場の問題について。いろい

ろご意見があったかと思います。いろんな

環境面で、暗いところなどいろいろありま

す。ぜひおっしゃったように、身近なとこ

ろで探していただくように努力をしてい

ただきたいとお願いしたいと思います。 

 災害対策です。 

 体制問題をお尋ねしました。防災危機管

理課としての体制を強めていただいて、例

えばＢＣＰについても、本来だったら令和

３年度でまとめる予定が当初の計画であ

りましたけれども、令和５年度にまとめよ

うとしておりますので、２年遅れです。 

 そういう問題を含めて、地域防災計画も

令和４年度まとめるということでやって

いましたけど、まだ延びるというお話であ

りますので、早めていくためには、体制が

必要だと思いますので、その点よろしくお

願いしておきたいと思います。 

 耐震化の問題で、この令和４年１２月末

で８７％の到達をどう評価したらいいん

でしょうか。８１％で２０１５年出発しま

した。そして今、８１％から８７％に高め

ておりますけれども、目標の２０２５年９

５％に対して、今時点の評価について答弁

をお願いします。 

 それと、耐震化のブロック塀の問題につ

いて少しお願いしたいのは、たまたま先ほ

ど全国市長会が発行している市政という

冊子を見まして、この中に地域防災力の強

化を目指した都市自治体の取組が載って

いました。読んでみましたら、東京都国分

寺市の取組が紹介されていました。当時の

総務常任委員会でも視察に行かせていた
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だいて、国分寺市の防災まちづくり学校を

紹介させていただいて、当時の総務部長が

検討していきたいと答弁されて、今の摂津

市の防災サポーター制度に至ったと思っ

ております。ぜひ一度、すべてのブロック

塀の状況を調査していただいて、その材料

ごとに行政側が積極的にブロック塀の改

修工事や解体を含めて、そういう動きもぜ

ひ進めていただきたいとお願いをしてお

きます。 

 流域治水の考え方は分かりましたけど

も、一番心配なのは、この前安威川ダムへ

視察に行ったとき、想定を超えれば放水し

ますと言われていました。そのときの放水

する状態は、下流地域がどうなのかという

ことも当然ありますけれども、線状降水帯

が続いた場合に、１日例えば１００ミリ降

ったとしたら、１週間続いたら大変な状態

になります。想定を超えたときに、安威川

が放流したときも含めて、いわゆる災害対

策として、下水も含めて対応できる安威川

流域になっているのかを心配しています。 

 この間いろいろと努力をされてきてい

ます。各地で内水氾濫のたびに貯水池をつ

くって対応するとか、いろんな枝葉の問題

を含めて、全体として対応能力を高める努

力もしております。それを総合的に見てど

うなのかと感じておりますので、またいろ

いろ研究していただいて、その成果を見せ

ていただきたいと思っています。 

 体制の問題については、やっぱりもう少

し増やさなければ、今の状況ではもう人数

が少ないわけです。その点について、副市

長から一言お願いします。 

 以上です。 

○三好義治委員長 答弁を求めていきま

す。 

○三好義治委員長 森﨑課長。 

○森﨑資産活用課長 ２回目のご質問に

ご答弁申し上げます。 

 ＦＭ推進事業に係る施設再編に係るご

質問でございます。 

 第１期の計画において再編検討を予定

しております１１施設１４棟につきまし

ては、全ての施設が再編のテーブルに載る

わけではございません。三宅柳田小学校の

ほか代表的なものとしましては、環境セン

ターや教育センター、温水プールなどが挙

げられます。それぞれの施設がソフト面に

特性を持っておりますので、用途ごとに検

証が十分に必要な施設でございます。 

 それぞれの施設について、いつ具体的に

方向性が示されるかは現時点ではお答え

することはできませんが、必要な段階で機

会を捉えて、地域住民の方々に方向性を示

す必要がある場合には情報提供してまい

りたいと考えております。 

 続きまして、市営住宅に係るご質問でご

ざいます。 

 鳥飼八町団地の建替えの件でございま

す。国の策定指針も中長期的な観点でとい

うことが平成２８年に改定され加わって

きております。現段階では建替えの方向性

は示してはおりますものの、この５年間で

市内全体の民間及び公営住宅のストック

量に関しても状況が変化すると思われま

すので、それらを踏まえて方針を検討して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 江草部参事。 

○江草建設部参事 特定空家に関しての

ご質問にお答えさせていただきます。 

 委員がおっしゃられたとおり、空家対策

の計画策定時、管理状況が要注意であると

いう判断を行った住宅が１０棟ございま

した。その１０棟について詳細な調査を実
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施いたしまして、特定空家の候補となり得

る建物４件、特定空家等になってくるもの

が１件、合計５件を観察することで、この

計画をスタートしております。 

 その後、先ほどお伝えさせていただいた

とおり、取り壊されたり売却されたり、新

たに管理状況が悪いということで、注意を

行ってきた結果、令和４年１１月現在でご

ざいますけど、現在特定空家候補として注

意しておる物件が３棟、特定空家として認

定している物件が３棟で、合計６棟を特定

空家等として管理しておる状況です。 

 これにつきましては、この特定空家にな

らないように助言等行うことによって、再

び管理をちゃんとしてもらうとか、極力増

やさないような指導、助言等をさせていた

だいておる状況でございます。 

 続きまして、多世代同居・近居支援事業

の補助の内訳傾向でございます。やはり一

番申請件数が多いものにつきましては、住

宅取得が一番多くなっております。令和３

年度の例でいきますと、住宅取得が２８件

で、リフォームにつきましてはこれまでの

傾向でもずっと少なく、令和３年度につき

ましてはゼロ件でございました。転居につ

きましては、１１件の実績がございました。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 山口総務部長。 

○山口総務部長 多世代同居・近居支援事

業に係る増額補正の関係のお問いであっ

たかと思います。 

 今、この段階において補正予算で増額を

しますということにつきましては、そこま

では言い切れるものではございません。た

だこの事業につきましては、平成２３年度

から第４次総合計画で「つながりのまち」

という都市の将来像を掲げたときぐらい

から、こういうことについては非常に重点

化してやっていかないかんの違うかとい

う議論があったことは重々承知をしてお

ります。 

 今後、やはりいろんな事業の施策のプラ

イオリティーももちろんございますし、そ

の中でこの同居・近居部分について、どの

程度の重みを持っていくかとも考え合わ

せていきたいと思います。また、制度の在

り方も含めて、令和３年度、令和４年度と

予算が目いっぱいだったということで、令

和５年度も同額とのことですけれども、や

はり制度の在り方等々も含めまして、多方

面からいろんな角度からも検証されると

思います。その上で実際にほかの事業も合

わせてのプライオリティーを見た結果と

して考えてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 江草部参事。 

○江草建設部参事 住宅の耐震化率８

７％の認識についてのご質問にお答えさ

せていただきます。 

 令和７年度の目標９５％については、今

の増加では目標達成は少ししんどい状況

でございます。他市でも支援事業をしてお

りますけど、上昇率はにぶってくるのかと

考えております。 

 国でも、計画が見直された中ではこれま

で数値目標が掲げられておったんですけ

ど、最新の計画の中では数値目標というの

がなくなりまして、おおむね解消というよ

うな言葉への目標になってきております。 

 この数値的には、８７％という数字です

けど、大阪府内での平均値としては平均を

僅かに下回るぐらい、ほぼ平均値の耐震化

率となっております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 福渡副市長。 

○福渡副市長 防災の体制について答弁
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申し上げます。 

 おっしゃってることは非常に理解して

います。防災だけに何かしらこうやると、

ほかが今度手薄になって、逆にほかに怒ら

れてしまうので、ここだけ今ある対応をど

うするかは難しい問題で、じゃあ全体を増

やせられるのかということになると、いろ

んなことを考えて、職員も減らしてきたと

いう経緯もあった中でどうするか考えな

きゃいけないと思っています。 

 ですから、どちらにしてもおっしゃると

おり、地震はいつ来るか分からないのは間

違いない話ですので何とかしなきゃいけ

ないと思います。 

 防災で何が一番ポイントなのか申し上

げますと、人数とおっしゃることもそうか

もしれませんけど、基本的に防災は何をし

なきゃいけないのかを、ちゃんと我が事と

して我々が認識できているかがすごい重

要だと個人的に思っています。 

 どういうことかというと、実際に発災し

て、何が起こってどんなことがぼんぼん出

てきていて、それに対して市役所が矢継ぎ

早にどんどんやっていかなきゃいけない

と、修羅場になる状態をどこまでリアルに

みんなが想像できるのか。 

 おっしゃられているのは、視察に行かれ

ているところとか実際に被災された自治

体のこともあると思います。そうすると、

もう何をしなきゃいけないのかよく分か

っているところだと思います。我々は幸い

なことに今のこの体制になってからなか

なか経験がないことになりますので、その

ところをちゃんと我々職員の中で考えて

理解をして、我が事として何をするかとい

うところまでいけたら、多分もう少し早く

動くのではないのかと思ってます。 

 私は、過去に水防企画室長をやっていて、

いろんな被災団体のところに行っていま

す。そういう自分の経験を防災危機管理課

にしっかりと伝えて、何が次出てくるのか

とか、そういうのもちゃんと伝えて、それ

で防災危機管理課の体制は、イメージがし

っかりできるよう指導していきたいと思

っています。あと一年間、地震とかないこ

とを期待して、その間でやれるだけのこと

は精いっぱいやらさせていただきたいと

思っていますので、よろしくお願いします。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 総合的に地震だとか大雨、

災害に強いまちづくり進めていくことで

は、一つの大きな課題であった耐震化促進

が、過去は大きな目玉でありました。いろ

いろ動きは聞いて分かりましたけれども、

やっぱり引上げ努力をしていただきたい

ということで申し上げておきます。 

 最後に、今、副市長おっしゃったように、

そうだと思うんですけれども、いろんな時

代時代によって行政側の人的配置の多い、

少ないも当然出てくるだろうと思います。

ＮＨＫで、今時点で災害の放送をされたと

いう意味を考えながら、やっぱり地震列島、

火山大国日本でどういう対策を今からで

もまた改めて進めるべきかと問われてい

ると思っております。ＢＣＰも２年前につ

くる予定ができてないわけです。 

 そういう点では、今起こったら、今の持

っている計画だけで対応するしかなくて、

基本となるべき業務継続計画がないもん

ですから、なかなかしんどい話になって、

市民の方が特にしんどいわけで、そういう

意味では、総合的に人的配置は考えるべき

だと思います。より考えていただいて、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。 

○三好義治委員長 野口委員の質問が終
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わりました。 

 次に、光好委員。 

○光好博幸委員 私はもう全て予算概要

で、質問項目を絞ってお話させていただき

ます。また、要望事項もございますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 まず、１点目、防災危機管理課です。も

うこれは要望にとどめておきます。予算概

要で行きますと２２ページのＬＥＤ防犯

灯等防犯推進事業になります。 

 これは、先日のご答弁にもありましたけ

ど、ＬＥＤ防犯灯の設置につきましては、

自治会からの要望に沿ってやっていると

いうことでございました。私、そのことそ

のものは否定するつもりはございません

けど、一方でご存じのように、現在自治会

の加入率４６．１％と５０％を切っておる

状況でございます。自治会の情報のみなら

ず、やはり独自でいろいろ調査するとか、

別の角度からそういった暗所だとか危険

箇所だとか情報収集する体制づくりを早

めにやっていただきたいと思っています

ので要望としときます。 

 続きまして、防災危機管理課、これは質

問１とします。予算概要１０２ページの防

災対策事業です。 

 これまで幾つか質問が出ております。市

政運営の基本方針の中で、今回地震、豪雨

災害を想定して予防と応急という両面の

対策を講じていくとありました。私が思う

には、やはり避難行動を考えた場合、地震

と豪雨災害時とは異なる対応とならなけ

ればならないと思います。 

 市民の大事な命を守るべく、これらのこ

とについてはしっかりと整理した上で市

民の周知に備えなければならないと思い

ます。いろいろご答弁される中で、市民目

線に立ったところでの令和５年度の取組、

あるいはそれが市民にとってどのような

効果をもたらすのかについて、ご答弁が重

なるところは割愛していただいて構いま

せんので、市民目線の観点でお願いいたし

ます。 

 続きまして、資産活用課に移ります。 

 質問２となります。予算概要でいきます

と２０ページ、ＦＭ推進事業です。 

 これもいろいろと出ていますけれども、

私から少し角度を変えて質問させていた

だきます。 

 昨年度の決算審査において、私の考えと

して、ＦＭは既存の設備のみならず市全体

を俯瞰的に捉えて新規案件についても統

配合の可能性や財政負担を鑑みながら適

切なアクションにつなげていかなあかん

と申し上げたかと思います。何かしら、フ

ァシリティマネジメントを推進する中で

は、資産活用課として関わっていくことも

申し上げたと思います。 

 その中の重要な視点の一つに、ＦＭ推進

会議があると思います。まずこのＦＭ推進

会議の令和４年度の実績とその進め方を

踏まえて、令和５年度にＦＭそのものをど

のように推進していこうとしているのか、

総括的にお考えをお聞かせください。 

 続きまして、都市計画課、これは要望の

みとします。予算概要でいいますと、８８

ページの３Ｄ都市モデル活用事業になり

ます。 

 先日のご答弁もありました。昨年、デジ

タルツインプラットホームを整備されて、

水みどり課が設置した水位計と重ね合わ

せ３Ｄモデルで表示されているとのこと

でホームページにも公開されていると思

います。 

 水害リスクの高い本市にとっては、可視

化するということでいい取組だと思いま
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す。一方で、国の取組として、３Ｄモデル

を活用した都市の水浸、洪水の浸水想定区

域の３Ｄ化が完了したと聞いています。シ

ミュレーションできると聞いていますけ

ど、探していくと結構たどりつくまで時間

がかかるので、そういったことを市として

積極的に情報発信するとか、あるいは市の

ホームページに載せることはできないか

もしれませんけれども、そういった連携を

しているということも含めて取り組んで

いただければと思います。この３Ｄモデル、

昨日のご答弁で業務の効率化ということ

をおっしゃっていましたので、ぜひぜひ積

極的に活用いただければと思います。要望

です。 

 続きまして、水みどり課、これも要望で

す。予算概要でいきますと９２ページの公

園維持管理事業になります。 

 ３号街区公園整備についてもいろいろ

とご答弁いただいておりますので、内容は

理解しました。これまでも発言していると

思いますけども、会派として明和池公園の

価値向上は提言し続けてまいったかと認

識しておりますので、この取組については

高く評価させていただきたいと考えてお

ります。 

 また、令和５年度の取組に関しては、

種々質問がある中で、明和池公園について

は災害時の一時避難場所とか防災倉庫、防

災機能を有した公園ということでいきま

すと、この屋根とか、あるいは人工芝の整

備については、そういった方面でも期待さ

れることだと私は認識しています。 

 また、令和５年度は魅力向上に係る実証

実験で、明和池公園のさくらまつりに関す

ることだと認識していますけども、これは

やっぱり魅力向上に加えてにぎわいづく

りで効果が発揮されると思います。ご答弁

にあったかと思いますけど、特に安威川以

南についてもどんどん展開していってい

ただきたいと期待しておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

 続きまして、建築課です。これ質問３と

します。予算概要９０ページ、狭隘道路整

備事業です。 

 これは、令和３年度決算のときも触れま

したけども、民間事業者による住宅等の開

発促進、狭隘道路の解消は目的になって、

市域を絞っていたかと認識しています。 

 令和３年度決算を見ていますと執行率

が５．５％でした。先日のご質問の中でも

補正で５，０００万円に対して４，８００

万円減額されているといったことも踏ま

えて、改めて令和５年度の取組、総括的に

お聞かせいただきたいと思います。 

 続きまして、道路管理課です。これも要

望とします。予算概要でいくと、道路維持

事業とか道路補修あるいは橋梁の長寿命

化あたりになるかと思います。 

 見ていますと、トータルで４億円近くの

予算計上になっているとお見受けしまし

た。この道路は、日常生活あるいは経済活

動の基盤を構成する要素でございまして、

現状では橋梁を含む道路網、老朽化が進ん

でいるかと思います。一定程度の投資は欠

かせないと思いますけども、一方で、やっ

ぱり戦略的な視点、あるいは費用対効果と

いうところを踏まえつつ、道路網とはどう

あるべきかの観点でもいろいろ考えてい

ただきたいということを申し上げておき

ます。 

 また、橋梁点検についてということの観

点でいきますと、やっぱり作業員が自ら点

検する場合は高所にいかなければいけま

せんし、落下リスクもそうですけど、場合

によっては足場を組まなあかんという話
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もあります。これも先日のご答弁にもあり

ましたけど、ドローンの技術も進化してお

りますので、いわゆる安全かつ短時間で安

価でという視点でも、ぜひ手段の一つとし

て検討いただければと考えます。これも要

望です。 

 次、道路交通課で、これも要望です。予

算概要で、８２ページ。自転車自動車駐車

場管理事業となります。 

 これも決算審査で述べました。ご存じの

ように、駅前駐車場は、まちと車の重要な

結節点だと思いますし、移動手段という意

味では多様化が進んでおりますので、ます

ます利用者が増えるのではないかと思い

ます。 

 特に、駅前の市営駐車場の支払い、回数

券の利用がしづらいということも聴いて

おりますので、ぜひ改善を図っていただき

たいのと、後々には電子決済できるように

考えていただきたと思います。 

 また、フォルテ摂津の地下駐車場、少し

細かい話になるかもしれませんけども、見

ていますと、やっぱりゲート入って左がほ

とんど使われていない、右ばっかりだと。

実は、左に入ったらフォルテ摂津は使いや

すいのですけど、右に入って駐車場内を歩

いている方をよく見かけます。そういった

利便性向上とか安全といった観点からも

いろいろ見ていただきたいと考えますの

で、よろしくお願いします。 

 最後、道路管理課で、これも要望とさせ

ていただきます。予算概要の８６ページ、

正雀南千里丘線外２路線道路改良事業に

なります。 

 正雀駅前の歩道拡幅でいきますと、広場

を造る取組が進められておりまして、いわ

ゆる正雀駅前のにぎわい創出というとこ

ろの可能性を秘めているすごくいい取組

だと思います。地権者に丁寧な対応を行う

とともに、事業をしっかり進めていただき

たいと思います。 

 また、地域の方々からも期待の声も聴い

ておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 ＪＲ千里丘駅の再開発、また阪急摂津市

駅も高架が予定されていますので、ぜひ正

雀駅前も取り残されないよう、しっかりと

丁寧に遂行していただきますようによろ

しくお願いいたします。要望とします。 

 質問は以上３点です。 

○三好義治委員長 防災危機管理課、竹下

課長。 

○竹下防災危機管理課長 １回目のご質

問に対する答弁を申し上げます。 

 市民の目線に立った令和５年度の取組

と効果についてでございます。 

 令和５年度につきましては、地震時の避

難所運営について防災サポーターや自主

防災会の皆さんを対象に、ワークショップ

などでご意見をいただき、避難所運営マニ

ュアルを作成してまいります。 

 また、避難時運営マニュアルの実効性を

高めるために、防災サポーターや自主防災

会と合同で、避難所運営訓練をしてまいり

たいと考えております。 

 また、水害時の対策につきましても、市

民お一人お一人が命を守る行動をとって

いただくためのマイタイムラインの作成

について、昨年度に引き続き防災サポータ

ーを対象にした作成説明会の開催や、出前

講座などの市民の集いの場を活用したマ

イタイムラインの普及啓発に取り組んで

まいります。 

 この取組の効果につきましては、地域の

皆様が避難所運営に参画していただくこ

とや市民の皆様が水害リスクを正しくご
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理解いただくことによって、安心して安全

な避難行動や避難生活につながっていく

と考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 資産活用課、森﨑課長。 

○森﨑資産活用課長 質問番号２番、決算

概要２０ページのＦＭ推進事業に係るＦ

Ｍ推進会議の実績等についてのご質問に

ご答弁申し上げます。 

 令和４年度におきましては、ＦＭ推進会

議は昨年８月末に開催いたしました。内容

といたしましては２点ございます。まず１

点は事務局から再編検討施設に係る基本

的なフローを各施設所管課の委員にご説

明をさせていただきました。 

 もう１点は、（仮称）味生コミュニティ

ーセンターの基本構想（素案）について、

所管課からご説明、ご報告をいただき、機

能面も含めて基本構想に対する意見集約

を行うなどして新設の案件に対してもＦ

Ｍ推進会議として対応していく流れを模

索いたしました。 

 令和５年度につきましては、引き続き既

存公共施設の施設点検を行いながら、基本

のＰＤＣＡサイクルで施設の保全を行い

つつ、第１期の再編検討対象施設について

個別にソフト面の検証、ヒアリングなどを

行い、検討を進めていく予定でございます。 

 個別・新規に該当する案件に対しまして

も、必要な検討、検証の場として活用して

いければと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 建築課、江草部参事。 

○江草建設部参事 狭隘道路整備事業に

ついてのご質問にお答えさせていただき

ます。 

 本事業につきましては、令和３年度にこ

れまでの狭隘道路の補助事業を改正する

形で、開発区域の前面だけではなくて、開

発事業者も使えるようにしまして、エリア

外の道路まで連続した道路が拡幅する工

事を補助対象として、重点地区を定めてそ

の地区について活用できる制度に改正し

ております。 

 先の委員会でのご質問にありましたよ

うに、今年度も同額の予算要求をさせてい

ただいております。その理由としましては、

開発業者にアンケートやヒアリングを行

った中で、一定使える制度でそういう回答

が得られたということで、予算要求させて

いただいておるところであります。その中

でもこの制度を活用するに当たっては、開

発地以外の沿道の住民への交渉などが負

担になるという話も聞いている中で、一定

使えるという回答はいただいております

けど、実際まだ活用されていない状況がご

ざいます。 

 そういうこともございますので、引き続

いて制度について情報発信を進めるとと

もに、そのヒアリング等継続的に実施しま

して、この事業の在り方、使い方の検証を

進めてまいりたいと思います。 

 この狭隘道路をなくしていくというこ

とは、摂津市にとって重要なこととなると

考えておりますので、引き続き検証して事

業を進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ２回目の質問に移りま

す。 

 まず、質問１、防災対策事業についてで

ございます。市民目線に立った取組、効果

でご答弁いただき、おおむね理解しました。 

 昨年３月に、摂津市の防災ブックが全戸

配布されているかと思います。これも先ほ

どの市民目線でいくと、市民の避難行動で
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いきますと重要な情報になります。あくま

でも水害ハザードマップというところで、

先ほど来から答弁のあった地震という記

載がありません。 

 それで、令和５年度は、いろいろと地震

に対する種々の取組をされると思います。

先ほどありましたけど、南海トラフ地震が

高い確率で発生するという中で、やはり地

震時を想定した市民側の対応も一定整理

する必要があるのではないかと私は思っ

ています。 

 そういった意味では、備えの一つとして、

例えば、地震時を想定した避難行動の在り

方であったりとか、先ほどの防災ブック、

地震版をつくるとかそういった考えはな

いのかが１点お聞かせいただきたいのと、

もう１点が、自治会独自で災害マップをつ

くられています。これも順次作成されてい

ましたけども、私の認識では、作成したと

きの水害リスクと今とは多分異なると思

います。そういったところでいくと、この

ままやといざというときにそのまま使え

ないことに陥ってしまうのではないかと

私は思います。そういった意味でもこれも

見直さなあかんと思いますので、この両面

から総括的にお考えをお聞かせください。 

 質問２です。ＦＭ推進事業です。考え方、

あるいは推進委員の実績等々について理

解しました。 

 ＦＭについては、先日からありましたよ

うに、摂津市の公共施設等総合管理計画に

沿って対応されていると認識しておりま

す。少し偏った見方かもしれませんが、や

っぱり長寿命化が原則のように取れます。

この計画そのものは、公共施設の長寿命化

を行うとともに、財政負担の低減、あるい

は平準化です。 

 公共施設再配置、つまり最適な配置の実

現を目指すことでいきますと、財政的な要

素という観点で、本来あるべきＦＭの姿が

見えづらいんじゃないかと、私は実は感じ

ています。 

 そういった点についてどう考えておら

れるのかということと、ＦＭ推進会議を踏

まえた資産活用課としての役割とか、ある

いはＦＭ推進を具体的に本来のあるべき

姿で鑑みたときにできているのかのご認

識をお伺いしたいと思います。 

 質問３です。狭隘道路整備事業につきま

して、理解しました。 

 要望とさせていただきますけども、やは

りお話を聞いていますと、すごくいろいろ

と工夫されて取り組まれようとしており

ます。一方で、目的に合ったというところ

の周知とか、あるいはそういったところの

取組が現時点では不足しているのではな

いかと感じました。 

 まだ、この制度は移行して２年目でござ

いますので、そういった意味では事業者へ

の周知とか、しっかり取り組んでいただき

たいということと、アンケートを取ったり

ヒアリングされているかと思いますので、

ぜひ目的を意識して、しっかりと取り組ん

でいただきたいと思います。 

 現在、市域を絞っています。絞って開発

をしようと思っていますけども、いずれそ

ういったところの段階においてはメスの

入れ方を工夫するとか、あるいは原点に立

ち戻って、住みやすい、住んでみたいとい

うまちづくりの観点を意識してどうある

べきか、そういった考え方も変える必要が

出てくるかもしれませんので、これ要望と

しておきます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 竹下課長。 

○竹下防災危機管理課長 ２回目のご質



- 50 - 

 

問のご答弁を申し上げます。 

 まず、ご提案の地震編の防災ブックにつ

いては、現在のところ作成する予定はあり

ませんが、自治会の皆様により洪水時の避

難の在り方、それから、避難行動要支援者

のためのまかせて会員、おねがい会員によ

る避難所の支援など地域の実情を踏まえ

た避難の方法などを掲載した防災マップ

を作成しております。 

 このような取組を地震時における地域

の防災の強化に生かせないか、地震編の地

域防災マップを作成いただくための方法

について地域のご意見をお伺いし、作成の

ための支援について検討してまいりたい

と考えております。 

 続いて、水害時の地域版防災マップでご

ざいます。これについては、平成２７年か

ら水害時の地域版防災マップを始めてお

るんですけれども、平成２９年６月には淀

川、令和２年３月には安威川の洪水浸水想

定区域図が想定最大規模降雨に見直され

まして、新たに浸水継続時間を示されるな

ど、水害に対する災害リスクの情報も大き

く変わってきており、被害想定や避難行動

要支援者を含めた避難の考え方などにつ

いて、改めて最新の地形に基づき見直す必

要があると考えております。 

 今後作成する地域版防災マップについ

ては、このような新たな災害リスクの情報、

それから、最新の情報などを取り入れて、

お住まいの地域の水害リスクや広域避難

の必要性について地域でご検討いただき、

マイタイムラインの作成にも役立ててい

っていただけるよう支援してまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 森﨑課長。 

○森﨑資産活用課長 質問番号２番、ＦＭ

推進事業に係る２回目のご質問にご答弁

申し上げます。 

 あくまでも本市におけるＦＭの基本は、

施設管理者における施設点検のＰＤＣＡ

サイクルの実施と、それに伴う修繕優先度

判定による修繕、改修などで施設の長寿命

化を図ることであると認識しております。 

 委員がご質問のＦＭのあるべき姿、概念

は、施設の将来的なライフサイクルコスト

の削減、縮減などの財政負担の軽減を意図

しているものと思われます。 

 本市の公共施設等総合管理計画におい

ては、個別の数値目標等は示しておりませ

んが、基本のＰＤＣＡサイクルを実施する

ことにより、結果としてＦＭの実践につな

がっていくものと考えております。 

 また、今後該当する再編検討対象施設に

ついては、議論する際には施設所管課との

ヒアリングの実施、ＦＭ推進会議を活用す

るなどして、施設の総合評価を行い様々な

手法の中から再編案を導き、再編の意思決

定につながるようにケーススタディーを

積み重ねながら、ＦＭ担当課としての役割

を果たしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 では、３回目は全て要望

とさせていただきます。 

 質問１の防災対策事業です。地震版の防

災マップはつくる予定はないが、地域版防

災マップを見直していくなど、もろもろの

対応をお聞きしました。 

 何回も言いますけど、地震時、豪雨災害

時を整理した上で、やっぱり市民にお示し

していく、あるいはその避難の在り方等々

周知していくことが必要だと思いますの

でどうかよろしくお願いいたします。 

 また、私の認識として、毎年梅雨時期に
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なりますと、２年連続かもしれませんけど、

広報せっつに市が管理している避難所等

の情報が掲載されています。先ほど、触れ

ていました自治会、市が管理する避難所は

あるんですけども、自治会が単独で管理す

るマップの情報はないです。何が言いたい

かといいますと、やっぱり市民の方と話し

ていると、ぱっと見たら、これどこへ逃げ

たらいいのと、避難所これだけしかないの

と言われます。一方で、そういう緊急避難

場所あるっていう認識はあるんですけれ

ども、それがないというところが、私は少

し気になっています。 

 市民目線からすると、市が管理するとこ、

あるいは自治会が独自でお願いしている

緊急避難場所とか一時避難場所は、やはり

命を守る重要な情報という意味では一緒

です。ですから、後々にはレイヤーを一緒

にするというか、そういった情報整理をし

つつ、市民に適切な情報を開示するといっ

たことも必要だと思いますので、ぜひ継続

的に検討いただきますようによろしくお

願いいたします。 

 続きまして、質問２のＦＭ推進事業です。 

 私の認識では、公益社団法人の日本ファ

シリティマネジメントという協会があり

まして、ここで定める定義は、やはり施設

とその環境を総合的に企画、管理、活用す

る経営活動となっています。今、体制的に

も、なかなか厳しいかもしれませんけども、

そういった認識です。 

 だから、言い方が悪いですけど、やっぱ

り目先のコストではなくて、将来のことま

で考える、あるいはそこで働く従業員を見

据えた上でファシリティマネジメントを

長期的な視点で、いかに最適化を図るかが

ファシリティマネジメントだと私は認識

しております。 

 そういった意味で、やっぱり経営的な視

点からの総括的なファシリティマネジメ

ント戦略も要ると思います。後々にはそう

いったことを掲げて、そういったあるべき

姿ということに対して何をすべきかなの

かという視点に立って、ぜひやっていただ

きたいと思います。 

 すぐにはできないと思いますので、ぜひ

部局横断的な枠組み、あるいは戦略レベル

を意識していただいて、ぜひファシリティ

マネジメントを推進いただきますように

よろしくお願いいたします。 

 以上で私の質問を終わります。 

○三好義治委員長 光好委員の質問が終

わりました。 

 以上で、総務部、建設部に係る質疑を終

わります。 

 暫時休憩します。 

（午後２時５０分 休憩） 

（午後３時１５分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 引き続き、議案第１号所管分及び議案第

９号所管分の審査を行います。 

 本２件について、補足説明を求めます。 

 平井市長公室長。 

○平井市長公室長 議案第１号、令和５年

度摂津市一般会計当初予算のうち、市長公

室に係る事項につきまして、目を追って、

その主なものについて補足説明をさせて

いただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 予算書３６ページ、款１５国庫支出金、

項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金で

は、都市安全確保拠点整備に係る社会資本

整備総合交付金を計上いたしております。 

 ４８ページ、款１６府支出金、項３委託

金、目１総務費委託金では、人権啓発推進

事業に係る人権啓発活動委託金を計上い
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たしております。 

 ５２ページ、款１８寄附金、項１寄附金、

目１寄附金では、ふるさと納税に係る一般

寄附金を計上いたしております。 

 ５４ページから５６ページ、款２０諸収

入、項４雑入、目２雑入では、広報紙及び

ホームページへの広告掲載料や大阪府後

期高齢者医療広域連合に派遣する職員に

係る給与等負担金、会計年度任用職員等雇

用保険個人掛金などを計上いたしており

ます。 

 次に、歳出でございます。 

 ６８ページから７２ページ、款２総務費、

項１総務管理費、目１一般管理費では、秘

書業務をはじめとする市長公室各課に係

ります事務執行経費のほか、人事課が所管

いたしております職員研修、労働安全衛生、

職員健康管理、職員厚生会関係などに係る

経費を計上いたしております。 

 同じく７２ページから７４ページ、目２

文書広報費では、広報紙及びホームページ

に係る経費のほか、シティプロモーション

の推進に向けたふるさと応援寄附金の事

務に係る委託料や大阪銘木イベント実施

に係る補助金などを計上いたしておりま

す。 

 ７６ページ、目５企画費では、指定管理

者更新に係る選定委員会委員報酬などを

計上いたしております。 

 ８０ページから８２ページ、目１１人権

政策費では、人権啓発推進顧問の報酬に要

する経費などを計上いたしております。 

 同じく８２ページ、目１２男女共同参画

費では、男女共同参画センターの講座開催

及び相談業務などに係る経費を計上いた

しております。 

 次に、人件費に係る内容をご説明いたし

ます。２０２ページからの給与費明細書を

ご参照ください。 

 令和５年度当初予算の人件費は、特別職

に係る予算として、３億７，２３８万９，

０００円、一般職に係る予算といたしまし

て、６４億６，６８３万２，０００円、総

額６８億３，９２２万１，０００円を計上

いたしております。前年度当初予算と比較

いたしますと、２，２４４万９，０００円

の増額となっております。 

 これらの人件費の内訳は、それぞれの予

算科目において計上いたしており、報酬が

１２億６，８２１万６，０００円、給料が

２３億７，６７６万１，０００円、職員手

当等が２０億２，０９２万１，０００円、

共済費が１１億７，３３２万３，０００円

となっております。 

 次に、一般職の人件費の主な増減につい

てでございます。人件費全体では２，１０

３万２，０００円の増額となっております。

この内訳につきましては、報酬で７，１６

２万７，０００円の増額、給料で７，１３

３万３，０００円の増額、職員手当で１億

８，６３７万７，０００円の減額、共済費

で６，４４４万９，０００円の増額となっ

ております。報酬、給料及び共済費は令和

４年度の人事院勧告及び職員の増員が主

な要因でございます。職員手当の減額につ

きましては、環境センター及び新型コロナ

ウイルス事業関連の時間外勤務手当、定年

延長に伴う退職手当の支給対象者の減が

主な要因でございます。 

 続きまして、議案第９号、令和４年度摂

津市一般会計補正予算（第９号）のうち、

市長公室に係る事項につきまして、その主

な内容について、補足説明をさせていただ

きます。 

 まず、歳入でございます。 

 ２０ページ、款１８寄附金、項１寄附金、
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目１寄附金では、人権女性政策課に係る指

定寄附金を計上いたしております。 

 次に、歳出でございます。 

 ２４ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目１一般管理費では、旅費などの経常

経費について決算見込みによる減額をい

たしております。 

 同じく２４ページから２６ページ、目２

文書広報費では、会計年度任用職員報酬な

どについて、決算見込みによる減額をいた

しております。 

 同じく２６ページ、目５企画費では、河

川防災ステーション等整備検討委託料に

ついて、決算見込みによる減額をいたして

おります。 

 同じく２６ページ、目１１女性政策費で

は、報償金について、決算見込みによる減

額をいたしております。 

 同じく２６ページから２８ページ、目１

２男女共同参画センター費では、会計年度

任用職員報酬などについて、決算見込みに

よる減額をいたしております。 

 次に、人件費に係る内容について、６０

ページからの給与費明細書をご参照くだ

さい。 

 特別費の人件費につきましては、総額で

３８６万２，０００円の減額となっており

ます。これはその他の特別職の報酬に係る

決算見込みによるものでございます。 

 次に、一般職の人件費につきましては、

報酬で８，２８３万７，０００円の減額、

給料で３４９万３，０００円の減額、職員

手当で８５８万１，０００円の増額、共済

費で４，３２０万８，０００円の減額とな

っております。 

 この要因でございますが、報酬及び共済

費は会計年度任用職員の年度途中の退職

や任用条件の変更等が生じたこと、給料は

年度途中に退職する職員が生じたこと、職

員手当は定年退職以外の退職者が生じた

ことが、それぞれの主な要因でございます。 

 以上、議案第１号、令和５年度摂津市一

般会計予算及び議案第９号、令和４年度摂

津市一般会計補正予算の補足説明とさせ

ていただきます。 

○三好義治委員長 池上総合行政委員会

事務局長。 

○池上選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局長 議案

第１号、令和５年度摂津市一般会計当初予

算のうち、公平委員会、固定資産評価審査

委員会、選挙管理委員会及び監査委員事務

局に係ります項目につきまして、目を追っ

て、補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、予算書４８

ページ、款１６府支出金、項３委託金、目

１総務費委託金のうち、選挙費委託金につ

きましては、府知事及び府議会議員選挙の

執行に係る委託金でございます。 

 続きまして、歳出でございます。７８ペ

ージ、款２総務費、項１総務管理費、目７

公平委員会費及び目８固定資産評価審査

委員会費につきましては、委員報酬など委

員会運営に係る経費でございます。 

 ９２ページ、項４選挙費、目１選挙管理

委員会費につきましては、委員報酬など委

員会運営に係る経費でございます。 

 ９４ページ、目２府知事及び府議会議員

選挙費につきましては、本年、来月４月に

統一地方選挙として執行されます大阪府

知事選挙及び大阪府議会議員選挙に係る

執行経費でございます。 

 ９８ページ、項６監査委員費、目１監査

委員費につきましては、委員報酬など監査

事務実施に係る経費でございます。 

 以上、議案第１号、令和５年度摂津市一
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般会計当初予算の補足説明とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案第９号、令和４年度摂

津市一般会計補正予算（第９号）のうち、

公平委員会・固定資産評価審査委員会・選

挙管理委員会及び監査委員事務局に係り

ます項目につきまして、目を追って、補足

説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。１８ページ、

款１５国庫支出金、項３委託金、目１総務

費委託金のうち、選挙費委託金につきまし

ては、参議院議員通常選挙の執行に係る執

行経費の確定に伴い、減額するものでござ

います。 

 次に、２０ページ、款１６府支出金、項

３委託金、目１総務費委託金のうち、選挙

費委託金につきましては、府知事及び府議

会議員選挙の執行期日の確定に伴い、令和

４年度、令和５年度の両方に計上しており

ました借り上げ料に相当する委託金を減

額するものでございます。 

 続きまして、歳出でございますが、２６

ページ、款２総務費、項１総務管理費、目

７公平委員会費につきましては、事業費の

精査に伴い、減額するものでございます。 

 同じく、２６ページ、目８固定資産評価

審査委員会費につきましては、事業費の精

査に伴い、減額するものでございます。 

 ３０ページ、項４選挙費、目１選挙管理

委員会費につきましては、事業費の精査に

伴い、減額するものでございます。 

 同じく３０ページ、目２参議院議員通常

選挙費につきましては、令和４年７月１０

日執行の参議院議員通常選挙に係ります

執行経費の不用額を減額するものでござ

います。 

 ３２ページ、目３府知事及び府議会議員

選挙費につきましては、府知事及び府議会

議員選挙の執行期日の確定に伴い、令和４

年度、５年度の両方に計上しておりました

借り上げ料を減額するものでございます。 

 ３４ページ、項６監査委員費、目１監査

委員費につきましては、事業費の精査に伴

い、減額するものでございます。 

 以上、議案第９号、令和４年度摂津市一

般会計補正予算（第９号）の補足説明とさ

せていただきます。 

○三好義治委員長 次に、松田消防長。 

○松田消防長 議案第１号、令和５年度摂

津市一般会計予算のうち、消防本部に係る

事項につきまして、目を追って、その主な

ものについて、補足説明をさせていただき

ます。 

 まず、歳入でございますが、予算書３４

ページ、款１４使用料及び手数料、項２手

数料、目５消防手数料は、危険物設置許可

等及び検査手数料、保安三法設置許可等及

び検査手数料などでございます。 

 ４０ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目６消防費国庫補助金は、消防

団設備整備費補助金でございます。 

 ４８ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目７消防費府補助金は、大阪航空消

防運営費補助金などでございます。 

 ５８ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入の消防本部所管分は消防団員退

職報償費などでございます。 

 次に、歳出でございますが、予算書１６

０ページ、款８消防費、項１消防費、目１

常備消防費は９億８，８６８万１，０００

円で、前年度と比較して１．３％、１，２

７１万５，０００円の減額となっておりま

す。 

 主なものでは、需用費は消防車両のメン

テナンス経費など、委託料は消防庁舎設備

等の保守管理委託などでございます。 
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 １６４ページ、備品購入費は火災現場等

で使用する空気呼吸器、ＮＢＣ災害で使用

する化学防護服、救急活動で使用する自動

体外式除細動器ＡＥＤの購入に係る消防

器具費などでございます。 

 負担金、補助及び交付金は、大阪航空消

防運営費負担金、指令センター共同運用等

に係る負担金などでございます。 

 １６６ページ、目２非常備消防費は９，

４２０万９，０００円で、前年度と比較し

て５５．９％、４，１５１万７，０００円

の増額となっております。 

 報酬は消防団員に支払う消防団員年間

報酬及び火災及び警戒等の出動に係る出

動報酬でございます。 

 報償費は、退職消防団員に支払う報償金

などでございます。 

 需用費は、消防団の活動経費などでござ

います。 

 備品購入費は、市第一分団の消防ポンプ

自動車の更新に係る機械器具費、火災や警

戒出動時の情報伝達のための無線機の購

入に係る消防団器具費などでございます。 

 負担金、補助及び交付金は、消防団員等

公務災害補償等共済基金の掛金などでご

ざいます。 

 以上、議案第１号、令和５年度摂津市一

般会計予算のうち、消防本部所管分の補足

説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９号、令和４年度摂

津市一般会計補正予算（第９号）のうち、

消防本部に係る事項につきまして、その主

なものについて、補足説明をさせていただ

きます。 

 歳出でございますが、補正予算書５２ペ

ージ、款８消防費、項１消防費、目１常備

消防費は、いずれも執行差金で決算見込み

により減額をいたすものでございます。 

 目２非常備消防費は、委託料の執行差金

で、決算見込みにより減額いたすものでご

ざいます。 

 以上、議案第９号、令和４年度摂津市一

般会計補正予算（第９号）のうち、消防本

部所管分の補足説明とさせていただきま

す。 

○三好義治委員長 柳瀨会計管理者。 

○柳瀨会計管理者 引き続きまして議案

第１号、令和５年度摂津市一般会計予算の

うち、会計室に係ります項目につきまして、

予算書の目を追って、補足説明をさせてい

ただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 予算書５４ページ、款２０諸収入、項２

市預金利子、目１市預金利子は、歳計現金

等に係ります預金利子でございます。 

 続きまして、５８ページ、款２０諸収入、

項４雑入、目２雑入のうち、会計室分につ

きましては、５９ページ下段のほうに記載

しております水道・下水道事業会計からの

収入でございますが、会計室にて支出いた

しました指定金融機関派出窓口業務事務

手数料及び口座振替受付サービス手数料

につきまして水道事業会計及び下水道事

業会計の負担分を収入するものでござい

ます。 

 次に、歳出でございます。 

 ７０ページ、款２総務費、項１総務管理

費、目１一般管理費のうち、会計室に係る

ものといたしましては、７１ページ中段、

節１０需用費におきまして、庁内に配付い

たします事務用品などの消耗品等の購入

経費でございます。 

 次に、７４ページ、款２総務費、項１総

務管理費、目３会計管理費は、会計室の出

納事務に係る経費で、主なものは会計年度

任用職員１名の報酬、また派出窓口業務事
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務手数料や口座振替手数料などの費用、ま

た支払い処理等に必要な通信回線使用料

などの経費でございます。 

 以上、議案第１号、令和５年度摂津市一

般会計予算の補足説明とさせていただき

ます。 

 なお、補正予算につきましては、該当す

る項目はございません。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 質問に入らせていただこ

うと思います。 

 まず、１番目、予算概要の１０ページ、

人事課、労働安全衛生事業です。これは決

算のときにも質問させていただきました。

ＫＰＩ１．３５％に対して、令和３年度は

病欠の方が３．３％おられました。改めて、

令和５年度に対する取組をお伺いしたい

と思います。 

 それから、２番目です。人事管理事業の

うちの広告掲載業務委託料です。主要駅に

人事採用の広告を掲載するとお聞きして

います。主要駅は一体どういったものを指

しているのかをまずお聞きします。 

 次、３番目です。同じく人事管理事業に

なるかと思います。女性の働き方に対して

です。女性の管理職が少ない。こういった

場でもまだ女性の方の姿が少ないことを

踏まえて、改めて、令和５年度の取組につ

いてお伺いしたいと思います。 

 続いて、４番目です。階層別能力開発事

業の北摂都市研修協議会負担金がござい

ます。これを自治体間での情報共有という

のがどのようになっているのか分かれば

お教えください。 

 ５番目です。１２ページに移りまして、

人材育成事業です。公益通報外部窓口で、

毎年ハラスメント防止宣言をされている

わけですけれども、ハラスメントの防止に

係る令和５年度の取組についてお教えく

ださい。 

 続いて、６番目です。人件費事業のとこ

ろで、地域手当の令和５年度の取組につい

てお教えください。 

 続いて、７番目です。予算概要の１６ペ

ージ、シティプロモーション推進事業です。

シティプロモーションは非常に重要だと

思っています。令和５年度においては、な

ぜか少し減額されています。その要因につ

いて、まずはお聞かせください。 

 続いて、広報事務事業です。庁用器具費

が新たに計上されておりますけれども、ど

ういったものを購入されるのか、お伺いし

ます。 

 ９番目、シティプロモーションで、これ

も新たに項目が追加されている報償金の

部分です。これは一体どういったものを想

定されているのか、お聞かせください。 

 １０番目です。シティプロモーションの

印刷製本費の部分が大きく減額されてお

りますけれども、この減額の要因について

お教えください。 

 １１番目です。ふるさと応援寄附金推進

事業です。これが予算増となっているわけ

ですけれども、予算増の要因と、寄附の状

況を分かる範囲でお教えください。 

 １２番目、２４ページに飛びます。人権

啓発推進事業です。令和４年度は非常に多

くのイベントをやっていただいて、我々に

とっても気づきであるとか、令和５年度の

施政方針に取り入れられたり、大きな進展

があった年かと思います。それを受けて、

令和５年度の取組についてお教えくださ

い。 
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 同じく２４ページで、女性問題相談事業

です。毎年聞いていますけれども、男性の

ための相談はどのようになっているのか、

令和５年度の取組についてお教えくださ

い。 

 続いて、３６ページになります。選挙管

理委員会事務局の府知事及び府議会議員

選挙事業です。令和４年度から１００万円

ほど増額となっております。その要因と、

府知事選が２３日告示、９日執行で、府議

会議員選挙が３１日告示、４月９日執行と

なっております。年度またぎの予算執行に

ついての考え方についてお教えください。 

 続いて、１５番目です。消防になります。

９８ページ、指令・通信事業のうち、消防

指令センターの令和５年度の取組につい

てお教えください。 

 それから、同じく９８ページ、消防活動

事業でウェアラブルカメラを購入される

と聞いています。その用途と目的について

お教えください。 

 それから、同じく消防活動事業のところ

で、空気呼吸器の購入をされると聞いてお

りますけれども、その台数についてお教え

ください。 

 それから、１００ページに飛びまして、

救急救命士についてです。代表質問でもさ

せていただいている部分ですけれども、令

和５年度はどのような取組をされるのか

についてお教えください。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○三好義治委員長 松本人事課長。 

○松本人事課長 人事課に係ります６点

のご質問にお答えいたします。 

 まず質問番号１番、病休取得者を減らす

ための取組です。先ほど委員がおっしゃい

ましたように、行政経営戦略の数値は、年

度を通じての数値であり、令和３年度は３．

３％でございました。算出方法が異なりま

すけれども、年間を通じての線ということ

ではなくて、あくまで今日時点の点で見ま

すと、現在０．５９％になっております。 

 令和５年度の取組といたしましては、ま

ずメンタルヘルス研修といたしまして、ア

ンガーマネジメント研修について、未受講

者を対象に実施をする予定でございます。

その目的といたしましては、管理職を対象

としたラインケア研修、職員おのおのがス

トレスをためずにストレスに正しく向き

合えるためのセルフ研修になります。アン

ガーマネジメント研修を引き続き実施を

する意図といたしましては、特に管理職は、

ラインケアとしての安全配慮等を勉強さ

れますけれども、自分自身のことがおろそ

かになるという傾向もございますので、セ

ルフケアの意味も兼ねたラインケア研修

を実施するものでございます。 

 ほかにも、職員カウンセリングにつきま

して、外部のクリニックに委託しておりま

す。この利用方法について何か利用をしや

すい手法といいますか、周知の方法を含め

て、再検討いたします。ほかにも引き続き、

長時間等労働における産業医面談等を実

施してまいります。 

 質問番号２番、広告掲載業務委託料につ

いてです。主要駅につきましては、大阪駅、

吹田駅、岸辺駅、茨木駅、摂津富田駅、高

槻駅、京都駅、南草津駅の８駅となります。

これらの駅につきましては、学生の乗降者

数が多い駅が選択されております。 

 続きまして、質問番号３番、女性の昇格

といいますか、働き方のお問いであったと

思います。令和５年度の取組ですが、本来、

今年度にアンケートを実施して、現状の把

握を行うことを想定しておりましたけれ

ども、実施できませんでした。まずこれを
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来年度実施いたします。 

 内容といたしましては、対象者を係長級

以下として、昇格への意識の有無であった

りとか、その理由であったりとか、ワーク

ライフバランスなどを想定しております。

そこで女性と男性のアンケートの結果に

差が出てくるか分からないですけれども、

こうした現状把握を行った後、その結果に

より研修を行ったり、モデルケースがある

ならば、職員が登壇して体験を講義したり

するなど検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 続きまして、質問番号４番、自治体間で

の情報共有というお問いでございます。北

摂都市研修協議会ですけれども、職員研修

に関する課題について調査研究し、北摂都

市職員の資質の向上を図ることを目的と

して設置されたものでございます。 

 年に４回ほど、会議を行っておりますけ

れども、合同で管理職研修とか業務能力向

上研修を実施しております。会議では、研

修以外に各市による問題であったり、相談

であったり、人事施策についてもその他案

件として情報共有を行っております。 

 他市の情報という意味でございました

ら、給与実態調査ですとか、勤務条件等調

査を国が毎年行った結果、類似団体の数値

も出てまいりますので、こうした結果を踏

まえて、情報共有することもございます。

ほかにも例えば、人事院勧告の対応や、条

例関係の対応ですとか、給料、勤務条件等

は、特にアンテナを張って、情報収集に努

めているところでございます。 

 次に、質問番号５番、ハラスメント防止

の取組でございます。現在、進めておりま

すのは、ハラスメント防止指針の改訂でご

ざいます。相談体制であったり、ハラスメ

ント防止の委員会であったり、不服申立て、

再調査、調査結果への対応等々について検

討、議論しておるところでございますが、

早いうちに改訂作業を行いたいと思って

います。 

 内容としましては、社会問題化している、

例えばＬＧＢＴＱに対するハラスメント、

あるいはカスタマーハラスメントも掲載

に向けて検討をしております。 

 あと質問番号６番が地域手当でござい

ます。地域手当は当然全ての職員に関係す

る手当でもございます。これまでも級地区

分の高い自治体に囲まれていることで課

題認識を持って要望活動を行ってまいり

ました。令和２年度からは同じ状況にあり

ます四條畷市、藤井寺市と大阪府下の３市

連名で国への要望を行っておりまして、是

正に向けて取組を行っております。令和３

年度から、この３市に加えまして、関東圏

におきましても同様の状況にございます

八つの自治体と連携しまして、令和４年１

月、代表の市が総務大臣、官房長官等と直

接お会いして要望を行っております。令和

４年度につきましては、さらに京都府と兵

庫県の１市３町が加わりまして、合計１５

市町による地域格差是正に関する要望と

して、令和５年１月に、こちらも代表の市

で総務大臣や人事院の事務総長と直接お

会いをして、要望を行っております。 

 その中で、実際に国でも問題提起をしっ

かりと受け止めるという発言もあったと

は聞いております。地域手当の見直し期間

の短縮による、早期の見直しや、生活圏、

経済圏に差がない近隣自治体よりも低い

という課題に対して、今後もしっかりと継

続的に要望活動を行ってまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 仲野課長。 
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○仲野広報課長 ７番目から１１番目の

ご質問についてお答えさせていただきま

す。 

 まず、７番目のご質問でございます。シ

ティプロモーション推進事業におきまし

て、令和４年度予算に比べて、令和５年度

予算が少ない予算額となっている件につ

きまして、令和４年度予算につきましては、

３１４万円、令和５年度につきましては、

２８０万５，０００円で、３３万５，００

０円少ない予算要求をさせていただいて

おります。 

 増やしている項目自体もある中で少な

くなった要因につきましては、１０番目の

質問にも関連するんですけれども、印刷製

本費を落としていることが主な要因でご

ざいます。 

 続きまして、８番目の広報事務事業の庁

用器具費につきまして、お答えさせていた

だきます。広報やインスタグラムの撮影に

使用するためのカメラやレンズの購入費

用でございます。 

 広報課のカメラにつきましては、平成２

０年のモデル１台と平成２４年モデル２

台の計３台のカメラを使用させていただ

いております。長期間使用していることも

ございまして、レンズとの接触不良が生じ

たり、実際に取材時に撮影できないなど、

取材に支障が生じていることもあるため

に予算要求させていただいた次第でござ

います。 

 続きまして、９番目の質問、シティプロ

モーション推進事業の報償金の項目につ

いてでございます。令和４年度にフォトコ

ンテストを開催させていただきました。そ

の際に最優秀賞、優秀賞などの副賞といた

しまして、産業振興課にご協力いただいて、

地域振興券を活用させていただきました。

その効果もありまして、多くの方に投稿い

ただけました。 

 令和５年度におきましても、令和４年度

と同等の副賞を用意して、フォトコンテス

トの参加者を募れればと考えております

けれども、令和５年度は現在、地域振興券

がないために、副賞として、報償金を計上

させていただいております。 

 なお、単純にデパートの商品券のように

お渡しするのではなくて、銘木など摂津市

にゆかりのある賞品であったり、摂津市で

消費していただけるような何かしら摂津

市に関連する副賞として取り扱えるよう

に工夫はしていきたいと考えております。 

 続きまして、１０番目の印刷製本費が減

額となっている件につきましてでござい

ます。この点につきまして、令和４年度に

おきましては、大阪成蹊大学との連携でノ

ベルティグッズとして紙石けんを作製さ

せていただきました。 

 ノベルティグッズの配布を予定したイ

ベントがコロナ禍の影響もありまして、開

催されないことも多くて、在庫があること

から、令和５年度は新たにそのノベルティ

グッズ自体については、作製しないため、

費用を削減したことが大きな要因でござ

います。 

 ただし、この印刷製本費の中には、セッ

ピィの等身大パネルなど、新たな費用につ

いても計上させてはいただいております。 

 続きまして、１１番目のご質問でござい

ますが、ふるさと応援寄附金推進事業に関

して、予算増額となっておりますが、現在

のふるさと納税の寄附金の状況について

ということでございます。現在の状況につ

きましては、ふるさと納税の返礼品の提供

自体は令和４年９月から開始させていた

だきました。昨日付になるんですけれども、
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５０８件、１，２５３万２，０００円の寄

附金をいただいている状況で、令和４年度

の目標である１，０００万円の目標は達成

できた状況でございます。 

 そのために当初予算については、増額し

た予算を計上させていただいた次第でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 由井人権女性政策課

長。 

○由井市長公室参事 １２番、１３番のご

質問にお答えいたします。 

 まず、人権啓発推進の取組についてのご

質問であったかと思います。令和５年度か

ら人権施策を総合的かつ計画的に推進す

るための第２期摂津市人権行政計画が始

まります。その計画に沿って人権に関する

施策を進めていくわけですが、実際の取組

としましては、人権擁護委員による小学校

での人権教室でありますとか、地域に根差

した人権協会でのヒューマンセミナー、ま

た１２月に人権の集い等のイベントを実

施しております。 

 また、昨年度行いました市民意識調査の

結果、年齢階層ごとに人権問題の認知度や

情報を得る主な手段が異なることから、そ

れぞれの年代に適した啓発を今後も実施

していく予定にしております。 

 続きまして、男性相談についてのご質問

にお答えいたします。男性相談は、平成２

２年に閣議決定された国の第３次男女共

同参画計画において、初めて男性に対する

相談体制の確立が盛り込まれました。本市

では、男らしさの固定概念などにより、精

神面で孤立しやすい傾向にある男性を対

象に、自らが抱える様々な問題を解決しよ

うとする方の相談を受け、その解決に資す

ることを目的に平成２６年から実施いた

しております。 

 件数につきましては、スタートをした平

成２６年度は１件でした。近年では、令和

元年度が４件、令和２年度が５件、令和３

年度は１１件、令和４年度は１２件となっ

ております。 

 以上です。 

○三好義治委員長 溝口総合行政委員会

局参事。 

○溝口選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局参事 １

４番目の府知事及び府議会議員選挙事業

に係りますご質問にお答えいたします。 

 府議会議員選挙、大阪府知事選挙につき

ましては、４月９日執行に向けて、今準備

を進めておるところでございます。 

 予算につきましては、令和４年度におき

まして、債務負担行為を組み、複数年度に

またがることもございますので、そのよう

な予算計上でスムーズに年度末から年度

当初にかけて、予算執行ができるような形

を想定して行っております。 

 令和４年度予算と令和５年度予算での

比較で、１００万円程度異なっているとの

ご質問でございます。令和４年度の当初予

算である程度、前年度の選挙も参考に、予

算計上しております。 

 令和５年度の予算計上をするにあたり

まして、消耗品であったり、通信運搬費で

あったり、委託料等、その部分で具体的に

計上していく中で、案分もさせていただき、

その中で差が生じておるものでございま

す。 

 ２点目のご質問、年度またぎの予算執行

についての考え方でございます。先ほど申

したとおり、複数年度にまたがるため、債

務負担行為を計上し、執行しております。 

 以上でございます。 
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○三好義治委員長 林警備課参事。 

○林消防本部参事 １５番目の消防指令

センターの令和５年度の取組についてお

答えいたします。 

 現在、吹田市と摂津市の２市で行ってお

ります消防指令業務共同運用は、令和６年

４月から豊中市、池田市、箕面市を加えた

５市での共同運用となります。指令センタ

ーも現在、江坂にある吹田市消防本部から

現在、南千里駅前に建設中の吹田市北消防

高機能合同施設内へと変わります。 

 令和５年度の取組といたしましては、た

だいま構築中の５市消防指令システムに

現在使用しております消防救急デジタル

無線を接続いたします。指令センターの場

所の変更に伴いますネットワーク回線の

経路の変更も併せて行います。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 日野警防第１課長。 

○日野警防第１課長 質問番号１６番、ウ

ェアラブルカメラの用途及び目的につい

ての質問にお答えいたします。 

 ウェアラブルカメラの用途につきまし

ては、災害現場での活動状況を初動の段階

から映像に記録することにより、安全管理

体制の評価、消火活動などの事後検証に活

用してまいります。 

 次に、ウェアラブルカメラの目的ですが、

現場活動隊の指揮隊及び救助隊の隊長等

のヘルメットにカメラを装着し、火災性状

や火災の延焼方向など、地上から撮影し、

火災現場活動後の事後検証資料や若手職

員の教養資料にも有効活用できるものと

考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 幸田部参事。 

○幸田消防本部参事 質問番号１７番目、

空気呼吸器の台数についてのご質問にお

答えいたします。 

 この更新でございますけれども、令和４

年度に１２基更新させていただきまして、

令和５年度に２２基を更新しまして、合計

で３４基の更新となる予定でございます。 

 この台数の根拠でございますけれども、

まず全車出動するような火災事案があり

ました場合、最大で指揮隊１隊、消火隊５

隊、救急隊で出動いたします。この中で消

防車両から送水するような機関員を除き

まして、全隊員が装着した場合、最大で１

７基が必要である計算になっております。

もちろんこの１７基装着した者全てが同

時に屋内進入するわけではございません。

最低２名の１チームを作って、それをロー

テーションしながら現場活動を行います

けれども、マックスで１７台との考え方を

いたしております。 

 ですが、第２火災、もしくは大規模火災

が起こった場合、非番員、週休者等々を招

集して、別チームをまた作ってということ

になりますので、さらに１７台、合わせて

３４台が必要になると考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 角田参事。 

○角田警防第１課参事 質問番号１８番

目、救急救命士の研修派遣等への取組につ

きましてのご質問にお答えいたします。 

 現在、救急現場に出動して活動しており

ます運用救命士につきましては、２８名の

配置となってございます。 

 令和５年度に実施いたします研修等へ

の具体的な派遣内容、派遣職員数につきま

しては、救急救命士のおのおのが２年に一

回研修を行います生涯教育病院実習に１

４名、新たに国家試験に合格した職員が救

急救命士として特定行為を実施できるよ

う、資格を取得いたします就業前病院実習
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に１名、心肺停止患者に確実な人工呼吸を

実施するために気管に直接チューブを挿

入するための資格を取得いたします気管

挿管病院実習に２名、気管挿管が困難な状

況であっても、より確実に気管を目視して、

実施できるよう資格を取得いたしますビ

デオ喉頭鏡病院実習に２名など、必要な研

修に必要数を派遣して、救急救命士の知識、

技術の向上に努めているところでござい

ます。 

 また、これらに加えまして、消防本部内

の運用救命士がより高い意識を持って技

術向上を図ることができるように、平成２

８年には指導救急救命士制度が創設され

ておりまして、本市におきましても、指導

救急救命士の養成課程に派遣を行ってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 １番目、労働安全衛生事業

に関してです。アンガーマネジメント及び

セルフケアを通じて、管理職ご自身もしっ

かりと自分を思いやりながらも、そして職

場の労働安全を守っていただくことで、し

っかりとこの取組をまたＫＰＩに反映で

きるよう、要望して終わります。 

 ２番目です。主要駅について把握いたし

ました。ただ、この主要駅、学生が多いと

いうことで、新人の採用目的が主になると

思います。中途採用であったら、また駅も

変わってくるのではないかと思いますの

で、視点も変えていただいて、またデジタ

ルサイネージ、以前に実施されていたと思

うんですけれども、そういったところを含

めて、また採用に臨んでいただければと思

います。 

 ３点目です。女性の働き方に対する取組

です。過去の政府方針では、１億総活躍社

会を目指していたかと思います。これは裏

返しすると、女性が社会進出して活躍しな

いと、日本の国力そのものが落ちてしまう

危機感の表れだと、私は捉えています。 

 やはり女性がしっかりと働きやすい環

境をつくっていただいて、そして取り組ん

でいただくように、要望とさせていただき

ます。 

 ４番目です。自治体間での情報共有とい

うことで取組を紹介していただきまして、

ありがとうございます。 

 我々も他市の議員と話していると、やは

りその待遇とか、細かい点ですごい違って

いたりします。手当がついたりなどありま

す。まだ摂津市は、やはりその改革におい

て、すごい先進市なのかという印象も抱き

ながら、他市の先行事例があれば、どんど

ん取り入れていきたいと思っております。

こういったところを自治体間でも共有し

ていただいて、しっかりやっていただくよ

うに、エールを送りたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 ５番目です。ハラスメントの防止に関し

てです。これは職場内だけではなくて、

我々議会と職員の間でもハラスメントは

起こってしまう可能性があると感じてい

ます。また、市民との間でも起こってしま

う可能性があると感じています。 

 先進事例で申し上げますと、池田市で、

職員と議会の議員との間でハラスメント

を防止する条例が制定されています。こう

いった先行事例を参考にしていただいて、

ハラスメントの防止に全力で当たってい

ただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 続いて、地域手当です。取組について理

解いたしました。これもやはり人材育成で

あるとか、モチベーション、それから人材
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採用の部分にもかかわってくる部分でご

ざいます。しっかりと要望を上げていただ

いて、また平準化に向けて取組を続けてい

ただくよう、よろしくお願いして、要望と

させていただきます。 

 続いて、７番目です。シティプロモーシ

ョンの予算額、要因について分かりました。

ただ、今年度もいろいろインスタ隊の活躍

とか見させていただいて、電車はこうやっ

て洗っているのかと、いろいろと映像を見

させていただいて、感激しました。 

 こういったところを、もっとプロモーシ

ョンをしっかり広げていってくだされば

と思っていますので、引き続きというか、

一層力を入れていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 ８番目、庁用器具費、理解いたしました。

この辺はいろいろと必要な機材でありま

すけれども、昨今でいうと、下手なデジカ

メよりも、例えばスマホのほうが月のクレ

ーターまで鮮明に写せるような機能を持

っていたりします。一度こういったところ

もご検討いただければと思いまして、要望

とさせていただきます。 

 ９番目です。フォトコンテストに対する

報償金として、摂津市の物とかも含めてや

っていくと、私は受け取りました。 

 ＆ｓｅｔｔｓｕのサイトをのぞかせて

いただいていますけれども、昨年の１０月

から更新がないので、＆ｓｅｔｔｓｕにも

しっかりと掲載していただいて、そういっ

たフォトコンテストなど、しっかりと出し

ていただけるようなサイトじゃないのか

と思っています。横断的な取組もしっかり

やっていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

 １０番目です。これは印刷製本費の減額

については理解しました。では、そのシテ

ィプロモーションについて。令和５年度は

どういった戦略で臨むのか、２回目の質問

とさせていただきます。 

 それから１１番目、ふるさと納税につい

てです。令和５年度の展開について、お教

えいただけると幸いです。２回目の質問と

させていただきます。 

 １２番目、人権啓発推進事業についてで

す。引き続きまたイベント等、楽しみにし

ている部分が多々ありますので、よろしく

お願いいたします。要望とさせていただき

ます。 

 １３番目です。女性問題相談事業です。

年々やっぱり男性も増えていると思いま

す。今、国会でも盛んに議論されています

けれども、ＬＧＢＴの問題等も含めると、

やはり相談窓口は広く門戸を広げるべき

かと思いますので、こういったところの相

談に乗っていただける、寄り添っていただ

ける窓口として、事業展開をよろしくお願

いしたいとして、これは要望とします。 

 １４番目です。年度またぎの予算執行と、

増額について理解いたしました。これは適

切に執行していただいて、また補正が今回

も上がっていますけれども、多過ぎずとい

うことで、適切な執行をよろしくお願いい

たします。要望とさせていただきます。 

 １５番目です。消防指令センターです。

先日、南千里で庁舎を外から見に行ってき

ました。すごい立派なところに入るなと思

いながら、これを粛々と推進していってい

ただけるよう、よろしくお願いいたします。 

 １６番目です。ウェアラブルカメラにつ

いてです。いろいろと多種多様なウェアラ

ブルカメラ、眼鏡タイプであったりとか、

頭の横につけるタイプなどあると思いま

す。いわゆるＩＰ６８とか、防水防じん機

能とかは結構あるんですけれども、耐熱の
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仕様はなかなかないと思います。やっぱり

半導体は熱に弱いので、そういったところ

を含めて、しっかりと選定していただきた

い。 

 それと、つけることによって消火活動の

邪魔にならないように、それだけはしっか

りとやっていただきたいと思います。 

 １７番目です。空気呼吸器について台数

と更新について、理解いたしました。この

際ですので、２回目として、装着の基準に

ついてお伺いしたいと思います。 

 １８番目です。救急救命士について、お

よそ理解いたしました。同じ厚生労働省の

管轄になるかと思いますが、特定看護師の

制度があって、特定の医療行為に対して看

護師が実施できるといったところで少し

ずつ要件緩和がされている部分もござい

ます。アンテナをしっかり張って、見てい

ただいて、そして救急救命士全体のスキル

アップにつなげていただければと思いま

す。要望とさせていただきます。 

 ２回目の質問が３点ございます。よろし

くお願いいたします。 

○三好義治委員長 仲野課長。 

○仲野広報課長 広報課に係ります１０

番目と１１番目のご質問についてお答え

させていただきます。 

 まず、１０番目のシティプロモーション

の戦略で、現在考えております方向性につ

きましては、目的の実現に向けまして、ま

ずは、市民には市の魅力の再発見、市外の

方には、摂津市を知ってもらいたいという

観点で取組を進めさせていただいており

ます。 

 令和４年度におきましては、大阪銘木イ

ベントの開催をはじめ、ふるさと納税返礼

品の提供開始やフォトコンテストの実施

など、新たな事業を展開させていただきま

した。 

 令和５年度におきましては、新たな事業

を展開していくよりは、これまでに始めた

事業の基礎を固めた上で、今後の事業展開

を図っていきたいと考えております。 

 なお、イベント時におきまして、摂津市

を一層ＰＲできるような幕であったり、先

ほどもご説明させていただいたセッピィ

の等身大パネルの作製によるイベントの

盛り上げなど、既存事業の底上げなどを図

ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、１１番目のふるさと納税の

令和５年度の展開につきまして、お答えさ

せていただきます。 

 ふるさと納税につきましては、先ほど申

し上げましたように、目標としていた寄附

金は集まりました。そのうち、人気のあっ

た返礼品の中身につきましては、１２月末

までの集計となりますが、件数が多かった

のは冷凍食品、金額が多かったのは美容家

電となっております。 

 実際にどのような返礼品が日本全国か

ら見てニーズがあるのか、また何に人気が

集まるのか、はっきり言って分からない状

況でもございます。そのためには、返礼品

の協力事業者、また返礼品の品目を増やす

ことが重要だと考えております。 

 現在も産業振興課をはじめ摂津市商工

会とも情報の共有、連携を図りながら、取

り組んできております。今まで以上に積極

的に事業者に働きかけを行うことで、魅力

ある返礼品の充実につなげてまいりたい

と考えておりまして、この点を展開してい

くことによって、シティプロモーション戦

略と地場産業の活性化の二つの課題の解

決が図っていけるものと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 日野警防第１課長。 
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○日野警防第１課長 質問番号１７番、空

気呼吸器の装着基準についてのご質問に

お答えいたします。 

 現在、ポンプ付消防自動車等に空気呼吸

器を積載しております。建物火災や危険物

火災などの火災現場で発生する有毒ガス

や煙から身を守るため、空気呼吸器を着装

いたします。各消防隊の機関員を除く消防

隊員は、火災出動中に消防車内で空気呼吸

器を着装し、出火建物への屋内進入時の活

動、人命検索など、さらには屋外での消火

活動であっても、濃煙では空気呼吸器を着

装しております。 

 また、化学災害発生時には、ホットゾー

ン、ウォームゾーン、コールドゾーンなど、

危険性に応じたゾーニングを設定し、空気

呼吸器に加え、それぞれに適合した化学防

護服も着装し、万全の装備で隊員の安全に

配慮し、活動しております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 シティプロモーションで

すが、総合的にやっていただいて、もっと

摂津市という単語が話題に出るように、摂

津本山とか、摂津富田とかで紛らわされな

いように、摂津といえば摂津市だとなって

いただけるように推進していただければ

と思います。 

 ふるさと納税についてです。これも何が

ヒットするか分からないところで、いろい

ろ展開していただけるのはありがたいと

思います。あまり手を広げ過ぎずに、しっ

かり探りながらでまた傾向を見ていただ

ければと思います。要望とさせていただき

ます。 

 １７番目、空気呼吸器についてです。化

学火災についても体制を整えておられる

ということで、安心いたしました。やはり

市内に化学メーカーもございますので、そ

ういった場所では、特にアルカリ系の物質

を浴びると皮膚から吸収することもござ

います。そういった災害が起こらないよう

に、万全の体制で整えて臨んでいただきた

いと思います。要望とさせていただきます。 

 以上です。 

○三好義治委員長 塚本委員の質問が終

わりました。 

 次、三好俊範委員。 

○三好俊範委員 質問をさせていただき

ます。 

 まず、予算概要１０ページ、会計年度任

用職員任用事業についてです。総括的にお

伺いしたいんですが、年々、予算の金額が

増えてきている傾向にあると思います。そ

の要因について、１回目お伺いします。 

 ２番目の質問です。１２ページです。人

件費事業について。 

 会計年度任用職員に関しては、増加傾向

にあるとの話でしたが、人件費事業につい

ては、今回は下がっております。１回目、

その要因について、お伺いします。 

 続きまして、３番目です。１６ページ、

広報課、シティプロモーション推進事業に

ついてです。 

 令和５年度の目標としては、新たな事業

というよりは、既存の事業、令和４年度の

部分を固めていくという内容をお話しい

ただきました。一方で、他市の方、そして

本市の方に広めていくというようなお話

もありました。 

 そういった周知の仕方、ＳＮＳの話が塚

本委員からもありましたが、本市公式ＬＩ

ＮＥのお友達が、コロナ禍で一気に増えた

と聞いておりました。最近、コロナが少し

ずつ落ち着いてきた雰囲気もある中で、一

気に増えた本市公式ＬＩＮＥのお友達の
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増減について、１回目に教えていただけれ

ばと思います。 

 ４点目、同じく質問がありましたふるさ

と応援寄附金推進事業についてです。 

 目標数を超えたのは塚本委員の話でも

ありましたが、事業の項目は増やしていき

たいというお話もありました。具体的に令

和５年度、どの程度の項目を増やされるの

か、そしてどのような品目があるのか、１

回目にお聞きしたいと思います。 

 続きまして、５番目、２０ページでござ

います。鳥飼まちづくりプロジェクトでご

ざいます。印刷製本費、昨年もされており

まして、今年も出ております。今年はどう

いったものを作られるのか、また昨年とど

ういったところが違うのかを含めて、１回

目お伺いします。 

 続きまして、６番目、その下、淀川河川

防災ステーション等整備促進事業につい

てです。 

 細かい話ですが、旅費として昨年度も上

がっておりました。令和４年度はどういっ

たことをされたのか、そして令和５年度は

何をされるのか、そしてそれをどう活用さ

れているのか、１回目にお聞きします。 

 続きまして、７番目、３６ページの部分

になります。先ほどもありました選挙を控

えていることから、選挙の内容について、

お伺いします。 

 前回の決算審査のときにもお伺いした

のですが、そのとき、投票所が遠い場所も

あるのではないかと質問をさせていただ

いた際に、私が生まれる以上前にできた国

の基準があるので、その中に当てはめると、

基準内には当てはまっているとのことで

した。 

 ただ、話を聞きますと、摂津市において

も、１キロ以上離れているところもあると

前回お伺いしまして、何か解決策を今後考

えていってくださいとして、前回終わって

います。現在、他市では、移動投票所など

も始まっております。移動投票所もしくは

送り迎えについて、社会福祉協議会がやっ

たりとか、いろいろな取組が始まっている

のですが、その動向をどう捉えていらっし

ゃるのか。 

 また、老健施設には、期日前投票ができ

ると聞いております。老人ホームだとか、

そういったなかなか移動が困難な方々が

集中している施設において、全てそういっ

た対応ができているのか、網羅できている

のか、１回目にお伺いします。 

 続きまして、８番目です。Ａチームでも

お伺いしまして、内容はある程度理解でき

ますが、選挙管理委員会の所管で、鳥飼書

庫についてお伺いします。 

 摂津市公共施設等総合管理計画におい

て、令和３年に制定されておりますが、令

和４年度に鳥飼書庫を解体すると明確に

書かれておりました。その当時、恐らくあ

る程度の見込みがあったのかと推定でき

るんですが、その当時のやり取り、どうい

った計画があったのか、それを踏まえて、

１回目にお伺いします。 

 続きまして、９番目、２４ページ、少し

戻りますが、人権女性政策課の全般につい

てお伺いします。 

 先ほど塚本委員からも、女性の人権問題

であったり、男性の人権問題であったり、

いろいろお話がありました。前回決算審査

の際に、消防の観点でお話しさせていただ

きまして、女性の働く施設が少ないのでは

ないかとお話をさせていただきました。 

そのとおりだというような答弁をいただ

きましたが、問題点の洗い出しをどれぐら

いされているのか。 
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 一つ一つやっていかないと仕方がない

と思うのですが、どういった動きを考えて

いらっしゃるのか、１回目にお伺いします。 

 １０番目、人権啓発推進事業です。人権

問題で子どもの人権の話とか、昨今取り上

げられております。摂津市においても、痛

ましい事件がありまして、今後子どもたち

の権利を守っていかないといけないとこ

ろがあると思います。そういったところ、

１回目として、どう考えて、どう動こうと

されているのか、お伺いします。 

 最後１１番目でございます。予算書に載

っていなかったので、質問させていただき

ます。一般質問の際に、災害時にドローン

を活用するべきだと防災関係でさせてい

ただきました。その関連で、消防でもお伺

いしたいのですが、令和４年３月３１日に

消防庁から、災害対応のさらなる活用推進

についてという通知が出ております。 

 端的に申し上げますと、災害時にドロー

ンを活用してくださいと、そのための事業

債の発行、対象としますという通知で、現

在、令和３年６月の時点ですが、全国の消

防本部において、３８３本部、約５２．９％

がもう既にドローンを活用されているよ

うです。 

 しかしながら、本市の令和４年度、令和

５年度の予算においては、このドローンの

項目がないので、この通知を踏まえて、ど

う考えていらっしゃるのかと、どう動いて

いかれるのか、１回目にお伺いします。 

 以上、１１点です。 

○三好義治委員長 松本人事課長。 

○松本人事課長 人事課に係ります２点

のご質問にお答えいたします。 

 まず、質問番号１番です。全体の会計年

度任用職員の報酬、職員手当等、増加して

いる要因でございます。内容としましては、

議案第１８号で上程しております給与改

定の対応のほか、フルタイム会計年度任用

職員の１名の増であったり、パートタイム

会計年度任用職員の３１名の増が要因と

なっております。 

 内訳としましては、フルタイム会計年度

任用職員は認定子ども園補助保育教諭が

産休・育休等の対応で増をしておるという

ことになります。 

 パートタイム会計年度任用職員では、主

なものといたしまして、学童保育室補助指

導員の３名増や、教育活動支援員が１３名

増となってございます。 

 次に、質問番号２番、人件費のお問いで

ございます。 

 人件費は、給料や各種手当、共済組合負

担金から成り立っております。令和５年度

におきまして、令和４年度と比較して、大

きく減少しております種類は、退職手当と

なります。 

 これは定年延長制度導入に伴いまして、

定年前再任用制度を希望される方以外は、

令和５年度に退職手当を支給することが

ないためでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 仲野広報課長。 

○仲野広報課長 ご質問にお答えいたし

ます。 

 まず、質問番号３番でございます。シテ

ィプロモーション推進事業に関連いたし

まして、ＬＩＮＥの友達登録数の推移につ

いてのご質問でございます。ＬＩＮＥの友

達登録数につきましては、令和２年度末に

は５，６６３、令和３年度末には３万２，

７８１、また昨日付では、３万７，４７３

の友達登録数となっております。 

 委員がおっしゃいますように、令和３年

６月にコロナウイルスのワクチン予約を
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導入してから、大幅に友達の登録数が増加

しております。 

 続きまして、質問番号４番のふるさと納

税の返礼品に関するご質問でございます。

現在の返礼品の品目につきましては、５７

品目ございます。 

 今後の事業、返礼品を増やしていく内容

につきましては、まずやはり摂津優品（せ

っつすぐれもん）であったり、市が認定を

しておるんですけれども、まだ返礼品とし

て登録されていない商品もございますの

で、状況確認等しながら、返礼品としてサ

イトに掲載いただけるかの確認等してい

きたいと思っております。 

 また、何が人気が出るのか分からないと

いうことで、先ほどはまず数を増やしてい

きたいという考えを述べさせていただき

ました。塚本委員からも数を増やすだけで

はなくて、ある程度ターゲットなど絞った

上で、きちんと考えたほうがいいのではな

いかというご意見もございましたので、そ

の点も踏まえながら、摂津市商工会等と一

緒に検討しながら、効果的に事業者の確保

に向けて、取り組んでいきたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 湯原政策推進課参事。 

○湯原政策推進課参事 ５点目のご質問

にご答弁申し上げます。 

 鳥飼まちづくりグランドデザイン推進

事業に係ります印刷製本費の内容でござ

います。 

 令和４年度と令和５年度の内容の差異

でございます。まず令和４年度につきまし

ては、令和４年７月に策定しました鳥飼ま

ちづくりグランドデザインの計画冊子を

印刷するための予算として、５０万２，０

００円を計上させていただいておりまし

た。 

 令和５年度につきましては、令和４年度

から引き続き、グランドデザイン策定後に

開始しております鳥飼まちづくりグラン

ドデザインに係る住民説明会等の資料を

印刷するための予算として、１２４万９，

０００円を計上させていただいておりま

す。 

 続きまして、６点目の淀川河川防災ステ

ーション等整備促進事業の普通旅費につ

いてのご質問にご答弁申し上げます。 

 普通旅費の内容としまして、令和４年度、

令和５年度とも主なものとしましては、河

川防災ステーション及びその上部施設に

係ります先進事例等の調査を行うための

経費を予算計上させていただいておりま

す。 

 河川防災ステーションの上部施設につ

きましては、その機能の一つとして、避難

行動要支援者の一時的な避難場所として

の機能を想定しております。 

 令和４年度につきましては、広島県熊野

町にて、乳幼児世帯等をはじめとした避難

者に配慮した施設整備について、また岡山

県倉敷市真備町において、福祉的避難所の

運営について、調査を行ったところでござ

います。 

 令和５年度につきましては、庁内にて上

部施設の機能の検討を進めるため、引き続

き先進事例の調査を予定しており、障害者

等に配慮した避難所運営等について、調査

することを想定しております。 

 この活用につきましては、ハード面では、

施設設計、ソフト面では避難所運営の検討

に当たり、参考とさせていただきたいと考

えております。 

○三好義治委員長 溝口総合行政委員会

局参事。 
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○溝口選挙管理委員会事務局参事 質問

番号７番、選挙に係るご質問でございます。 

 投票所までの距離が国の基準では３キ

ロ以内とご説明を以前させていただいた

と思います。本市の投票所で申しますと、

２２か所ございますけれども、１キロを若

干超える投票所もありまして、そこは基準

内に収まっております。 

 これまで、投票していただく環境づくり

で、期日前投票所も増やしております。日

数も増やすなど、少しでも、当日だけでは

なくて、期日前でもしていただける環境づ

くりに努めておるところではございます。 

 委員からご質問がありました他市の事

例としては、特に高齢の方などは移動が大

変だということもあろうかと思いますけ

れども、他市におきましては、移動投票所

また送迎サービス等があることも認識は

しております。 

 本市では、選挙管理委員会として、実施

している事業ではございませんけれども、

例えば、福祉サービスの中で、確認させて

いただいておりますのは、高齢者の移送サ

ービスがございます。 

 条件といたしまして、６５歳以上の方で、

介護保険の要介護認定結果が要支援１以

上、そして外出時の移動が車椅子によらな

ければならない方、この三つの条件を満た

さないといけないという制約はあるんで

すけれども、このようなサービスを実際に

利用していただいているということも担

当課から確認させていただいております。 

 今後、本市におきまして、そのようなサ

ービスが導入可能であるのかどうかにつ

きましては、情報収集も行いながら、一定

研究してまいりたいと考えております。 

 続きまして、老人ホーム等入所施設の方

への投票方法への対応というご質問でご

ざいます。 

 こちらにつきましては、不在者投票制度

がございます。病院や介護施設等に入院・

入所しておられる方につきましては、都道

府県において指定された病院、またはその

ような介護施設等が条件となりますけれ

ども、現在、本市におきましては、１６施

設が指定されております。 

 要件といたしましては、おおむね３０床

以上の病床数または収容定員が対象とな

っております。 

 続きまして、鳥飼書庫についてのご質問

でございます。 

 こちらにつきましては、現在、選挙の物

品である記載台、投票箱、また長机等を中

心に保管させていただいているものでご

ざいます。 

 以前に鳥飼送水場の監視室として使っ

ておられたところを現在は保管場所とし

て、書庫を使っております。こちらは１９

６５年に設置された建物で、もう５０年以

上たっており、先ほど委員からございまし

た公共施設等総合管理計画、こちら令和３

年３月に改訂版が策定されたものでござ

いますが、その中に令和４年度解体となっ

ております。 

 実際にその物品が入っておりますので、

代替施設、代替場所を確保した上で、行く

行くは解体という計画を当時のＦＭ担当

とも話はさせていただいておりました。ま

ずはその代替施設をどのように確保して

いくかをＦＭ担当とも連携しながら、進め

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 由井人権女性政策課

長。 

○由井市長公室参事 人権女性政策課に

係ります９番、１０番のご質問にお答えい
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たします。 

 まず、女性の職場環境についてのご質問

にお答えさせていただきます。 

 ハード面とソフト面についてのご質問

であったかと思います。ハード面の設備面

については、職員が休憩する際の部屋が男

女別に休憩可能であることや、女性職員に

ついても、更衣室においてシャワー室が完

備されていることなど、整備できていると

考えています。 

 ソフト面については、女性は社会に出て

働き始めると、仕事と家庭は両立できるの

かですとか、子どもができたら仕事はどう

すればよいのかといった悩みを持つ人が

多くなります。ダイバーシティや女性活躍

が叫ばれるなど、社会情勢は変化してきて

おり、それに伴って、女性の労働環境も変

わりつつありますが、依然として課題が多

いのも実情であります。 

 男女雇用機会均等法が施行されて以降、

女性の社会的な位置づけは大きく変化し

てきました。女性もまた男性と同様に社会

で活躍するべきという考え方にシフトし

てきたと思われます。 

 そのような中でも、結婚・出産というラ

イフイベントは男性よりも女性の人生に

大きな影響を与えます。働く女性が増えた

にもかかわらず、家事・育児は女性がする

ものという旧来の価値観がまだまだ根強

い矛盾した状況にあります。 

 ２０１６年に施行された女性活躍推進

法は、文字どおり、社会における女性の活

躍をより一層推し進めていくための法律

です。採用や昇進、職場環境において、男

性との間に差別が生じないこと、仕事と家

庭の両立を女性自身の意思によって決め

ることができ、それを遂行するための環境

を整えることが主な内容であります。 

 しかし、女性の就業率は向上しているも

のの、職場における男女格差が大きいこと

が問題視されています。女性が理想の働き

方を実現するには、それを可能にする労働

環境が整っていることが必要であると思

います。女性管理職が育児経験者である場

合は、ロールモデルになるというメリット

もあります。また、男性管理職が育児経験

者である場合も、それは男性の育児参加を

積極的にバックアップする体制ができて

いることを示すと思われます。 

 育児や介護等を抱える職員の就業継続

を促すためには、仕事と育児、介護などの

両立支援制度の整備・充実を図るとともに、

性別にかかわらず、必要なときに制度が利

用できる環境の整備、制度の周知はもちろ

んのこと、管理職の両立支援制度への理解

を深める研修や日頃からの長時間労働の

削減、休暇取得の促進に取り組む必要があ

ると思います。 

 続きまして、子どもの人権についてのご

質問にお答えいたします。 

 子どもの人権である児童虐待について

は、近年の社会的関心の高まりも受け、

年々増加しております。先ほど委員がおっ

しゃったように、本市においても令和３年

に３歳児の死亡事案が発生しました。二度

と同様の事案を発生させないためにも、庁

内の連携が必要であると考えております。 

 人権女性政策課としましては、ＤＶ対応

を行う当課でありますが、面前ＤＶについ

ても児童虐待になることから、本年度から

は要保護児童対策地域協議会での新規受

理会議、全件棚卸の進行管理会議に出席し、

担当課としての役割での見立てでありま

すとか、公的支援の情報提供に取り組んで

いるところであります。 

 以上です。 
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○三好義治委員長 幸田部参事。 

○幸田消防本部参事 １１番目のご質問、

ドローンの導入予定についてお答え申し

上げます。 

 先ほど委員がお示しいただいたとおり、

令和７年度まで国からの措置がされると

いう情報を私どもも存じております。現在、

令和４年８月４日発出の総務省消防庁の

文書に、ドローンの災害時における活用状

況と調査についてという結果文書が来て

おります。私どもが知っている限りでは、

全国消防本部のうち５９．３％が既に導入

済みで、本市消防本部におきましても、大

規模災害が発生した場合はもちろんのこ

と、通常時、淀川における水難救助、検索

等にもドローンは大きく活躍できるもの

と考えております。 

 近隣の導入消防本部へ見学に訪れまし

て、実機の見学等々もさせていただきまし

て、大きなものからコンパクトなものまで

いろんな種類がございます。また、必要な

操作のライセンスについても、まだあまり

確定していない状況なので、今は調査検討

を続けておる状況です。 

 中期財政見通しの中には、令和７年度に

導入を予定しておることは記載させてい

ただきまして、財政部局との調整等々は必

要でありますけれども、実際に令和７年度

に導入できればと検討を続けている状況

でございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 ２回目の質問をさせて

いただきます。 

 １番目、会計年度任用職員任用事業につ

いて、端的に言いますと、人が増えている

というご答弁だったと思います。同じく正

職員の方の職員数も増えているわけです

けれども、その最近の傾向と効果について、

２回目にお伺いします。何を狙って、どう

いう効果を求めているのか、お聞きします。 

 ２番目です、人件費事業についてです。 

 人件費が下がった要因に関しては、退職

金だというお話でした。２億円ほど下がっ

ているのかと見受けられます。これは言っ

てしまえば、退職予定だった方が退職しな

かったので退職金が払われずに済んだ、言

い換えれば、２億円が後払いになったとい

う感覚だと思います。 

 要望だけにしておきますが、言ってしま

えば、浮いた２億円が今年度の予算にはあ

るわけです。いつか払わないといけないお

金で、それは盛り込まれていない予算が今

年できているわけです。 

 人件費として、人を多く雇うこと自体は

全然否定もしませんし、多くのプロジェク

トを控えている中で、どんどん必要な人材

は増やしていただきたいと思っている一

方で、この退職金は、以前の本委員会でも

お話ししましたが、大きくのしかかってく

る金額でもあると思います。その辺りをし

っかり見定めていただいて、負担増となら

ないように、今後もしかしたら定年年齢が

６５歳からその先へ行くことになるかも

しれません。そのたびにその年は少なくな

るわけです。それも見据えて大局的に運用

をしていっていただきたいと、人の配置、

人数を含めてお願いしたいと思います。こ

の質問はここで終わります。 

 続きまして、３番目です。ＬＩＮＥの友

達登録者数についてです。 

 令和３年度は大きく増えまして、令和４

年度も増えているという印象を受けまし

た。摂津市外の人もいるとは思いますが、

先ほどからありましたけど、本市の魅力を

発信する大きなツールだと認識されてい
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るということです。そのＬＩＮＥで最近ど

んどん通知する内容が増えてきていると

思います。何でもかんでも送ったら、通知

をオフにされてしまって、うっとうしいと

されてしまうと思います。その中でも送り

たいものをいろいろ精査されていると思

います。増えてきている中で、今後通知す

る内容、今後したいと検討しているものが

あるのであれば、教えていただきたいと思

います。今後の運用を含めて、具体的に言

えないのであれば、こういうふうにしてい

きたいという思いでも結構なので、２回目

お願いします。 

 続きまして５番目、鳥飼まちづくりの印

刷製本費について、理解はいたしました。

同じく鳥飼グランドデザインの印刷費だ

とお伺いしました。その印刷する内容につ

いて、１回目に聞いたつもりだったんです

が、そういったところが具体的に変わって

いく予定なのか、説明する話の内容につい

て、現時点で分かる範囲で結構ですので、

２回目にお伺いしたいと思います。 

 ６番目、河川防災ステーションの旅費に

関してです。広島県、岡山県と、乳幼児と

福祉的な施設を見られたということで勉

強されて、それを落とし込んでいきたいと

いう内容、今年も様々な先進事例を見に行

ってということで理解いたしました。 

 ここに関しては特にございません。内容

確認をしたかっただけですので、先進事例

をしっかり取り入れていただいて、失敗し

ているところもあるかもしれませんので、

そういうところもきちっと見ていただい

て、本市に必要なものを取り入れていただ

くよう要望して終わります。 

 ７番目です。選管についてです。 

 移動を伴うものについてお伺いして、社

会福祉協議会で高齢者６５歳以上、介護認

定を受けている方とか、車椅子の方という

お話をされました。現在、第２４回の参議

院議員の選挙における移動支援の実施状

況という国が出している資料がありまし

て、実施団体として２１５団体が投票所の

移動支援の取組をされていますと、国政選

挙においてはほぼ国費だと書かれていま

す。地方選挙においては２分の１しかもら

えないらしいですが、費用負担としてはほ

ぼないと書かれております。 

 そして、先ほど社会福祉協議会の部分に

関しては、年齢の分であったりとか、車椅

子で行かないといけないことがあったの

で、実例を書いてあるとおり読ませていた

だきます。 

 青森県の田子町です。体が悪くて投票に

行けないし、家族もいないと。長時間の歩

行が難しくて補助の移動手段を持たない

選挙人、年齢や要介護認定度等で限定しな

いというところで、町内全域の方を対象と

して期日前投票、当日は人が集中して対応

ができないので、期日前投票のみに限定し

たらしいですが、利用者負担なしで実施さ

れております。 

 兵庫県上川町におきましては、歩行に支

障がある独居高齢者及び高齢者夫婦世帯

としており、同一世帯の送迎が不可能で自

宅からバス停まで歩くのがしんどい方に

限定していますが、希望者に関しては民生

委員に募っていただいているそうで、特段

その人が本当に該当しているかどうかを

判断されていないそうです。こちらも利用

者負担なしでやられております。 

 島根県浜田市、これは少し大きな話です

が、先ほど申し上げました、期日前投票所

を目の前まで持っていくというものです。

これは経費として４０万円かかったそう

ですが、３８万円を国費によって補填され
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たということです。 

 財政状況にもよると書いておりますの

で、満額いくとは思いませんが、いろんな

補助金等々を使うことによってケアでき

る部分もあるかと思います。また、国政に

関してはほとんど出ると書いております

ので、今後、選挙管理委員会として、今回

は地方選挙ですが、次の国政選挙のときに

どういった処置ができるのか。これから高

齢者の方が増えていきますので、そういっ

たこともしっかりと考えていかないとい

けないと思います。送迎バスを出すのか何

をするのか、いろいろあると思うんですけ

れども、しっかり事例を見つめていただい

て、早期に取り入れるものは取り入れてい

ただくよう要望して、終わっておきます。 

 続きまして、不在者投票に関しての部分

で、１６施設が指定されているのは理解で

きているのですが、指定外の部分というの

で３０床ないと駄目だという話とかあり

ました。その規定外の施設とかがあるのか

どうか、お伺いします。 

 ８番目、鳥飼書庫について、取り壊すと

明確に書いておりますので、もう少し明確

な取決めがあったのかと思って聞かせて

いただきましたが、ふわっとした内容で決

めていたのかと思います。 

 先日も西別館跡地の質問がありました

けど、土地の使い方が摂津市は下手なとこ

ろがあります。場所が決まらないのは、何

年もやることじゃないと思いますので、長

寿命化計画にしたら交付金が出ますんで、

その辺りも含めて精査していただいて、指

針を決めていただきたいということで、こ

れも要望としておきます。 

 ９番目、人権の部分に関してです。問題

点をかなり大きくご説明いただきまして、

ありがとうございました。併せて９番、１

０番も言わせていただきます。 

 人と人との絡みの部分がありますので、

ソフトの面でなかなかしんどいというと

ころをご説明いただきました。正直ハード

の面は整備できているとお話をいただき

ましたが、私はハードの面でももっともっ

とできることはあると思っているんです。

先進事例をいっぱい出したら時間がかか

りますので、いろんな民間企業とかでも、

それはただどこまで行くのか、労働者のサ

ービスになってしまっているところもあ

るとは思います。どこまで行くかはなかな

か公務員の立場では難しいとは思います

が、それぞれの例もしっかり見つめていた

だいて、人権の部分でできることは限られ

ておるとは思います。しっかり調べていた

だいて情報の吸収という形で、全庁的にと

いうお話もいただきましたので、広めてい

ただくよう要望しておきます。 

 子どもの人権に関しても、先ほどありま

したが、庁内連携を深めていただいて、こ

れから子どもの考え方というのが生まれ

てくると思います。今はもう一回見つめ直

しているときだと思いますので、そういう

先進的な例も庁内で広めていただけたら

と思います。これも要望としておきます。 

 最後、１１番目。消防のドローンについ

て。 

 令和７年度にやられるとお伺いしまし

た。一方で、最新の話では５９．３％が整

備されているとお話をいただきました。摂

津市は平地のまちなので、高い所はそこま

でないんですが、高速道路も通っておりま

すし、最近は高い建物が増えてきました。

まさしく今から高台まちづくりをしよう

としている市であるので、そういうときに

やはりそのドローンの活躍、災害状況をい

ち早く確認することはかなり重要ではな
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いかと思っています。 

 ２回目にお伺いしたいのですが、近隣市

で状況を見たとおっしゃいましたが、近隣

市の配備状況、摂津市だけ近隣市に比べて

遅れているのか、その辺を含めてお伺いし

たいのと、令和７年度と決められています

が、もう少し前倒しを含めてできないのか

どうか、そういった検討をされているのか

どうかお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○三好義治委員長 松本課長。 

○松本人事課長 質問番号１番、正規職員

が増えている傾向と狙い、効果であったと

思います。 

 委員がおっしゃいますように、平成３０

年度以降、人数は増えております。その要

因といたしましては、阪急連立の事業や、

児童虐待防止対策の強化など、そういった

様々な行政需要への対応になります。 

 令和５年４月１日採用では、例えば保育

所における医療的ケア児の受入れ体制整

備に伴う保健師や、児童虐待防止対策の強

化を目的とした心理士、あと、待機児童解

消、子どもへの安定的な運営のための保育

士と、こういった専門職を複数人数採用予

定としております。 

 あと、これまで正規職員の育休・産休に

ついて、会計年度任用職員で対応している

ことも多くありました。責任や業務の内容

等、あるいはワークライフバランスが実現

された職員体制を鑑みて、人数を無尽蔵に

増やすわけにいかないながらも、バランス

を見ながらしっかりと進めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 仲野課長。 

○仲野広報課長 ３番目のご質問につい

てお答えさせていただきます。 

 ＬＩＮＥにつきましては、本当に多くの

方に友達登録いただいておりまして、行政

情報をお知らせするのに有効な情報発信

手段だと認識しております。 

 通知する内容につきましては、ガイドラ

インを設けておりまして、発信基準といた

しましては、広報せっつに掲載される各種

イベント、多くの方が参加できるイベント

やお知らせなどを各課と調整した上で週

に１回、木曜日の午後８時に配信をさせて

いただいております。 

 ですけれども、各課も有効な情報発信手

段ということで認識しておりまして、最近

本当に多くの情報を発信させていただい

ております。最近の話では、マイナンバー

カードの申請では、非常に窓口が混み合っ

ておりまして、担当課から、やっぱりすぐ

に市民の方にお知らせしないといけない

ということで、臨時的な周知等も行わせて

いただきました。ただし、三好俊範委員の

おっしゃるように、発信し過ぎますと登録

解除されたり、ブロックされたりと、必要

な情報が届かなくなるおそれもあること

は認識しております。 

 今後におきましては、市民の利便性向上

やニーズに沿った情報発信として、子育て

情報やごみ出しの情報など、希望する情報

だけを発信するセグメント配信など、他の

手法についても研究していきたいとは思

っております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 湯原参事。 

○湯原政策推進課参事 ５点目、鳥飼まち

づくりグランドデザイン推進事業に係り

ます印刷製本費の具体的な内容について

ご答弁申し上げます。 

 まず、令和４年度の印刷製本費につきま

しては、鳥飼まちづくりグランドデザイン
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の計画そのものの印刷製本費として予算

計上させていただいております。それに対

しまして、令和５年度につきましては、住

民説明会の資料、グランドデザインの計画

そのものではなくて、説明会用の資料とし

て別途作成して、会議を運営してまいる予

定でございます。 

 鳥飼地域につきまして、グランドデザイ

ンでは大きくエリア分けを行いまして、そ

のまちづくりエリアごとに住民説明会等

を進めていくことを予定しております。そ

のことから、エリアごとの将来予想の内容

も、それぞれエリアごとで異なっておりま

すので、毎回資料はエリアごとに分けて作

成しております。 

 また、会議運営に当たりまして、グラン

ドデザインにお示ししています将来予想

に対する地元住民の方からいただいたご

意見につきましても、整理した内容を次回

にお示しすることもやっておりますので、

資料につきましては毎回、住民説明会の都

度、作成して印刷することを想定しており

ます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 溝口局参事。 

○溝口選挙管理委員会事務局参事 質問

番号７番に係ります不在者投票施設の指

定外の施設はないのかといったご質問で

ございます。 

 先ほど申しました、現在１６施設が指定

されております。ここ最近で申しますと、

令和３年８月に大阪府選挙管理委員会か

ら本市に不在者投票施設の指定要件を満

たす施設、先ほど申しました３０床以上の

施設になるんですけれども、この中でまだ

指定を受けておられない未指定施設に対

する依頼がございました。その指定をまだ

受けておられない施設が６施設ございま

して、その６施設に対して本市から働きか

けを行いまして、その結果、６施設のうち

の２施設が申請をされまして、最終的には

大阪府で審査をされまして指定されてお

ります。１６施設のうちの２施設がここ最

近申請されまして、指定を受けられたとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 幸田部参事。 

○幸田消防本部参事 質問番号１１番の

２回目、ドローンの近隣の状況と、前倒し

ができるかどうかに対してお答えいたし

ます。 

 近隣市の導入状況の詳細はございませ

ん。私どもで聞いたところ、導入されてい

る近隣消防本部について、吹田市、淀川を

挟んだ枚方市、寝屋川市、あと高槻市と、

そういう情報を頂きましたので、その中で

淀川を共有しているような消防本部に、水

難救助で使うようなモデルということで

見学に行ってまいりました。 

 その中で、やはり同型のものが今あるの

かというと、モデルチェンジをどんどんさ

れているので、数年ですぐモデルが変わっ

てしまう。バッテリーの互換性も、国産モ

デルの「ＳＯＴＥＮ」において、自動で戻

ってきてバッテリーが切れそうになった

ときに安全に着陸する機能にエラーがあ

って、プログラムが更新されないという問

題がこの春頃にあったようでございます。

どうしても機種の選定について、導入され

ている機械自体がやっぱり３００万円を

超えるようなかなり高額なもので、なおか

つバッテリー１セットが１０万円を３セ

ットぐらい置かないと運用ができないと。

その中で、同じメーカーが作っているＤＪ

Ｉの「Ｍａｖｉｃ」シリーズ、全部フルセ

ットで五、六十万円というものも、ドロー
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ン撮影で出初め式等に協力参加されたと

ころにモデルを見せていただきました。か

なり水面がきれいに見える状況で、もしも

できるならば、かなりコストパフォーマン

スが良いようなものを導入できないか検

討しており、財政状況との相談ではありま

すが、中期財政見通しで上げさせていただ

いた３５０万円ぐらいのもので計算させ

てもらっているので、もしもコストが下げ

られるならば前倒しも可能なのかは、今後

の相談の中で検討していけたらとは考え

ております。 

 以上でございます。 

○三好義治委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 要望で終わりたいと思

います。 

 １番目、会計年度の部分で、正職員の狙

い等をお伺いしました。先ほど人権の部分

でもお伺いしましたが、女性の働き方の部

分で、人の入替えについて、どうやって育

児休暇を取ろうかとか、やっぱり人はそう

いうところでも必要なのかと私も思いま

す。 

 そのためにもしっかりと狙いを定めて、

職員に気持ち良くしっかり働いていただ

いて、働くときは働いて休むときは休んで

いただきたいと思います。人権だけではな

くて人事の部分でもしっかりその辺を見

つめていただいて、増やすこと自体は問題

にならないと思いますので、意味のある人

員配置をよろしくお願いして、この質問を

終わります。 

 続きまして、３番目、ＬＩＮＥの友達登

録数が増えている部分で、前回の質問とか

でもいただいていたような答えもありま

した。今後、精査していただいて、しっか

り摂津市の魅力を発信してもらうように

要望しておきます。 

 ４番のふるさと納税の部分です。 

 具体的に何を増やすという話はなくて、

塚本委員からもあったように増やすので

はなくてという話でした。何がええか分か

らない中で、どうやって実例もないのにや

るのかと。ソフトバンク系列のところと組

まれているのは聞いていますが、そういっ

たところはノウハウがあるはずなのでし

っかり吸収していただいて、他市はすごく

頑張っている事業だと思います。うちは後

発市なので、そこのノウハウは必ずあるは

ずなので、しっかり使っていただいて、今

年の目標値というのは聞いていませんが、

しっかり伸ばしていただきたいです。これ

は摂津市の魅力発信にもなると思います

ので、倍の方が買っていただいたら倍の方

が摂津市を見るわけですから、その辺も含

めてしっかりやっていただくよう要望し

ておきたいと思います。 

 続きまして、７番目。最近２か所増えた

ということで、私の質問内容としては、対

象となっていない施設がどれだけあるの

かという内容だったのですが、対象の施設

でお伺いしました。 

 ただ、先ほどの答弁の中でもありました

が、まだ４施設が対象なのにされていない

とお伺いしました。要望としておきますが、

その４施設を含め対象外の施設も今後、例

えばバスで巡回するであるとか、移動投票

であるとか、そういった先ほどの対応とい

うのは可能だと思います。社会福祉法人に

頼んだとしても、国費として出るような手

はずも先ほど示させていただいたと思い

ます。やはり人員的な労力が大いにあると

は思いますが、そこさえしっかりすればで

きる話だと思いますので、今後しっかり対

応を考えていただいて、先ほどと一緒です

が、やっていただくよう要望して終わりま
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す。 

 続きまして、最後の１１番、ドローンの

話です。 

 川沿いの市だけ動向を把握されている

ということで、私もドローンのことは多少

なりですが調べさせていただいています。

中国製が品質としては一番先進的な事例

と聞いています。ただ、悪さをされていた

例もあると。日本の法律が改正されるまで

は全部中国にデータが飛んでいたとか、そ

ういう話も聞いていました。多分今は日本

製で探されていると思います。 

 その中で、技術刷新が目まぐるしくある

事業ですので、毎年毎年新しい良いものが

できてきていると思います。その中で３５

０万円からもう少しコストを落としてで

きるのではないかとの話でした。やっぱり

初期活動だったり、消防庁の分であったら

消防団が使ったりとか、配置整備している

ところも、お金を３分の１出すということ

も書いていました。先ほど防災の部分でも

話をしていましたが、災害時に消防の職員

だけで全部できるはずはないと思います

ので、消防団もこの前の大阪北部地震のと

きも出動されていましたけれども、やはり

そういうところは頼っていかないといけ

ないと思います。そういうところも含めて

先を見据えた対応、そして早期の、前倒し

ができるのであればドローンの整備をし

ていただくよう要望しておきます。 

 鳥飼グランドデザインの内容は理解し

たので、しっかりやってください。 

 以上です。 

○三好義治委員長 三好俊範委員の質問

が終わりました。 

 本日の委員会はこの程度にとどめ、散会

します。 

（午後５時１７分 散会） 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。 

 

 総務建設常任委員長 三好 義治 

 

 

 総務建設常任委員  光好 博幸 


